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福祉教育常任委員会 

 

令和６年２月２２日（木曜日）午前１１時２５分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 益 子 丈 弘 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 堤   正 明 委 員 相 馬   剛 

委 員 眞 壁 俊 郎 委 員 山 本 はるひ 

委 員 玉 野   宏   

 

欠席委員（１名） 

委 員 室 井 孝 幸   

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 石 田 篤 志   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴３月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時２５分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○益子委員長 それでは、ただいまから福祉教育常

任委員会を開会いたします。 

  皆様、本会議お疲れさまでございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○益子委員長 早速ですが、協議事項に入ります。 

  協議事項は次第のとおりでございます。 

  委員各位におかれましては、円滑な進行への御

協力をお願い申し上げまして、挨拶といたしま

す。 

  それでは、次第２、協議事項に入ります。 

  ⑴３月定例会における委員会の運営についてを

議題といたします。 

  初めに⑴３月定例会における委員会の運営につ

いて、議会事務局から説明をお願いいたします。 

  事務局。 

○石田書記 （３月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりました。 

  付託予定の議案でございますが、資料１にあり

ますとおり、福祉教育常任委員会に付託される予

定の案件については、皆様御覧いただいたとおり

ですが、このような内容になっております。 

  また、日程でございますが、３月５日10時より

会場、303会議室において、教育委員会、教育事

務局、教育部です。それから、翌３月６日は10時

から、こちらは議場になります。保健福祉部の審

査になります。続きまして、３月７日10時より、

こちらは第４委員会室、こちらで子ども未来部に

なります。 

  また、今、事務局から説明ありましたとおり、

以前、皆様のほうからも要望ありましたとおり、

箒根学園の視察ということで、体育館を見られる

というような内容でございましたが、併せて学校

のほうの視察も兼ねて、こちらのほうも執行部と

調整がつきましたので、こちらのほうの予定で、

３月８日の金曜日ということで、こちらを皆様

と、異論がなければ、この日にさせていただきた

いと存じます。 

  また、議場の座席表についても前回同様考えて

いただいたということでございますので、併せて

御議論をいただければと思います。 

  この件に関しまして、皆様のほうから何かござ

いましたらよろしくお願いいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 もう決まってしまったので、仕方がな

いかもしれないんですが、座席を１個空きで３

列、つまり２と８を抜かして、だから、１、３、

７、９、17、19というふうにすることはできない

んですか。 

○益子委員長 事務局どうですか。 

○石田書記 問題ありません。皆様がそれでよろし

ければ。 

○益子委員長 今、山本委員からありました提案の

１個ずつ空けてもうちょっとゆったり座ったらど

うかというような話でございましたが、皆様のほ

うからなければ、そのような方向で、１つ飛ばし

のような席順にさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 では、そのようにいたします。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○益子委員長 日程等、また視察、所管事務調査の

内容についても御了解いただければ、このように

取り進めさせていただきますが、よろしいでしょ
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うか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 ８日は箒根学園１個だけ、視察する

のか、管内事務調査。それだけでいいですか。 

○益子委員長 事務局、そのことでよろしいんです

よね。 

○石田書記 今のところその予定です。ちなみに10

時から予定しておりまして、おおむね１時間半ぐ

らいで考えているところではございます。執行部

のほうも、教育委員会の職員が何名か、当日説明

など、一緒に回ってくれるという形になっており

ます。 

  以上です。 

○益子委員長 説明は終わりました。 

  副委員長、何か。 

○星副委員長 もったいないなと思って、あとね、

どこか行きたいところないですか、皆さん、ほか

に視察。 

○玉野委員 副委員長があれば御提案。 

○星副委員長 私ですか。なければ１つで   。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 所管と言えるのかどうか分からないん

ですが、あそこハロープラザが近くにあって、あ

そこの中にごみを置いてある、でも、ごみのほう

はここじゃないので。ただ、施設ハロープラザは

ここなので、というような、変な話なんですが。

それとか、シェアスペースができている公民館、

三島のシェアスペースがちょっとすばらしいと言

うと変なんですが、稲村と三島ともう一つ何かハ

ロープラザ…… 

○堤委員 あと西那須野。 

○山本委員 西那須野か。それで、三島のは中に

100円でコーヒーのカセットの、よくあるじゃな

いですか、ぽんと入れて。それが置いてあるんで

す。100円を事務室に払うと、そこで、これより

広いんです、図書館だったところで勉強もできる

し、机もあるし、あと、四、五人でしゃべるとこ

ろもあるし。稲村なんかは全然もうちょっと小さ

いんですけれどもね。それで、びっくりしたんで

す。そうしたら、誰が入ってもいいんですと。結

構静かなので、もし帰りに三島に寄れるなら、あ

のシェアスペースは見てもいいかなとか思いまし

た。 

○益子委員長 今、山本委員から御提案ございまし

た。 

  こちら三島ということで、三島公民館でよろし

かったですか。 

○山本委員 そうです。 

○益子委員長 では、三島公民館のシェアスペース

についてということで、今御提案ありましたが、

もし可能でしたら、箒根学園を見た後、こちらの

ほうを見てはどうかというような、そういうよう

な話がございますが、もし日程等、皆様のほう

で、あと先方のほうに確認して、問題なければそ

のような方向で、見るような方向でよろしいでし

ょうか。 

○星副委員長 三島だけでいいですか。シェアスペ

ースやっているの…… 

○山本委員 西那須野もやっている。 

○星副委員長 西那須野もやっていますよね。 

○山本委員 西那須野ってどこでやっているのか

な。 

○益子委員長 西那須野公民館。 

  堤委員。 

○堤委員 西那須野公民館は、シェアスペースは少

し狭いんだけれども、同じようにそこでコーヒー

をね、ネスカフェの何か自動でやるやつ、カプセ

ル１個ぽんと置くと100円で飲める。ただ、三島

公民館のほうは大きいですね、シェアがね。大き

いもんで、逆に閉じられとるんですよね、ドア
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で。西那須野は小さいもんで、完全なオープンな

んです。 

○山本委員 三島が閉じているのは冷暖房の関係

で、開けると、暑くて寒いということで閉じてい

るんです。勉強している子がいて、こっちで主婦

がしゃべっていたみたいな、そういうシェアスペ

ースで。 

  稲村は、すごく狭いので、子供が勉強するか遊

ぶかというところで、その西那須野は、黒磯が図

書館があるので結構行けるんですが、西那須野は

そういうところがないので、この三島は、いやす

ごいなと思って。ちょっと見てもいいんじゃない

かなと思いました。 

○益子委員長 山本委員と堤委員、そして星副委員

長のほうから御提案ありました。日程的に３月８

日の箒根学園の視察後ということになろうかと思

いますが、シェアスペースについてということ

で、それでは、三島と西那須野辺りでしたら、方

向的にも可能かと思いますので、併せて事務局よ

り、こちらのほうの確認をさせていただいて、時

間的なもの、また内容的にも、こちらで時間的に

可能かどうかも含めて検討させていただきまし

て、もし可能ということであれば、この箒根学

園、そして三島公民館のシェアスペース、西那須

野公民館のシェアスペースの所管事務調査という

ことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 それでは、そのように進めさせてい

ただきたいと思います。 

  事務局、どうぞ。 

○石田書記 そこでちょっと確認なんですが、お昼

挟んで午後、公民館ということでよろしいですよ

ね。 

○益子委員長 内容的には恐らく10時から、こちら

視察をして、箒根学園ということで、体育館、ま

た校舎などを見ますと、恐らく先ほど追加いただ

いた三島、西那須野公民館についてはお昼を挟む

ものと思います。お昼を挟んでというような認識

で事務局は考えているようですが、そのような方

向でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 あわせて、お昼の場所も私ども正副

と事務局のほうに一任いただいて、好きなもの、

嫌いなものありましたら、要望を聞きますが、特

段なければ我々にお任せいただきまして、そのよ

うに進めさせていただければと存じます。 

  それでは、そのように進めさせていただきます

が、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 それでは、そのように進めさせてい

ただきます。 

  ほかに何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようであれば、３月定例会にお

ける委員会の付託議案の審査運営について、ま

た、所管事務調査についての審査をこのような方

向で行うことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないようですので、付託議案

の審査日程及び審査順、また先ほどの所管事務調

査も併せてそのような方向といたします。 

  次に次第⑵その他を議題といたします。 

  委員会の中間報告を議題といたします。 

  事務局より説明をお願いいたします。 

  事務局。 

○石田書記 （常任委員会の中間報告について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりました。 

  今、お手元に配付された資料でございますが、

中間報告ということで、森本委員長が３常任委員
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会を代表して報告ということでございますが、内

容的なものを見ていただいて、もし御覧いただけ

ればと思うんですが、もし今の段階で何か修正等

必要であるということであれば、申出いただけれ

ばと思うんですが、特段なければ、２月28日まで

に事務局、石田さんのほうにお伝えいただければ

と思いますが、皆様のほうでいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 特段、今なければ、28日までに皆様

のほうから何かございましたら、事務局にサイボ

ウズなり直接申し伝えていただければと思います

が、よろしいでしょうか、このような方向で進め

させていただきまして。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  それでは、そのような方向で、２月28日までに

取りまとめといたしまして、特段なければ、これ

で３月14日の全協にて、森本委員長より報告を願

います。 

  そのほか協議事項として、皆様のほうから何か

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、以上をもちまして、⑵を

終了といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○益子委員長 ３、その他を議題といたします。 

  その他として、皆様のほうで何か申出ございま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 事務局、何かありますか。 

  事務局。 

○石田書記 （行政視察、常任委員会の積立金につ

いて説明。） 

○益子委員長 協議事項が全て終わりました。 

  そのほか皆様のほうから何か、全体としてござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○益子委員長 なければ、以上をもちまして、本日

の福祉教育常任委員会を閉会といたします。 

  大変お疲れさまでございました。ありがとうご

ざいました。 

 

閉会 午前１１時５１分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和６年３月５日（火曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 益 子 丈 弘 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 堤   正 明 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 相 馬   剛 委 員 眞 壁 俊 郎 

委 員 山 本 はるひ 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

教 育 部 長 磯     真 教育総務課長 金 子   嘉 

教 育 総 務 課 
副 参 事 

加 藤 正 之 
教育総務課長 
補 佐 

岩 波 ひろみ 

教 育 総 務 課 
主 幹 

深 澤 孝 志 総 務 係 長 植 木   智 

給 食 係 長 田 中   綾 教育施設係長 遠 藤 幸 宏 

黒磯学校給食 
共同調理場長
兼 業 務 係 長 

若目田 治 之 
共英学校給食
共同調理場長
兼 業 務 係 長 

村 松   隆 

西那須野学校 
給食共同調理 
場 長 
兼 業 務 係 長 

横 山 純 一 
学 校 教 育 課 
参 事 兼 
学校教育課長 

松 本 正 広 

学 校 教 育 課 
副 参 事 

磯   泰 弘 
学校教育課長 
補佐兼学校支
援教職員係長 

二ノ宮 直 美 

学校指導係長 人 見 栄 作 
学 校 み ら い 
係 長 

木 沢 宏 美 

児童生徒サポ
ートセンター 
所 長 

印 南 伸 一 
児童生徒サポ
ートセンター
児童生徒係長 

佐 藤 久美子 

生涯学習課長 佐 原 勝 美 
生 涯 学 習 
課 長 補 佐 兼 
生涯学習係長 

広 瀬 美香子 

文化振興係長 岩 瀬 眞 生 青 少 年 係 長 石 川 敦 史 

那 須 野 が 原 
博 物 館 長 

松 本 裕 之 
那 須 塩 原 市 
図 書 館 長 

小 泉 秀 夫 
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那 須 塩 原 市 
図 書 館 
管 理 係 長 

伊 藤 俊 彦 
黒 磯 公 民 館 
活動振興係長 

月 江 泰 山 

スポーツ振興
課 長 
（レガシー推
進 担 当 ） 

和 氣 広 美 
スポーツ振興
課 長 補 佐 兼 
管 理 係 長 

小 野 治 夫 

スポーツ振興 
係 長 

関 谷 和 俊 
  

 

 

出席議会事務局職員 

書 記 石 田 篤 志   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

   ・議案第１６号 那須塩原市学校施設整備基金条例の制定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

   〔学校教育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

   〔生涯学習課〕 

    ・議案第２４号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

   〔スポーツ振興課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．その他 

  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○益子委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日より福祉教育常任委員会及び予算常任委員

会（第二分科会）が開催されるわけでございます

が、開催に先立ちまして、委員会を代表して御挨

拶を申し上げます。 

  昨年、2023年４月に国立社会保障・人口問題研

究所が発表しました日本の将来推計人口、こちら

によりますと、2035年が76万人を割るという見込

みでございましたが、出生数は12年早いもので、

もう80万人を割り込みました。それに伴いまして

2040年にはその生まれたお子さんたちが大学に入

学する年齢でございますが、2040年には大学の入

学者も減少し、それに伴いまして大学も減少、ま

た淘汰されるのではないかというような懸念が出

ております。 

  そういった社会情勢の下、我々本市におきまし

ては、文科省が取り組んでおります2050年カーボ

ンニュートラルの実現に資する学校施設のＺＥＢ

化の推進についていち早く取り組み、その取組を

進めております。また８日には、それに伴いまし

て所管事務調査で訪問することとなっております

箒根学園を予定しております。 

  また、本日の委員会も含めまして、委員会全体

が活発な審議となりますように、委員各位、執行

部の皆様におかれましては、その点を十分加味し

ていただきますようお願い申し上げまして、委員

会を代表しての御挨拶といたします。 

  ただいまから福祉教育常任委員会予算常任委員

会（第二分科会）を開会いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

  委員の皆様には、異議なしなどの意思表示をは

っきりしていただくこと、明瞭な質疑としていた

だくようお願い申し上げます。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  当常任委員会に付託された案件は、条例案件６

件、計画案件２件でございます。予算常任委員会

付託案件のうち、当分科会で審査すべき案件は、

当初予算案件４件であります。これらの案件につ

きましては、関係所管課のところで随時分科会に

切り替え、審査を行います。 

  議案審査において討議すべき点がございました

らお申し出ください。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行への御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○益子委員長 これより教育委員会事務局教育部の

審査を行います。 

  初めに、教育部長より御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○磯教育部長 （挨拶。） 

○益子委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○益子委員長 ただいまから教育総務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第１６号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第16号 那須塩原市

学校施設整備基金条例の制定についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○金子教育総務課長 （議案第16号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、まず第１条についてでござ

いますが、学校施設の整備に要する経費の財源を

確保するためというふうになっております。今の

説明だと、もう１点が財産処分に関する国庫補助

金の返還金以上に積み立てていれば、返還しなく

てもよくなるような目的があるというふうになっ

てございますが、この第１条の設置の目的で、後

者のほうの目的が読み取れるのかどうなのか、ど

のように考えているのかお伺いいたします。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 まず、こちらのほうの大きな

目的は、先ほど委員おっしゃるとおり財源確保と

いうところがございます。その中で、受皿として

国庫返納金についての役割も担っているというと

ころでございます。 

  国のほうで、こちらのほうを設置するに当たっ

て、全国的にそういった設置のところに、第１条

に記載しているところもございます。また、県内

においては、例えば大田原市さんなんかの場合に

ついては、もちろんそういったものをうたってい

なくて、那須塩原市と同じような形。国のほうに

ついては、Ｑ＆Ａ等におきまして、こういった整

備基金を設置するに当たっては、そういったもの

を記載しなさいとかいったものは指示のほうはご

ざいません。 

  こちらのほうにつきましては、第６条のところ

に基金の、こちら処分ですね、処分について、基

金につきましては、経費の財源に当たる場合に限

り、その全部または一部処分するようなことがで

きるというところで、第６条のほうに処分につい

てうたっておりますので、そちらのほうで包括的

にこちらのほうで読み取れるというふうに認識し

ております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  １条で読み取れなくても、６条で読み取ってい

くという、そういう理解でよろしいというふうに

思いました。 

  もう１点、そうしますと、返還金以上の積立金

が必要だという認識でよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 そうでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃその時々によって、金額がちょっ

と変動してくるということでよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 変動はもちろんしてくると思

います。また、それについては財政部局のほうと

協議をしながら、こちらのほうは積み立てるとい

うことになります。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続いて、第５条でございますが、基金

の繰替え運用等の規定をしてございますが、どう

いったときにこの基金の繰替えの運用が想定され

て第５条を制定しているのかお伺いいたします。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらのほうにつきましては、



－133－ 

やはり限られた財政状況というのがございます。

これに伴って繰替えの運用をしていくに当たって、

まず市のほうの、こういった会計当局であるとか、

そういったところとの協議のほうをしながら、柔

軟に繰替えができるような形で進めてまいりたい

ということで、この第５条のほうは記載をさせて

いただいているところでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、大体こういうところで基

金の繰替えをしていくという、そういった現時点

での想定があって、この第５条を制定していると

ころではないという、あくまでも財政課のほうの

何かあった場合にということで、この条項を規定

しているということでよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 そういった財政当局の話もご

ざいますし、財政当局のお話ももちろんあります。

あとは、教育委員会としましても、財源確保等に

向けて、やはりこういった資金のほうを一般財源、

また寄附金以外にもこういったことで財源を確保

していかなくてはいけないというのもありますの

で、財政当局だけではなくて、市全体を含めた教

育委員会もということで認識しております。 

○益子委員長 部長。 

○磯教育部長 ちょっと私のほうから補足したいと

思います。 

  市全体の収支をやっていくときに、一時的に入

ってきている額よりも支出のほうが多くなるとい

った場合が生じることが、そのときには一時借入

金ということをやらないと、お支払いはできない

というふうなことになるんですけれども、そうす

ると、利息のほうが高くなってしまうというふう

なところもありますんで、そういったときには、

この基金のほうから不足分を一時的に出してとい

うふうに、その辺は市の財政のほうで有利な方法

で運用していくというようなことになるかと思い

ます。 

○相馬委員 分かりました。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  堤委員。 

○堤委員 この基金の使い先が学校施設の整備に要

する経費ということなんですけれども、学校施設

というのはどこまでを指すというか、そこの規定

というのはあるんですか。校舎本体だとか、ある

いは体育館だとか、いろんなものがあると思うん

ですけれども、もっと、附帯設備とかね、細かい

ところの施設の整備についてというのもあるんだ

と思うんですけれども、どこら辺の細かいところ

まで出せるのかどうかという範囲なんですが。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 まず、施設のほうにつきまし

ては、委員が今おっしゃったとおり、校舎、体育

館、プールの一部もありますが、そういった学校

の敷地の中に教育課程として必要な施設について

は全て該当になるというところでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 そうすると、何ていうんですかね、細か

い倉庫だとか、運動する用具だとか、そういうと

ころは入らないと思えばいいんですか、ちょっと

細かい話で。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 用具、備品ですね、備品とか

というものについては該当になりません。ただ、

倉庫のほうについては、これを例えば校舎を改築

するに当たってその倉庫がまだ必要であるとか、

または改築するに当たって倉庫を新たに改築する

というところであれば、今後の必要性に応じて、

この整備基金のほうが使えるかどうかを判断して

まいります。 

○益子委員長 堤委員。 
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○堤委員 あともう１点だけお聞きしたいんですが、

この学校施設とはちょっと関係がないような施設、

例えば学校の敷地内にあるんだけれども、例えば

防災拠点としての防災倉庫だとか、あるいは放課

後児童クラブの施設だとか、地盤の中にあるんだ

けれども、学校施設として位置づけられるものと

ないものとがあると思うんですけれども、そこら

辺はいかがでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 まず、児童クラブについては、

該当にはなりません。 

  そのほか防災倉庫ということになれば、その学

校に向いて防災倉庫ということになりますので、

実際設置しているのは総務、市長管轄の防災関係

になりますので、そちらのほうについても、現時

点では該当にならないというふうに。 

○堤委員 理解しました。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第16号 那須塩原市学校施設整備基金条例

の制定については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、よって、議

案第16号については、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○金子教育総務課長 （議案第８号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すみません、先ほどの当初予算の一

般会計歳入予算一覧表からなんですけれども、そ

れでのナンバー４番、スクールバス運行費、ちょ

っと教えていただきたいんですが、箒根学園のス

クールバスの国庫補助が２分の１充当されている

という御説明だったかと思うんですけれども、こ

れは箒根学園が開校になって、プラスだから国庫

補助が使えるというものなのか。というのは、要

はスクールバスというのはもう箒根学園がある限

りずっと運行されますよね。なので、それは単発
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的なものなのか、今後の運行に関してずっと、箒

根学園がある限り、国庫補助が入ってくる、充当

されるものなのかをちょっと確認したかったんで

すけれども。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 まず、スクールバスのほうに

ついては、運行のほうをもちろん、学園がある限

り運行していきます。ただ、補助金のほうにつき

ましては、あくまでもこれは補助金の一部と申し

まして、箒根学園のほうにつきましては、小学校

のほうが一緒になっているものですので、要は変

更した施設、統合ですね、統合という言葉を使っ

ていただきますと、統合した施設については国の

補助金の対象になる。要は大貫小学校であり、横

林小学校であり、そういった小学校が統合になっ

たことによって利用するスクールバスの分だけ、

これが国の補助金が５年間、５年間補助対象にな

るというところでございます。 

○星副委員長 分かりました。ありがとうございま

す。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 執行計画書の138ページから139ページ

です。 

  給食の共同調理場のことなんですけれども、そ

れぞれの調理場の光熱水費の計算の仕方を教えて

ください。去年より少なくなっているか、後から

増やそうとしているのか。 

○益子委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  黒磯学校給食共同調理場長兼業務係長。 

○若目田黒磯学校給食共同調理場兼業務係長 光熱

水費なんですけれども、原油高騰となりまして、

ちょっと少し高いというものがあったんですけれ

ども、この積算根拠のほうにつきましては、東京

電力のシミュレーションによって計算されたもの

です。令和５年度は、単価が33円弱だったものが

令和６年度、今年は30円ということで、少し下が

ったということで、シミュレーションに乗せて計

算しているということであります。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そうですか。電気代が下がるとは思っ

ていなかったので、なぜかなと思ったんですけれ

ども、それはいいことというか。万が一、何かあ

ったときは補正でということだと思いますので、

了解しました。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  堤委員。 

○堤委員 ちょっとこれ教育総務課所管なのかどう

か確認させていただきたいんです。144ページ、

コミュニティ・スクール事業というのがあるんで

すけれども、これは教育総務課所管でよろしいん

ですか。 

〔「生涯学習課」と言う人あり〕 

○堤委員 了解しました。 

  じゃ続いてよろしいですか。 

  145ページです。先ほど説明がありました小学

校の施設整備費です。大山小学校の体育館の改築

の案件で、それぞれ体育館が1,400㎡、太陽光パ

ネルを設置して蓄電池を設置するという御説明が

ございましたが、この蓄電池設備がどれぐらいも

つものかお聞きしたいと思うんですけれども。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 大変申し訳ございません、蓄

電池を設置したら、その蓄電池がどのくらいの期
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間もつか。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 そうですね、停電時に対して、この蓄電

池の容量見合いで１日だけなのか、１週間なのか

というところでございます。 

○益子委員長 教育施設係長。 

○遠藤教育施設係長 今、詳細につきましては入札

前というところでもありまして、容量とかちょっ

と伏せさせていただきたいところはあるんですが、

３日程度使えるように考えております。３日程度

といいましても、施設全体となりますと、当然す

ぐ電気がなくなってしまいますので、メインとな

る避難所となる予定である体育館ですとか、そう

いったところを優先的に電気が使えるように、今、

設計を進めているところです。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 続いて、148ページの三島中学校の教室

の長寿命化改修設計ということであるんですが、

長寿命化というのはどれほどもたせるつもりでこ

れをやるのかとお聞きしたいんです。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 耐用年数のほうを80年の長寿

命化のほうを目指しております。 

○益子委員長 そのほか何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほどと同じ138、139の給食費の話な

んですけれども、賄い材料費が250円のところが

290円というところなんですが、電気と違って、

これは材料費というのはまだ上がりそうな感じが

するんですけれども、この積算で大丈夫なんです

か。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 まず、材料費のほうについて

は、公費のほうの負担で、昨年度に引き続き１人

当たり20円のほうを公費負担で予算のほうを計上

させていただいておりますので、各調理場のほう

の協議の段階では、この金額の中で工夫をしまし

て提供のほうをしてまいりたいというふうに考え

ております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 やりくりというのは、やはり限度があ

ると思うんですよね。それによって、何ていった

らいいですか、何でもかんでも安いものがいいと

いうものじゃないですし、栄養のことを考えたり、

子供たちの食育ということからすると、やはりバ

ラエティーに富んだ、先ほどホタテがというのも

出ましたが、それはあくまでも特別なことであっ

て。そうすると、確かに賄い材料費が上がれば給

食費も上がるということになるということはある

んですけれども、自分で買物をしている感覚から

すると、もっと上げないと、今までどおりの給食

を提供できないんではないかなという懸念があり

ますが、その辺はどのように考えているのか、も

う少し説明してください。 

○益子委員長 教育総務課長。 

○金子教育総務課長 委員御指摘のとおり、物価上

昇のほうにつきましては、消費者物価指数のほう

についても、先月の２月27日付の消費者の物価指

数については、まだ上昇していると。食料品に関

しては前年度比２％というところでございます。 

  なので、まずは材料のほうの調達方法であると

か、その時期、時期によっても価格は変わってき

ますのでそういったところでも工夫を凝らしてな

るべく安心安全な栄養価の高い給食のほうを提供

していきたいということで、各調理場のほうで今、

業務のほうをしているところでございます。 

  その中で、やはり今後については、そういった

保護者の方の負担というのも、今の給食費の中で

どうしていくかというのは、来年度の中でもそう
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したことを検討してかなくちゃいけないしという

ふうには感じておりますので、今後の物価のほう

の指数と、あと野菜関係のほうにつきましては、

気候変動によってもかなり単価が変わってきてし

まいますので、そういった情報のほうもいち早く

キャッチしながら、まずはこの金額で、こちらの

ほう、給食の提供をしてまいりたいというような

形では思っています。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算執行計画書の137ページの奨学金

貸与基金に積立て、5001事業なんですが、利子等

ということで6,000円になっておりますが、これ

昨年度は60万7,000円という、同じ利子等という

項目であったんですが、この差は何かあるんでし

ょうか。基金の額が少なくなったとか、それとも、

積立金ですから、積立金のほうもこれ歳出するん

だろうと思うんですが、そのおよそ60万円の差は

何か。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 積立金のほうにつきましては、

今までコロナ禍において、ここの積立金を活用し

て、がんばれコロナ奨学生ということで、コロナ

禍枠で貸与していた方が１名おりました。その方

が令和５年度にその貸与期間のほうが終わりまし

たので、その分、60万円が減額となったというと

ころでございます。 

○相馬委員 分かりました。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほどの学校給食の賄い材料費のこと

なんですけれども、もっと地産地消ということを

進めていただいて、同じものでなくても、それぞ

れの調理場で使えるものというのがあると思うん

ですね。例えば自分の経験であれなんですが、今、

ホウレンソウが育たなくて、出荷できないという

ことで、畑１つ、全部潰すというようなことがあ

るのね。でも、すごくそれは、食べられるんです、

小さいだけで。そういうものが、確かに数とかそ

ろえなきゃいけないとか、調理の時間が決まって

いるので、小さいものは使いにくいとか、そうい

うことがあるとは思うんですけれども、一番、そ

の地元でできた、野菜の産地なので、できたもの

を何とか、生産者と協議をしてもらって、使える

ようなことをしてもらうと、持っていってもらえ

る、ただであげると言っているんですね、そうい

うものがあるんです。ただ、それこそ気候によっ

て、いつも出るとかということができないので、

なかなか、野菜というのは傷みも早いので、難し

いとは思うんですが、ぜひ、すぐにじゃないです

けれども、そういうものを工夫をして、地元のも

のを使っていただきたいという意見です。 

○益子委員長 今、山本委員から意見がございまし

たので、そういったものも加味しながら担当して

いただければと思います。 

  ほかに討議すべき点、あるいは委員からの御意

見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第８号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  教育総務課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○益子委員長 ただいまから学校教育課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  学校教育課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○松本参事兼学校教育課長 （議案第８号について

説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 小学校と中学校の就学援助の要保護と

準要保護の子供たちの数、ちょっと久しぶりなの

で教えてください。147ページです。 

○益子委員長 補佐兼係長。 

○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

予算のベースの人数でよろしいですか。 

○山本委員 この計算。 

○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

この計算は、小学校のほうの準要保護が754人、

追加認定含めてです。要保護は５人、中学校のほ

うの準要保護が追加認定含めて439人で、要保護

が６人ということで積算させていただいておりま

す。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、中学校の準要保護の数、

もう１回お願いします。 

○益子委員長 課長補佐兼学校支援教職員係長。 

○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

追加認定を含めまして439人に増えております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 この数は、現実の令和５年度の、実際

の数に比べて多いのか、あるいは同じくらいなの

か少ないのか教えてください。 

○益子委員長 課長補佐兼学校支援教職員係長。 
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○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

令和５年度２月10日現在の人数と比べますと、ち

ょっと多く見込んでいるんですが、これは令和５

年度の追加認定が多かったというところもありま

して、ちょっと追加認定を多く見込んで積算して

おります。なので、多いです。多く見ております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、先ほど小学校では単価

引上げで多くなったというような説明だったんで

すが、それと人数も多く見込んでいるということ

でよろしいですか。 

○益子委員長 課長補佐兼学校支援教職員係長。 

○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

そのとおりでございます。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  堤委員。 

○堤委員 執行計画書の143ページ、学校教育情報

化推進基金積立金についてお伺いしたいと思いま

す。 

  現在、積立金の原資、利子として397万8,000円

という数字が上がっておりますが、これは、今回

の積立額だということだと理解しておりますが、

これで残高といいますか、全体の基金がどのくら

いになるかお伺いしたいと思います。 

○益子委員長 学校みらい係長。 

○木沢学校みらい係長 積立てをするのは、予算上、

こちらが今回初めてでして、この金額が新たに積

み立てられる…… 

○堤委員 もう少しちょっと大きな声で。 

○木沢学校みらい係長 すみません。この金額が、

この資金自体は令和５年度、まだできて新しいも

のでして、この予算上、積立金として計上するの

はこの金額が今回初めてでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 今回初めてということでございますが、

この情報化推進ということなもんですから、この

言葉からすると、結構範囲が広いかと思うんです

よね。なので、そこの積立金で使用できる主な内

容、どこまでがこれで、この基金が使えるのかと

いうのをお聞きしたいと思います。 

○益子委員長 学校みらい係長。 

○木沢学校みらい係長 我々のほうで想定している

大きなものとしては、直近では、子供たちが使っ

ているタブレットの更新があります。あとは、そ

のほかにも様々なＩＣＴ機器を学校のほうに整備

しておりまして、電子黒板とか、そういったもの

も順次更新をしないといけないというところで、

そういったものに充てることを想定しております。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 149ページの一番最後のところ、海外

交流事業費なんですけれども、これは今までと同

じように学校のクラスで交流というような形で行

うのか、それから、個人負担の金額がどのくらい

なのか教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 この人数につきまして

は、正直いいまして、今までも委員さんおっしゃ

るとおり、２年生と８年生の学級数ということで

各学校に割当てをさせてはいただいたんですけれ

ども、やはり学校さんによっては、なかなかその

学級数が、正直、今年も集まらなかった学校もご

ざいましたので、今回これからの、来年度に向け

てのまた実行委員会もあるんですけれども、その

辺の算定の人数の出し方については、今ちょっと

検討しておりまして、人数割というんですかね、

うまくちょっと数字を出すんですね。無条件で学

級数という出し方ではなくて、少しちょっとその

辺は考えていきたいなということで、次の実行委

員会のほうで検討していきたいというふうには考
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えております。 

  ただ、人数的にはほぼ、その人数は同じぐらい

の人数になるかとは思うんですけれども、そんな

ふうに考えているというのが１つと、あと、その

自己負担金につきましては、これ年々ちょっと上

がってきたんですが、先ほどもちょっと説明があ

りましたが、渡航費用の高騰とかなんかもあった

りもあるもんです。今年度は16万円という負担を

していただいて実施をしたと。来年度以降、一応、

今のところはそこから上げる予定はないんですが、

このところ16万円でやっているというところでご

ざいます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 ５月にリンツからもいらっしゃる人数

が決まっていて、ホームステイ先が多分、今いる

はずなんですけれども、このこっちから行く人た

ちが決まらないと、難しいのかなと思うんですが。

去年行った人、１年ずれているんでしたか、すみ

ません、ちょっと説明をお願いします。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 コロナ前は、今、委員

さんおっしゃったように、こちらがまず行って、

今度、次の年、お迎えをするというような、こう

いう流れでやっていたもんですから、中学２年生

が行くと、自分たちが次の年は３年生になって受

けるというような感じではあったんですけれども、

今度ちょっと逆で、来ていただいたのが先だった

もんですから、今度行くという、順番がちょっと

入れ替わってしまったんですけれども。ですから、

今回は行った子たちが今年度、今、中３になるの

で、基本的には行った子たちが受け入れるという

ことで進んでおります。 

  ただ、近年もちろんそれ以外の方でも、御希望

をいただいているお家にはお願いをしているとい

うものです。 

○山本委員 了解しました。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  堤委員。 

○堤委員 すみません、ちょっと先ほど聞き漏らし

て、144ページのデジタル教科書整備事業費、

15001事業で、これは学習者用デジタル教科書と

して計上されておりますけれども、対象は小学校、

中学校両方対象だということでよろしいでしょう

か。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 小中両方対象というこ

とになります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 導入される対象の科目はどのようなとこ

ろを今考えておられるんですか。 

○益子委員長 参事兼学校教育課長。 

○松本参事兼学校教育課長 こちらも先ほどちょっ

と説明させていただきました。英語につきまして

は、もう国のほうで全部入れていただきましたの

で、小学校は算数、中学校は数学でそれを導入し

たいと考えております。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 デジタルに置き換えるのか、あるいはデ

ジタルは補助教材的なもので、あるいは従来の紙

の教科書も一緒に使うという考えなのか、どちら

になりますでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 委員、おっしゃってい

た、あくまでも教科書というのは国の方針でやる

ものですから、国も今、多分、実証実験中なんで

すね。なので、両方、今あると。両方使うという

形で進めております。最終的にはもしかしたら国

のほう、デジタルのほうに切り替えていくつもり

でいるのかなとは思うんですが、今は両方で使用

しながら活用しているというものでございます。 
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○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 最後ですが、ウェブ用の教科書もデジタ

ルはデジタルですよね、これもね。それとは別の

項目として考えればいい、ウェブが含まれていな

いというふうに考えていいですか。 

○益子委員長 学校指導係長。 

○人見学校指導係長 こちら学習支援用のデジタル

教科書なんですけれども、クラウド版になってお

りますので、いわゆるパッケージ版ではありませ

んので、インターネットを経由して見に行くとい

うものでございます。 

  先ほどこちら英語に関しては文科のほうで全て

配備、整備するというもので、算数、数学に関し

ては、学校数の半分、およそ半分を国のほうで補

助してくれるという形になっておりまして、それ

の対象外となる、小学校でいうと５、６年生、中

学校でいうと中学１年から３年生の算数、数学を

市単費分として整備するものということでござい

ます。こちらは課長のほうから説明させていただ

いたとおりです。 

  以上でございます。 

○堤委員 ありがとうございます。了解いたしまし

た。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 スポットクーラーを体育館につけると

いう話なんですが、144ページの小学校管理費の

中には賃借料が入っています。それで、147ペー

ジ、148ページの小学校のほうにはスポットクー

ラーの賃借料が掲載されていないんですが、そこ

のところを、私が聞き間違えたのかもしれないん

ですけれども。 

〔「さっきのところ」と言う人あり〕 

○山本委員 さっきのところ、すみません。ごめん

なさい。間違えました。 

○松本参事兼学校教育課長 抜けちゃったというこ

とで、申し訳ありませんでした。 

○山本委員 すみません、私の頭が抜けちゃった。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  副委員長。 

○星副委員長 予算執行計画書142ページの教育相

談費、10001事業なんですが、この中の報償金と

して、不登校担当者等合同研修会講師とあります

が、この内容、詳細を教えてください。 

○益子委員長 児童生徒係長。 

○佐藤児童生徒係長 報償費の中の研修講師…… 

○星副委員長 内容です。研修をやられたと思うん

で、その研修の内容を。 

○佐藤児童生徒係長 内容は、市の教育支援カウン

セラーの方から不登校の子の心理状況とか、その

子たちにどんなふうに対応したらいいかとか、そ

ういう内容の研修会になっています。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうすると、この講習を受ける方は

サポートセンターに勤務されている先生というこ

とですか。 

○益子委員長 児童生徒係長。 

○佐藤児童生徒係長 そのとおりです。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 これはあれですか、学校全体でいえ

ば不登校が今増えてきていると思うんですけれど

も、こういった講習のほうは、どちらも不登校に

関わる児童サポートセンターの先生が受けるのは

当然のことなんですけれども、ほかの教員、学校

の教員たちはそこに対しては受けるということは

あるんですか。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 学校現場の先生方は、

当然いろいろと研修会がありまして、県の主催で

ありますとか、市のほうの主催でありまして、こ
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ちらとは別でそういう研修はありますので、担当

の先生方はもう年に何回もそういったものには参

加していただいて、学んでまた学校で還元すると

いう形を取っています。あくまでもこちらはサポ

ートにお勤めの職員用の研修というものでござい

ます。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうすると、ちょっと深く関わる分、

研修内容ももっと踏み入ったものになってくると

いうことなんですか、学校の担任の先生。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 実は、学校の先生がた

というのはすごく研修会が多くて、専門的に学ぶ

機会というのは物すごくあるんですけれども、実

際、今まで本当に市のほうの施設の中で預かった

職員の皆さんというのはなかなか研修する機会と

いうのが実は正直なかったんです。むしろ逆にそ

ういう人たちに、今、委員おっしゃるとおり、直

接関わる、本当に関わり合いを持たなきゃならな

い方々なので、そういう方々にもたくさん研修を

していただこうということで、最近取り組んでき

ているものでございます。 

○星副委員長 分かりました。 

○益子委員長 ほかいかがですか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 149ページの海外交流の関係で、先ほ

ど１人16万円負担、個人ですね。これは事業費の

関係で、運営費補助金がということなんですが、

ちょっと私の息子なんかが行ったとき８万円ぐら

いだったんですよ。この16万円だと、やはりなか

なか難しいのかなと、人数が少なくなるというこ

となんで、そこら辺の補助金的なものを増やすつ

もりは、今回はちょっとこれ出ていますが、その

あたり。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 増やしていただければ、

それにこしたことはないんですけれども、我々も

ちょっと控えめにやらせているんですけれども、

確かに今、委員さんおっしゃるように昔８万円ぐ

らいのを10万円まで上がります。しばらくはそれ

で、もうそれ以上は負担させないということでし

ばらく来たんですが、やはりここに来て、このい

ろいろ物価高とか欧州のああいう情勢とかがあっ

て、物すごく上がっちゃったために、今回ちょっ

と泣く泣く16万円まで上げさせていただきました。

ただ、これも事前に一応、小中学校でアンケート

を取らせていただいたんです。どのぐらいだった

ら御負担できますかなんていったら、中には20万

円とか25万円なんていう方もいらっしゃったりし

て、ちょっと話合いだったんですが、実際開けて

みたら、すごく、やはり行きたかったという方た

くさんいらっしゃったんだなというので、今回16

万円でやらせていただいてはいるんですが。なの

で、本当、今後もしこういう継続的に補助金を上

げてやりたいとは、正直あるところでございます。 

○眞壁委員 分かりました。 

○益子委員長 ほかいかがですか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 141ページの学校教育団体支援金の中

の、先ほど教育振興会の補助金を見直しましたと

いうことで100万円減と説明だったんですが、見

直しというのはどういう内容ですか。 

○益子委員長 課長。 

○松本参事兼学校教育課長 いろいろ教育振興会の

事業も、運動関係、文化関係あるんですけれども、

コロナによって、今回この100万円の減というの

は、実際、小学校の音楽発表会のバス代なんです。

何でかんで前は大型バスを出して、朝から行って、

１日ずっと、１曲、朝９時に歌ったら、３時まで

もう歌を黙って見ている学校もあったり、そうい
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うところもあったんですが、やはりこれはもった

いないというかあれだったので、市のバスなんか

も活用させていただくことができたので、ある程

度、午前の部が終わったら、皆さんで１曲歌って

帰っちゃったんでは申し訳ないですが、半日ぐら

い入替えをするということで、学校さんもちょっ

と、振興会のほうもそこを考えていただいて、工

夫していただいたのがこの音楽発表会の100万円

の減というところで。いろいろとその辺も、何が

できるかできないか、いろいろコロナ絡みでやっ

ていただいているというのもあるんですが。今回

はそれで100万円減ということになりました。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続いては、先ほどの一般会計歳入一覧

表の中の県支出金というところで、会計年度任用

職員給与費に充当と言っていた教育支援体制整備

費補助金というのが国が何割で県が何割となって

いますけれども、これ実際の人数は、どのぐらい

の人数の予定なんでしょうか。 

  それから、その下の部活動配置271万2,000円と

いうふうになっていますが、これ人数はどのぐら

いいるんですか。実際には会計年度任用職員の給

料というのは、ぼんと一億何千万円というふうに

なってはいるんだと思うんですが。 

○益子委員長 課長補佐兼学校支援教職員係長。 

○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

教育支援体制整備事業費補助金のほうにつきまし

ては、こちらは教員業務支援員としまして31名、

副校長・教頭マネジメント支援員という者が８名

です。あと、学校生活適用等支援員を１名という

ことになっております。 

  部活動指導員のほうは６名を予定しております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 補助率のところに、国が３分の１とか

県４分の２とかと出ていますが、これはここにこ

ういうふうに出ていますが、その上の国庫補助金

のほうには出てこないので、全部、県支出金で、

国の費用もここに入ってくるという、そういう歳

入の仕方だということですか。 

○益子委員長 課長補佐兼学校支援教職員係長。 

○二ノ宮学校教育課長補佐兼学校支援教職員係長 

そのとおりです。 

○相馬委員 分かりました。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第８号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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  学校教育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○益子委員長 ただいまから生涯学習課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２４号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第24号 那須塩原市

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○佐原生涯学習課長 （議案第24号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 今、令和８年施行というか、こういう

形でもいいんですか。ちょっと私よく分からない。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 例規のつくり方として、今、

施行期日を別に定めて制定することは可能でござ

いまして、そのような形をとらせていただいてお

ります。 

○眞壁委員 別に１年、２年とかも関係ないという

ことですね。 

○佐原生涯学習課長 はい。 

○益子委員長 ほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 学校運営協議会委員、年額１万6,000

円ということなんですが、１年間にどのくらい集

まるような予定なのか教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 まず前提としておりますのは、

年に４回程度の会議を予定しております、前提と

して、今回決定させていただいておりますが、必

ずしも会議に出席をしたから１回幾らという考え

方ではなくて、前提は４回ですが、１年間、この

職を担っていただくための報酬ということで、年

額１万6,000円ということで決定させていただい

ております。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 令和６年から３年間ということだった

ですけれども、大体どういうことをする、量とい

うか、それは割り振りはもう決まっていらっしゃ

るんですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 これにつきましては、委員の

皆さん方も御存じだと思うんですが、那須塩原市

につきましては、地域学校協働本部というものを

先行して導入しております。今回、学校運営協議

会の設置する順につきましても、基本的には地域

学校協働本部を立ち上げた順ということで、令和

６年度は三島中学校区、黒磯北中学校区、それか

ら塩原小中学校区の８校になります。令和７年度
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が東那須野中学校区、西那須野中学校区、日新中

学校区、10校、令和８年度が黒磯中学校区、厚崎

中学校区、高林中学校区、箒根学園の９校という

ことでございます。 

○相馬委員 わかりました。 

○益子委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第24号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第24号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○佐原生涯学習課長 （議案第８号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 支出のほうの執行計画書のほうで質問さ

せていただきます。 

  まず執行計画書144ページ、そこにコミュニテ

ィ・スクール事業費ということで掲げておられま

すが、ここのコミュニティ・スクールの中身の内

訳が非常勤の職員報酬、学校運営協議会委員の報

酬ということなんですけれども、これは何名おら

れるということで考えればよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 先ほど議案第24号のほうでも

御説明差し上げたと思うんですが、来年度８校を

先行して導入、設置をさせていただきます。予定

している委員から若干の最終的には、指定される

人数が変わるかもしれませんが、予算書上、101

名を今予定しております。７校につきましては12

名で、１校につきましては、塩原小中学校がござ

いますので、17名ということで、合計ますと101

名ということで見込んでおります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 12名の協議会委員がおられるという格好

になっているということですが、主なメンバー構

成をちょっとお聞きしたいと思います。 
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○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 こちらの学校運営協議会でご

ざいますが、国の示すこういった方々が委員とし

てふさわしいのではないかというようにございま

すと、まず地域の代表、それから学校の代表、保

護者の代表ということで、これは既に導入してお

ります地域学校協働本部の委員さん方が大体それ

らのメンバーなんですね。 

  ですから、これに加えまして、あとはそれぞれ

の学校で特色ある活動なんかをされているような

団体の代表であるとか、そういった方々を委員と

するということで。地域の代表でいえば、コミュ

ニティーの代表であるとか、自治会の代表である

とか、学校であれば学校長、それから保護者の代

表であればＰＴＡ会長であるとか、そういった

方々が今ということになります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 もっともこういう協議会委員という名前

の下に、コミュニティ・スクール事業という格好

になっておるんですけれども、コミュニティ・ス

クールということでの目的はどういうふうになる

かお聞きしたいです。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 コミュニティ・スクール、先

ほど少し触れさせていただきましたが、学校運営

協議会を設置した学校、あるいは学校運営協議会

制度とでも申しましょうか、それがコミュニテ

ィ・スクールということでございまして。 

  目的は、こちらは地域とともにある学校づくり

なんですね。先ほども少し説明させてもらった学

校運営協議会は、学校を核とした地域づくり、こ

ちら地域づくりです。今回導入するのが、地域と

共にある学校づくりということで学校づくりなん

ですが、これは共に相互に関係し合って子供たち

はこの中で関わってもらって、子供たちを育む、

成長を育みましょう、育てましょうという取組な

んですね。 

  ですから、大きな目的はそういうふうな、それ

ぞれの取組は相互に関係した方が学校づくり、地

域づくりをしながら、子供たちを育てましょう、

そういったものが目的となります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 別の言い方をすると、学校を核にして、

学校を活発にしていこうと。それと同時に、地域

も活発にしていこうという理解でよろしいでしょ

うかね。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 今おっしゃられたとおりでご

ざいます。 

○益子委員長 堤委員 

○堤委員 それでは、引き続いて、152ページです

ね。 

  地域学校協働本部推進費というのがあるかと思

いますが、ここでは主に報償金が計上されており

ますけれども。 

  先ほどのお話ですと、この学校運営協議会委員

は、地域学校協働本部の一員というふうにちょっ

と理解をしたんですが、この、なかなか要項がい

ろんな要項が出てきておるもんで分かりにくいん

ですけれども。 

  この学校運営協議会もある、地域学校協働本部

もあるということなんですけれども、そこら辺の

相関関係といいますか、ちょっと教えていただけ

ればと思います。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 確かに少しややこしいんです

けれども。もちろん組織は地域学校協働本部、学

校運営協議会、これはそれぞれ別組織になってい

ます。ただ、それぞれ委員が同じ人がもしかする

と委嘱される可能性が高いです。先ほど申し上げ
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ましたように、今回設置する学校運営協議会は地

域の代表、学校の代表、ＰＴＡの代表等が委員と

してふさわしいですよということで国のほうで示

されていますと、もうまさにこれは地域学校協働

本部の委員とほぼほぼ同じような方々になってき

ます。 

  大きさ関係には、どちらがどうかということで

いうと、むしろこの学校運営協議会につきまして

は、そこに加えて、さらに特色ある取組になるの

か、学校に対する御発言できる方々を取り組みな

さいということになっていますので、うちだとこ

ちらの学校運営協議会のほうですね、少し大きな

組織になるものだというふうなイメージではござ

います。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 先ほどの学校運営協議会のほうは、先行

して８校の取組ということですけれども。ここの

地域のこの学校協働本部というのは、この８校と

いう選択じゃなくて、全体を推進するということ

でよろしいでしょうか。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 地域学校協働本部は、既に市

内の、これは中学校区単位で設置しておりますの

で、地域学校協働本部は中学校区単位での取組活

動になります。 

  今度、学校運営協議会はそれぞれの学校単位で

すから、最終的には市内全27校に学校運営協議会

を設置して、それぞれ学校ごとの取組という形に

なってまいります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 そういう意味では中学校単位で協働本部

を取り組むということですから、それも同時スタ

ートということで理解してよろしいでしょうか。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 同時スタートというのは地域

学校協働活動と学校運営協議会が同時スタートと

いうふうなことでよろしいですか。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 組織がもうつくられるというのは、この

令和６年度設立ということでよろしい。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 もし、私の誤解でなければ、

地域学校協働本部につきましては、平成30年度か

ら令和３年度までのこの４年間で、既に市内の11

中学校区に設置してございます。設置済みです。

今回、学校運営協議会を令和６年度から３年間で

27校に設置するというものでございます。 

○堤委員 理解しました。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 続きまして、152ページですね、同じく。

コミュニティ活動支援費5001事業の中で、それぞ

れにコミュニティ活動支援費と自治総合センター

コミュニティ助成事業ということで、それぞれ金

額が計上されておるんですけれども。この２つの

経費の違いをちょっと教えていただきたい。 

○益子委員長 堤委員に申し上げます。 

  自治公民館のほうは所管が違いますので、そち

らを含まないような形で、すみません、お願いい

たします。 

○堤委員 じゃ、コミュニティ活動支援費の内容を

ちょっとお願いします。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 こちらにつきましては、市民

協働推進課の所管事業になりますので。 

○堤委員 すみません。了解しました。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 151ページの生涯学習推進費の中のな

しお博についてなんですが、これは今年度やった

なしお博とほとんど同じような内容で、同じよう
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な形で開催するということでよろしいですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 もちろん担当者が毎年非常に

試行錯誤しながら、お客さんに来ていただける取

組ということで頑張っておりますが、基本的なつ

くりは同じような考えでございますが。 

  その中でそれぞれのブースでどんなことをする

かとかというのは、しっかりとこの後、企画して

まいりたいと思っておりますが、ご質問の内容か

らすると、同等のものでございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、場所とか、それからシャ

トルバスのこととかは同じようなことになるだろ

うということでよろしいですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 そのとおりでございます。 

○山本委員 了解です。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算書10ページの債務負担行為だった

ですかね、下から２段目、令和６年度図書館シス

テム更新のリース料保守料ということで、５年間

か、６年間ですね、１億9,600万円という金額に

なっていますが、この委託先というのは、これま

でと同じなんでしょうか。 

○益子委員長 那須塩原市図書館管理係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 こちらにつきま

しては、今回の事業委託先の内容とはやはりやり

方を変えまして、プロポーザルでやりたいという

ふうに考えています。 

  なので、いろいろな業者さんに入っていただい

て、料金的な部分とか、経費の部分とか、システ

ムの内容とかをいろいろと提案をいただいてやっ

ていきたいと思っております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、プロポーザルを実施する

のにいつまでなんでしょうか。 

○益子委員長 管理係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 早い段階で取り

かかりをしたいと思っておりまして、８月から９

月ぐらいには実施できたらというふうに思ってい

ます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これ計上されている予算はこの時点で

１億9,000万ぐらいですけれども。そうすると、

これまでの委託先とどうなんですか、多少下がる

んですか、上がるんですか。 

○益子委員長 管理係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 規模といいます

か、そのあたりの行うべき内容ですね。基本的な

部分ではなくて、行われる内容からすると同等の

ものをできればやってほしいということで、現在

の事業者さんとお話を聞いているところではござ

います。 

  費用的な部分から見ますと、やはり昨今、いろ

いろなシステムコンピューター機器とかの管理が

上がってしまっているというところもありますの

で、そのあたりは若干あがる。単価的には。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 162ページ、図書館の管理運営のこと

なんですけれども。 

  その中の委託料の、忘れてしまったので西那須

野、塩原の図書館の指定管理料と、それから那須

塩原市図書館の業務委託のところの金額を教えて

ください。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３９分 
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再開 午後 １時３９分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  管理係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 西那須野塩原の

指定管理につきましては9,543万円です。那須塩

原図書館みるる、こちらが１億289万1,360円です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 西那須野塩原図書館は２か所というこ

とではあるんですけれども、内容からすると、み

るるが少し安くないですか。そんなことはない。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 これはそういった選考過程に

おいて、しっかり受託する側もそれで受託できる

ということに落ち着いて契約しているものですか

ら。そこは適格なのかなというふうに私どもは考

えております。 

○山本委員 分かりました。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算計画書163ページの、ハーモニー

ホール整備事業費3501事業の施設修繕費で、これ

負担金なんですけれども、その修繕の内容とこの

負担の割合。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時４４分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  特に、あと資料等分かりましたら、委員会のほ

うに送付願います。 

  そのほか質疑等。 

  相馬委員。 

○相馬委員 生涯学習課、歳入の表がありましたね。

あの33番、県支出金の33番ありますよね。 

  青木那須別邸の維持管理委託金で429万1,000円

なんですが、この算出根拠はどういうふうになっ

ていますか。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 こちらにつきましては、指定

管理ということで市が県からこちらの施設の維持

管理の受託を受け取りまして、そこにかかる人件

費であるとか、そういったものの経費を積み上げ

たものがこの金額ということで、県のほうから示

された金額。もちろんこちらも中身を精査した結

果で、こちらとなっています。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この人件費というのは何

人分で計算しているんでしょうか。 

○益子委員長 文化振興係長。 

○岩瀬文化振興係長 県のほうで負担していただい

ているのが、青木別邸の案内人として１名分を県

のほうから負担しております。 

○相馬委員 分かりました。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 予算執行計画書の162ページ、図書

館管理運営費の1001事業なんですが、この中に需

用費の中の光熱水費1,829万1,000円計上されてい

るんですけれども。令和５年、昨年は2,700万な

んですよ。今年が約1,000万円ほど減額されて予

算計上されているのは何でしょうか。 

  今、要は何ていうんでしょう、高くなっている

じゃないですか。普通に考えて、水道光熱費って

物価高、上昇の中でも当然高くなっていて、みる

るは余計に何か、結構維持するのにお金がかかっ

ているということだったと思うんですが。 

  そのものの予算はこれだけ少ないということは、
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補正もありということで考えた最初の予算を組ん

でいるのかどうか、そこをちょっとお聞きしたい

です。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 補正ありきということではな

くて、もちろん一つは実績に応じたものもあると

思うんですけれども。実は来年の那須塩原市図書

館みるるにつきましても、那須野ヶ原みらい電力、

こちらから電力供給を予定しておりまして、東電

よりも電気料金安くなるという見込みでございま

す。 

○星副委員長 分かりました。ありがとうございま

す。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 163ページの、先ほどハーモニーホー

ルのことが出たんですけれども、これ大田原市と

那須塩原市の負担割合は、前６、４ぐらいだった

と思うんですが、ちょっとそこのところを教えて

ください。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 負担割合につきましては、お

見込のとおりでございまして、大田原市が６割、

本市が４割でございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 ハーモニーホールの使っている団体と

いうのか、使われ方を見ていると、６、４の、何

ていうか、那須塩原市のほうがあまり使っていな

いような気がするんですけれども。これって使う

団体とかではなくて、人口割とかでそういうふう

になっているんですか。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長。 

○佐原生涯学習課長 明確な算出根拠を持ち合わせ

てないんですが、建設時にそういった形で負担割

合決めて、今も継続しているというのが実態でご

ざいまして。 

  内容につきましては、ちょっと今それ以上の打

合せ資料の持ち合わせがないということで。 

○山本委員 了解しました。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、ついでに。同じところですみま

せん。 

  歳入のところに市債で、ハーモニーホール整備

事業1,430万円というふうに出ておりますが、こ

れは先ほどの、修繕に充てる負担金を市債を発行

するということなんですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 こちらにつきましては、引っ

越し的なところでございまして、まず30年後には

出るということでございます。 

○益子委員長 よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議間討議に入り

ます。 

  討議すべき点あるいは委員からの御意見等はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議間討議及
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び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  生涯学習課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○益子委員長 ただいまからスポーツ振興課の審査

になります。 

  担当課の皆さんお疲れさまです。 

  スポーツ振興課については、福祉教育常任委員

会に対する付託案件がございませんので、予算常

任委員会（第二分科会）に切り替え審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○和氣スポーツ振興課長 （議案第８号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 執行計画書の167ページのその他の委

託料ですけれども、２億9,213万8,000円計上して

いる、この詳細を教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○和氣スポーツ振興課長 こちらの２億9,200万で

よろしい。 

  こちらにつきましては、体育施設の管理運営と

いうところで、指定管理料の金額になります。ち

なみに内訳のほうは、黒磯塩原地区が１億4,330

万、西那須野地区体育施設が１億2,400万。 

  それと、ちょっとほかのあれなんですが、ホー

スガーデンの業務委託が2,350万円。あとは体育

施設の点検業務が、これは84万6,000円ぐらいの

金額で入っているものの委託料です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、那須塩原の施設と西那須

野施設が指定管理者での管理で、ホースガーデン

は委託で2,350万ということなんですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山本委員 はい。了解です。 

○益子委員長 そのほかございますか。 
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  堤委員。 

○堤委員 執行計画書の166ページで、スポーツ健

康まちづくり基金積立金ということで１億5,004

万1,000円ということで金額がありますが、これ

は先ほどの御説明の中では、ふるさと納税の中か

らそれぞれ繰り入れているというふうになると思

うんですけれども。ここ１億5,000万、積立てす

る必要性をちょっと教えていただければと思いま

す。 

○益子委員長 課長。 

○和氣スポーツ振興課長 この金額につきましては、

ふるさと納税のほうは納税を寄附する方が、この

部分に財源として使ってくださいよという選択が

できるんですが、そこのスポーツ健康まちづくり

に財源として使ってくださいよという金額がこの

金額でございますので、納税者の意向の金額がこ

の１億5,000万の寄附金があったものですから、

その分はスポーツ健康まちづくりのものに基金と

して積むということになります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 その積み立てた基金、今回の予算の中で

は消化はされずに、来年度ということになるんで

しょうか。 

○益子委員長 スポーツ振興課長。 

○和氣スポーツ振興課長 今回、黒磯の運動場の植

栽のほうに1,000万充当させていただくのと、あ

とスポーツコミッションのほうに100万円を充当

させていただくのと。 

  スポーツ振興費のほうは、激励費とかそういう

大会とかのスポーツ振興費になるんですが、こち

らのほうの財源として100万、1,200万円が今回充

当するということになります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 引き続いて167ページですね。 

  体育館施設整備費ですね。ここで6,960万円、

1501事業で計上されておりますが、この中の西那

須野運動公園の屋外バスケットボールコート整備

等ということで6,500万ほどありますが、このバ

スケットボールコートを整備するに至った経緯は

どういうことなのか、お聞きしたいと思います。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 昨年度、

第２期スポーツ施設整備計画を策定するに当たり

まして、その前々から市民の皆様からの要望が増

えたというところで、計画のほうにもこちらの 

  のほうを入れさせていただきまして、本年度、

設計業務からいくと工事というふうな段階になっ

ております。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 コート数は幾つになりますか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 屋外のコ

ートということで、基本は１面を設置いたします。

外側というんですか、コートの外側にちょっと練

習用のゴールといいますか、そちらのほうを１基

付ける予定ではございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 観客席はありますか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 観客席ま

でのものではございません。あくまでも皆様が気

軽に楽しめるような、当然、体育館の中でバスケ

ットするのもございますが、屋外でも気軽に楽し

めるようにということでの設置を考えてのもので

す。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 今回、那須塩原市ではこのバスケットボ

ールのコートは今回初めてということで、ここ場

所１か所のみということで考えてよろしいですか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 
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○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 今のとこ

ろは西那須野運動公園に屋外のバスケットボール

コートを設置ということで１か所のみということ

ですので。当然、様々な市民の皆様からの御要望

もございますので設置をさせていただいて、利用

の状況等を見ながら考えていきたいと思いますが、

今のところは１か所です。 

○堤委員 了解しました。 

○益子委員長 部長。 

○磯教育部長 ちょっと補足させていただいて。 

  その工事代金6,500万を予算計上していますけ

れども、バスケットボールコートのほうが5,000

万円で、あと課長からもちょっと話ありましたけ

れども、黒磯運動場の野球場の植栽のほうが

1,500万円というふうな内訳になります。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今御説明あったその野球場の植栽はど

んなふうにするんでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 黒磯の野

球場につきましては、前々から外野の外から、球

場外からも中が丸見えであるということで、有料

試合等がやりづらいという状況でしたので、今現

在は外野の部分がちょっと低いんですが土手にな

っておりますので、その部分に植栽を植えること

で、それほど大きくない植栽、１ｍから２ｍぐら

いまでのものだとは思いますが、そういったもの

で囲うことで中が見えなくするというふうなもの

を考えております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 一番外周のフェンスの内側になるとい

うことですか。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 そうです

ね。 

○相馬委員 土手の上になるということですか。 

〔「はい。丘のところです。」と

言う人あり〕 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この植栽1,500万で目的が達成される

というふうに理解していいんでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 はい。基

本的に見えなくなるというふうには思っておりま

す。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まずは46ページの部活動地域移行に関

するそのイベント。ごめんなさい。 

  地域おこし協力隊の13003事業の、そのイベン

ト委託料として、イベント運営、部活動を地域移

行するためのイベントというふうに書いてあるん

ですが、ちょっとこの内容が分かりづらいので、

もう一回説明よろしいですか。 

○益子委員長 スポーツ振興係長。 

○関谷スポーツ振興係長 部活動の地域移行に関す

るイベントということで、現在の種目ごとに合同

の練習会とかそういったものを開催しているんで

すけれども、今年度はバレーとバスケ、それから

サッカーなんかを予定していたんですけれども、

来年度につきましてはちょっと違った種目にも広

げていこうかなということで、その分のイベント

の保険料ですとか、運営のお手伝いの業務委託な

どを見込んでいる予算になります。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これ通うというのはどの方がこのイベ

ントの運営のお手伝いをするんでしょうか。 

○益子委員長 スポーツ振興係長。 

○関谷スポーツ振興係長 その種目にもよるんです

けれども、例えば民間のクラブチームの方にお手
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伝いをいただいたりとか、あとはボールとかネッ

トとか、その必要な備品関係、そういったものを

そろえてもらったりとかというようなことで予定

をしております。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 予算執行計画書167ページの1001事

業ですね。ホースガーデン管理運営委託料として

はあるんですけれども、このホースガーデンなん

ですが、今の利用状況、あとホースガーデン利用

学校送迎バスとあるんですが、こちらのほうの本

年度どのぐらいの学校が利用されるのか。また、

できた当初のときには、市内の小学生全員に利用

できるような形にということではあったんですが、

今どのぐらい、それが進んでいるのかお聞きした

いんですけれども。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

 

再開 午後 ２時４１分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 ごめんな

さい。ちょっとまだ５年度の実績がまとまっては

おりませんが、学校の利用といたしましては、こ

れは11校ですね、小学生を中心にということにな

りますが11校の利用です。 

  利用の実績といたしましては、ちょっと昨年度

のものにはなってしまいますが、ホースガーデン

のほうは4,000人ほどの御利用はいただいており

ます。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 これ開業してからということでいい

んですよね。開業してからのその延べ人数という

か、実績というか。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 ４年度の

実績。 

○星副委員長 ４年度の実績が4,000人からいると

いうことですか。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 はい。 

○星副委員長 じゃ、思ったより多い。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 あとその

前の年ですね、３年度はちょっと2,700と。当然

コロナとかそういったものの影響もございまして、

少し先ほどのでは4,000人という形でなっており

ます。 

○益子委員長 星副委員長。 

○星副委員長 もう一つ、学校のほうは小学校11校

ということだったんですけれども、これはその学

校の中でも全員が利用というのではなくて、どこ

かの学年が希望者だけが利用するという形なんで

すか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 学校につ

きましては、各学校に希望のほうを調査行いまし

て、申込みのあったところが利用をしていただい

ております。 

  学校によって当然何年生がというようなところ

で違いがございますので、その申し込んだ学校の

全ての子供さんが利用しているという状況ではご

ざいません。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 となると、持ち回りで、西那須野の

ほうの学校でどうぞとか、そういうわけではなく

て、本当に希望。だから、毎年希望をしていれば

毎年利用するし、希望出してないところは全く行

ってないというような状況なんですか。 
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○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 当然、全

ての学校に御利用いただきたいというところはご

ざいますが、距離的なところとかがやはりありま

すので、その移動に時間がかかるところはなかな

か、その学校の授業のスケジュールの中では組み

づらい。例えば、すぐ隣の青木小学校などはやは

り近いということもございますので、年間に何回

か御利用いただいているというような形はござい

ます。 

○星副委員長 分かりました。はい、すみません、

ありがとうございます。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは予算書の、債務負担行為でし

たっけ、債務負担行為表の一番最後なんですよね。

青木サッカー場のＬＥＤ照明、リースということ

で540万で10年間のリースとなっておりますが、

これ単純に、11年間ということ、年間約50万のリ

ースという計算でいいんでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 月リース

料、予算上もまだ設計という形にはなりますが、

月額が４万5,000円で、これが１年間で12か月で

という形になっています。 

  これが来年度、入札等の手続がございますので、

６月から３月分までを取っておるもんですから、

年数的には年度的には11年となりますが、12か月

の10年で120か月分のリースという形になってお

ります。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうするとＬＥＤ化、あそこの施設の

照明器具を全部ＬＥＤ化するということでよろし

いんでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 事務所棟

は既にＬＥＤ化されておりますので、全てＬＥＤ

化されるということです。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、それ以前の電気代とＬＥ

Ｄ化された後の電気代はどのぐらい下がるもんな

んでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 試算では

ございますが、今のところ70万ぐらいの電気料が

下がるというふうに。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それは年額でしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 はい、年

額です。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、市民に貸し出す料金も

下がるという計算でいいんでしょうか、電気代が

安くなるということ。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４７分 

 

再開 午後 ２時４８分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長補佐兼管理係長。 

○小野スポーツ振興課長補佐兼管理係長 基本的に

今現在、庁内全体的に使用料の見直しをやってお

ります。体育施設につきましても、基本、赤字と

いいますか、かなりマイナスがございますので、

基本的にはそれは下がるというようなことはない

というふうに。まだ、ちょっと設定を幾らにする

かというところは、まだ検討中ということになり
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ますので、このＬＥＤ化によって利用料が下がる

というふうにはちょっと考えてはございません。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの御意見等はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

と質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  スポーツ振興課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  本日の審査事項は全て終了となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○益子委員長 委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 事務局から何かございますか。 

  事務局。 

○石田書記 （事務連絡。） 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○益子委員長 それでは、以上をもちまして、本日

の委員会を散会といたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ２時５６分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和６年３月６日（水曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 益 子 丈 弘 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 堤   正 明 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 相 馬   剛 委 員 眞 壁 俊 郎 

委 員 山 本 はるひ 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 
兼 福 祉 
事 務 所 長 

増 田 健 造 社会福祉課長 平 井 克 巳 

社 会 福 祉 
課 長 補 佐 

小 田 由起子 社会福祉係長 戸井田 香 苗 

障害福祉係長 薄 葉 哲 郎 保 護 係 長 髙 野 幸 大 

高齢福祉課長 秋 元 武 志 
高齢福祉課長
補佐兼高齢 
福 祉 係 長 

佐 藤 裕 之 

介護管理係長 平 城 靖 啓 介護認定係長 君 島 栄 三 

地域支援係長 君 島   忍 国保年金課長 藤 川 正 勝 

国保年金課長
補 佐 兼 
管 理 係 長 

関 根 達 弥 国保年金係長 小 出 渉 美 

国保年金係 
主 査 
（係長級） 

三 浦 怜 子 

健康増進課長 
兼黒磯保健セ 
ンター所長兼 
西那須野保健 
センター所長 

亀 田 康 博 

健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 

根 本 カ ヨ 
健康増進課 
主 幹 兼 
保健予防係長 

印 南 和 也 

保健予防係 
主 査 
（係長級） 

阿久津 宏 介 
健康増進係 
副 主 幹 

大 島 圭 子 

 

出席議会事務局職員 
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議事調査係長 長 岡 栄 治 書 記 石 田 篤 志 

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第 ９号 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１０号 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

   〔社会福祉課〕 

    ・議案第１７号 那須塩原市社会福祉施設入所等措置負担金徴収条例の制定について 

    ・議案第４３号 第４期那須塩原市障害者計画・第７期那須塩原市障害福祉計画・第３期那須塩原市障 

            害児福祉計画について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

   〔高齢福祉課〕 

    ・議案第３１号 那須塩原市介護保険財政調整基金条例の一部改正について 

    ・議案第３２号 那須塩原市敬老祝い金条例の一部改正について 

    ・議案第３３号 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

    ・議案第４４号 第９期那須塩原市高齢者福祉計画について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１１号 令和６年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

   〔国保年金課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第 ９号 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１０号 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

  ３．その他 

  ４．散 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○益子委員長 皆様、おはようございます。 

  散会前に引き続き、福祉教育常任委員会を再開

いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○益子委員長 これより保健福祉部の審査に入ります。 

  初めに、保健福祉部長より御挨拶をお願いいた

します。 

  部長。 

○増田保健福祉部長 （挨拶。） 

○益子委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○益子委員長 ただいまから健康増進課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  健康増進課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （議案第８号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 予算執行計画書87ページの6001事業、こ

れが新型コロナウイルスワクチン接種費ですが、

これは今まで無料で接種をされていたと思うんで

すが、今回から有料になるということですが、そ

の後の経緯をお聞かせいただきたいと思います。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 その後の経緯でございますが、

国のワクチン分科会の中で、来年度の接種単価と

いうものを検討していまして、来年度から１人当

たり7,000円の接種費となることとなってござい

ます。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南健康増進課主幹兼保健予防係長 金額につい

ては今、課長が説明したとおりでございますが、

来年度定期接種になるのは、65歳以上の方という

ことが、まず定期接種になる。それと60歳から64

歳の中で比較的症状の重い方、コロナにかかると

重症化するリスクが高い方という方が定期接種扱

いとなりまして、一般的に64歳以下の方は任意接

種ということで、接種したいという方は御本人の

意思で接種を受けると。この際の金額については、

病院さんのほうの金額ということになりますので、

多分7,000円というのを基準に、前後ぐらいの金

額で１回当たり接種できるのではないかというよ

うなことになってございます。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 コロナが５類に移行したとはいえども、

まだ完全に終息しているわけじゃないもんですか
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ら、やはり予防接種、あるいはワクチン接種、こ

れは必要だと考えます。これが有料となると、な

かなかそこも予防接種されない方も出てくるかと

思いますので、そうするとまたさらにコロナが蔓

延することも考えられますので、これはやはり市

で一定負担をして予防に努めるべきだと思います

が、いかがでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 定期接種ということで、今、

Ｂ類予防接種で、例えばインフルエンザなんかは

助成をしております。 

  このコロナ接種につきましては、まず7,000円

という金額を全額補助となると、膨大な市の単費

の支出となってしまうことから、県内の市町の動

向を研究しながら、助成について検討してまいり

たいと考えているところでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 引き続きまして88ページ、それぞれ、が

ん検診、それからあと生活習慣予防対策費が計上

されておりますけれども、ちなみにちょっとここ

ではないかと思いますが、健康診断の費用はどち

らの科目になりますか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 健康診断と申しますと、国民

健康保険該当者ですね。そうすると、国保の特別

会計のほうで計上になってございます。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 87ページになります。 

  健康づくり推進費の中で、その他の委託料で、

デジタル健康ポイント事業をということだったん

ですが、これの詳細と、それから積算を教えてく

ださい。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず、このデジタル健康ポイ

ント事業の詳細でございますが、スマホのアプリ、

こちらを開発しまして、アプリケーションを使っ

た歩数計、歩数をはじめ、健康行動なんかをやっ

た場合に入力してポイントを得るという事業とな

ってございます。 

  今まで令和５年度までやっていました「みるぽ

い」ですと、歩数計を、機械を持って歩いていた

もんですから、上限ワンクール500人上限だった

んですが、今度はアプリケーションをダウンロー

ドすれば皆さんできるということで、たくさんの

人数の方に参加していただける、またどの時期か

らでも参加できるというメリットがございます。 

  続きまして、経費内訳ですね。お待ちください。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 デジタル

健康ポイントの内訳なんですけれども、大体がそ

の他の委託料のほうで賄うという形になりますの

で、内訳としては、その他の委託料という形にな

ってきます。あとはプロポーザルでお願いする形

になります、選定する形になりますので、あとは

事業所のほうでどのような提案をしてくるかとい

うことにより、内訳については多少変わってくる

かなと考えております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、委託は今プロポーザルでという

ことだったんですが、やっているところが限られ

ているというか、幾つかあるんですけれども、手

を挙げてくる中で選ぶんだとは思うんですが、一

応ここだというようなところを考えているのか、

あるいはその辺はどうなっているんでしょうか。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 公募型プロポーザルで実施す

る予定ではございますが、やはり今、デジタル推

進課で推進しておりますデータ連携基盤との連携、

そういったものに対応できる事業者ということに
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なると、ある程度こちらも想定する事業者はござ

います。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 これは、ここの委託料1,882万1,000円

がプレ特定健診というのと２つになっているんで

すが、このデジタル健康ポイント事業は幾らほど

になっているんですか。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 この内訳

ですが、プレ特定健診のほうが130万8,000円で、

デジタル健康ポイントのほうが1,751万3,000円と

なっております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 相手先が決まってからその詳細をとい

うことだったんですが、先ほどスマホアプリで、

今度は多くの人が使えるようになるということだ

ったんですが、何人ぐらいを想定しているんです

か。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず、来年度令和６年度につ

きましては、10月開始を目標にしておりますので、

10月から半年間で1,500人で、順次増やしていき

まして７年度までに3,000人で、３年間の事業で

すので、令和８年度末までに5,000人を目標とし

てございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 3,000人とか5,000人とかというのをど

ういうふうに捉えるかということだと思うんです

が、一応健康づくりということなので、こういう

ことをやることによって、病気にならないという

か元気で過ごすということだと思いますが、

3,000人とかというのはあんまり多くないような

気もするんですが、その辺はどのくらいの、今も

やっていらっしゃるわけですよね。なので、何歳

ぐらいの方が何人でというのは分かっているんだ

と思うんですが、その辺を、ターゲットをどうし

ているのか、どんな感じで考えているのか教えて

ください。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず、今回アプリ化するター

ゲットは、やはり若い世代です。今回年齢を、前

回30歳以上だったんですが、年齢を引き下げて18

歳以上からも参加していただいて、早いうちから

の健康づくりへの意識を高めたいというところで、

ターゲットは若年層といいますか、18歳以上から

を積極的に入っていただきたいなと考えてござい

ます。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、今のところでなんですが、

そのポイントの還元の方法、今度、人数がどんと

増えた場合の還元の方法はどういうふうにされる

んでしょうか。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 「みるぽい」のときは、例え

ば１万ポイントためたら必ず商品券とかなってい

たんですが、やはり人数がたくさんになって、そ

の方に全員払うとなると、もう予算が足りなくな

ってしまうので、抽せんの方法とか、あとはスポ

ンサーつきのそういった景品みたいなものも探し

たいなというふうには考えてございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。今のところは、じゃそ

れで結構です。 

  その上の新型コロナウイルスの基金積立金とい

うことで、利息の計上ということだったんですが、

昨年度は元金として２億何千万とかという積立て

があったと思うんですが、今後この基金の取扱い

はどういうふうになってくるんでしょうか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 
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○印南健康増進課主幹兼保健予防係長 コロナ基金

でございますけれども、昨年度、原資積立てとい

うものがあったんですが、５類移行に伴いまして、

コロナも幾分かは終息してくるというところを考

えまして、今までふるさと納税を原資として寄附

を頂いていたものをまず令和５年度中にふるさと

納税の項目から外させていただいて、原資積立て

を行わないようにしたということなので、令和６

年度に原資積立てが載っていないというのが現状

でございます。 

  今後こちらについては、今年度事業の中でもほ

かの事業に充当しているものがありませんので、

年度内で廃止、またはコロナのものを、例えば先

ほど堤委員のほうからもワクチン接種の話がござ

いましたが、そういったものの財源、ワクチン接

種の補助の財源にするですとか、そういったもの

をちょっと検討しながら、必要に応じて対応して

いって、不要であれば廃止していきたいというふ

うに考えてございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。この基金の条例上廃止

する場合に、この残っている積立金は取扱いをど

ういうふうになっているんでしょうか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南健康増進課主幹兼保健予防係長 全ての基金、

すべからく同じでございますが、基金を廃止した

際には、全て一般会計のほうで一般財源に変わる

ということになってございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 88ページになります。 

  真ん中の生活習慣病予防対策費の中で、先ほど

委託料で、歯周病の検診を拡大するというふうに

おっしゃられたんですが、これの中身を教えてく

ださい。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 歯周病検診なんですが、これ

までは40歳、50歳、60歳、70歳の節目検診でやっ

てございました。 

  今回は、早期からの歯の健康づくりを推進した

いということで、20歳、30歳を新たに対象とする

事業でございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、那須塩原市内においては若い

人の歯周病が多くなっているというのか、あるい

は歯周病の対策を早くしたほうがいいというふう

に感じていらっしゃるのか、その辺は那須塩原市

は歯の衛生をあまりしていないということなんで

しょうか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず那須塩原市の特性としま

して、虚血性心疾患、それから脳血管疾患、それ

が全国平均と比べて高いと。その原因の一つとし

まして、歯周病が原因の一つとなってございます。 

  早期から、例えばこれまでですと、高校を卒業

しましたら40歳までは市の歯科健診を受ける機会

がなかったということで、改めて20歳から導入す

ることで、まず生活習慣病の予防につながる歯周

病検診を取り入れるという考えでございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そういう脳に関係するということは知

らなかったんですが、そういうことを市は皆さん

に知らせているんですか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 例えば、今年度から高齢者の

歯科検診などスタートしておるんですが、その中

のチラシというか、啓発資料として導入したり、

封入したり、またホームページでもやってござい

ます。また、今年度は高校生を対象にした歯と口

腔の健康づくりの授業など、そういったものをや

って啓発してございます。 
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○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 この委託料、ほかのものも一緒になっ

て953万5,000円なんですが、この歯周病の拡大す

ることで、どのくらい使うのか教えてください。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時２４分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 20代、30

代を追加することで、約61万6,000円ほど委託料

は増加します。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 私はこの検診、来たけれども受けなか

ったんですが、それはなぜかというと、自分で定

期的に歯医者さんに年に３回ぐらい行っているの

で必要なかったというのか、使わなかったんです

けれども、この歯周病の検診の紙を持っていって

歯医者さんでやっていただくと、どのくらい１回

かかるものなんですか。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 歯周病検

診の自己負担金なんですけれども、１人当たり

400円になっています。ただし、70歳の方は無料

となっております。 

  以上です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、予算の中に載っている委託料と

いうのは、個人負担じゃなくて、つまり歯科医院

さんに、委託といっても個別の歯科医院さんに払

うお金ということですよね。それが、ですからど

のくらいと見込んで、ここに入れているのかをお

尋ねします。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 １件当た

りの委託料と捉えてよろしいでしょうか。 

  70歳の方には4,510円で、それ以外の方は400円

を引いた額ということで4,110円ということで計

上しております。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 歯の口腔衛生ですけれども、

こちらは特に認知との関係が強いということで、

今年度からは、76歳、81歳、86歳に拡大しており

ます。さらに先ほど課長から説明がありましたよ

うに、若いときから歯の口腔衛生を保つことによ

り認知を防ぎたい、これはたしか25年前に私が高

齢福祉に行ったときから8020運動ということで、

80歳で20本の永久歯を保つ、要は認知とも密接に

関係あるんで、そういった啓発をこれからも進め

ていきたいというふうに考えております。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 委員会資料にお配りいただきました歳

入及び歳出充当先一覧表というものなんですが、

まず、この金額は単位が千円なんですか、それと

も円なんですか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 円でございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ここのナンバー11の21雑入の地域総合
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整備基金貸付金元金収入というふうになっている

んですが、これ貸付けをしていてというのが戻っ

てきて歳入になるということなんだろうと思うん

ですが、これのちょっと詳しい説明してもらって

よろしいでしょうか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南健康増進課主幹兼保健予防係長 こちら、民

間の病院を整備する際に、国からお金を一旦市が

受けて、民間の病院のほうにお金を貸し付けると

いうようなもので、これの今度は返還が逆ルート

で病院から市のほうへ、市から国のほうへという

ような、そういった流れになります。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、3,333万2,000円という金

額なんだろうと思うんですが、これは病院の数に

して幾つ分なんでしょうか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南健康増進課主幹兼保健予防係長 民間の病院

１つでございます。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 予算執行計画書88ページのがん検診

費、2001事業です。その扶助費の中に、がん患者

支援事業とあります。これは令和５年、去年から

の新規事業で始まっているものになりますが、ち

ょっと決算前なのでお聞きしたいんですけれども、

こちらのがん患者支援事業、令和５年やって、ど

のように評価をされているのか。また本年度、ど

のようにこれを続けていくのかお聞きします。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず、評価ということでござ

いますが、この助成事業を利用しているのが現在

のところで37件ということで、多くのがんにかか

った方、多くの方に利用されているということで

一定の評価を得ております。 

  来年度以降につきましても、やはり必要とされ

ている助成事業でありますので、引き続き継続し

て予算計上してまいります。 

○益子委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、多分37件利用者がい

らっしゃったということなんですが、本年度もや

る場合にはその37人の方もそのまま継続で支援を

受けつつ、本年度もまた利用者も増えてくるとい

うことになっていくんでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 この助成

金なんですけれども、ウィッグとあと乳房補整具

ということで２種類準備してございます。乳房補

正具に関しては右１回左１回ということで、あと

ウィッグに関しても、それぞれ１人１回だけとい

うことになっておりますので、今年度助成をした

方に関しては、乳房補整具以外はもう終わりとい

うことになるかなと思っております。対象外とい

うことになります。 

  なので、新たに利用したい方、購入されるとき

の助成ということで、申請があればそれに対して

助成をしていくという形になります。 

○益子委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そちら、支援で生活のものの支給で

はないほうのサポートかと思って質問してしまっ

たんですけれども、すみません。分かりました。 

  じゃ37件ということは、本当に多くの方が利用

していただけるということで分かりましたので、

以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 先ほど相馬委員が質問されました87ペー

ジですか、5001事業のコロナの対策の新型コロナ

ウイルス感染症対策基金の積立金の残高をお伺い

したいと思います。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 



－165－ 

○印南健康増進課主幹兼保健予防係長 基金の残高

でございますが、令和５年度末の見込みですけれ

ども、２億1,938万2,000円の予定でございます。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算執行計画書のページと項目がちょ

っと忘れたんですが、救急医療センターか何かに

支払う金額が増えている理由が、救急搬送が増え

ているということだったんですが、どのぐらい増

えているという、またその原因が、もしかしたら

健康増進課じゃないのかもしれないんですけれど

も。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 救急搬送の件数となりますと

栃木県になってしまいますが、やはりコロナ禍に

おきましては受診控えがあったんです。夜間救急

にしましても、夜間に大田原日赤に行って待合室

密集するのを嫌がったり、そういったことがあっ

たんですが、アフターコロナでまた戻りつつある

という、患者が救急でかかりたいなとなったら行

くようになったということで、増加となっており

ます。 

○益子委員長 ほかはいかがですか。ございません

か。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員。 

○堤委員 質疑の中でも申し上げましたが、新型コ

ロナウイルスの予防、ワクチン接種、今回は定期

接種のみということに限定されているようです。

それから、あとさらに認知予防というフレイル防

止の観点から、歯の口腔衛生に関してはいろいろ

検査が盛り込まれておりますが、耳のほう、難聴

対策については、今回予算としては何も入ってい

ないということで、これからこの那須塩原市で高

齢者が健康で生き続けるため、そういう予算には

少し程遠いと感じておりますので、この一般会計

予算に反対を申し上げます。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 それでは、反対討論がございました

ので、起立により採決をしたいと存じます。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第９号 令和６年度

那須塩原市国民健康保険特別会計予算を議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 
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○亀田健康増進課長 （議案第９号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 歳出、先ほど179ページの特定健康診

査事業、1001事業についてですが、御説明は昨年

度同様の予算ですという御説明でしたが、令和４

年度の決算が7,300万ということで、大体73％ぐ

らいという数字になってくるかと思うんですが、

決算と約30％の差異はどういうふうにお考えなの

か伺います。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず健康増進課としましては、

なるべくたくさんの方にこの特定健診を受けてい

ただきたいというのがありまして、今年度からス

タートをしておりますが、ＡＩを駆使した受診勧

奨はがき、こういったものをどんどん活用して、

受診者数をもっともっと増やしたいということで、

来年度はもっと受診していただくという思いから、

この委託料を計上させていただいております。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 昨年までの３年間につきまし

ては、コロナ禍ということもありまして、病院の

医療機関についても受診控え、介護の施設につい

ても利用控えなどがありました。ですので、今年

度よりも、要はコロナ前の水準に受診率を持って

いきたい、そういう願いも込めまして予算を計上

するものです。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 179ページ、この特定健康診査等事業費、

1001事業の中の特定健診の対象年齢をお願いした

いと思います。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 40歳から74歳までの方になり

ます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 それで、この特定健診の項目なんですが、

現在これは心臓の検診も入っているでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 恐らく心

電図検査のことを言っているのかと思うんですけ

れども、心電図検査は入っております。 

○益子委員長 そのほかいかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところなんですが、委託料の最後

のところに特定健診未受診者対策と書いてあるん

ですが、これどんなことをされているんでしょう

か。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 特定健診

未受診者対策ということで、先ほど課長の御説明

の中にもありましたＡＩを駆使した、はがきを送

付するというところで、事業所のほうに委託をし

まして、未受診者の方の特徴に合わせた勧奨通知

を発送するという事業になります。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 自分も来ているので思うんですけれど

も、これを出すことでやっぱり上がるんですか。

受診が。 

○益子委員長 課長補佐兼健康増進係長。 

○根本健康増進課長補佐兼健康増進係長 そのＡＩ

を駆使した対策ということが、この令和５年度が

最初の事業になりますので、まだちょっと集計は

これからになるところではありますが、反応とし

ては悪くないと思っております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 こういう受診って、多分受ける人はも

う毎年きちんと受けていらっしゃるし、受けない

人はやっぱり受けないんだと思うんですね。それ

なので、それを何とか受診していただくことにお
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金を使っているわけですから、ぜひ、それこそ気

持ちに刺さるというのか、そういうことを考えて

いただいて、受けない人が受けてくださるという

ふうにやっぱり対策を立てていただきたいという

ふうに思います。 

  以上です。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員。 

  反対討論ですか。どうぞ。 

○堤委員 健康増進課に直接関わるものではないん

ですが、基本的に国民健康保険税、やはり依然と

して収入のない子ども、ここに課税するという均

等割の制度が今残っております。これを未就学児

までは今半額という格好になるんですが、やっぱ

りこの均等割の減免、これを18歳まで拡大する必

要があると考えております。この均等割の制度が

残っているということから、市民の負担となって

いるというふうに考えます。 

  よって、この国民健康保険特別会計予算に反対

をいたします。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ただいまの反対討論につきましては、

健康増進課所管については関係ないというような

今お話でございましたので、今回健康増進課とし

ては特定健診に関わる事業を計上してございまし

て、これを進めることによって市民の健康が保た

れていくということの御説明をいただきましたの

で、賛成の討論とさせていただきます。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

いたします。 

  議案第９号 令和６年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算の原案のとおり可決すべきものと

することに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第10号 令和６年度

那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （議案第10号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので質疑を許し
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ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 約1,000万ぐらいの増ということだっ

たんですが、すみません、特段新規の事業はない

というふうに見えるんですが、もう一度、その前

年度比増額された理由を伺ってもよろしいでしょ

うか。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 これまで後期高齢者の健康診

査には心電図検査を行っていなかったんですが、

来年度、全員に対してこの心電図検査を行うとい

うことから増額となるものです。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 心電図検査が加わったということで今理

解をいたしましたが、後期高齢者、75歳からこの

後期高齢者医療保険に対象となるということです

が、心電図だけで全て健康になるということでは

ないかとは思いますが、この健康保持増進事業費

5,637万8,000円、これについて今回増えたという

ことですが、今後どういうふうにこれを考えてい

くか、ずっと心電図はこれからも続けていくとい

うことでよいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず、74歳までの国保対象者

までは心電図検査をずっとやっておりますので、

引き続き、75歳以上も継続して心電図検査を実施

していきたいと考えてございます。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 こういった事業ですけれども、

後期高齢者につきましては、保険者が栃木県の後

期高齢者の議会になります。ですので、うちのほ

うでいえば市長と議長が委員になっています。そ

こで、各首長や議長が委員となった議会で、新規

の事業や新規の予算が決定されますので、市とし

ましてはその決定に基づいた予算について納付金

を納めるような形になります。後期高齢者につい

ては。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 ２款２項１目の徴収費なんですが、

徴収事務費、手数料としてコンビニ収納とかペイ

ジー収納とかあるんですが、これって対象者は多

分後期高齢の方になってくるのかと思うんですけ

れども、皆さんやはりスマホ収納、アプリ収納と

いうのも徴収率でいえば効果が上がっているとい

うか、収納率はアップしているのでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 徴収事務につきまして収税課

所管となりますので、ちょっとこちらでお答えい

たしかねます。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 健康増進、健診の事業ということにな

りますが、先ほどの国民健康保険と一緒で、受診

率を上げるのが最大のテーマなんだろうというふ

うに思います。 

  令和４年度の決算がこれも3,700万ということ

で、大体70％ぐらいの執行率というふうになって

ございます。先ほども伺ったところではあります

が、どのように対応していくのか再度伺ってもよ

ろしいでしょうか。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 先ほど、やはりコロナ禍前の

状態に戻していきたいということで、積極的に受

診勧奨をしまして、以前のように受診者数を増や

していきたいと考えてございます。 

○益子委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 
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  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  反対討論でよろしいでしょうか。 

  堤委員、どうぞ。 

○堤委員 今の質疑の中で、健康保持増進事業費増

額になって、新たに心電図の検査項目が入ったと

いうことは非常に喜ばしいと思い、これは評価を

したいと思いますが、この後期高齢者医療特別会

計、この予算全体としては、当然75歳以上の方が

入る保険ですので、国民健康保険から75歳になる

とこちらに切り替わってくると、こういう現状で、

それぞれ保険の歳入歳出両方膨らんでいる状況で

すが、やはりこの保険料が、均等割額、これが過

去４万3,200円から４万5,600円に増えているとい

う。さらに所得割額、これは被保険者の所得に対

する割合ですが、8.54％から8.84％に増えている

と。それから、あと保険料の上限といいますか、

これが年額で66万円のところが令和６年度は年額

73万円の上限額ということで、この保険料に対し

て、それぞれ個人単位で算定される額が引き上げ

られております。 

  それによって、やはり市民の方の負担が非常に

増えているという現状から、この後期高齢者医療

特別会計予算には反対をいたします。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほど国保のときも思ったんですけれ

ども、今ここで審査をしている、その表題は確か

に後期高齢者医療だったり国保なんですが、今こ

こで審査しているのは健康増進課のものであって、

今、堤委員が話されたことは審査の対象にはなっ

ていないことですので、私はそのこと自体がやは

りおかしいと思いますので、賛成しますという言

い方は変なんですが、これはこれで反対する理由

はないと思っております。 

  もう少し言うと、そういう賛成討論は何か対象

外のものではないんでしょうかと思います。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

いたします。 

  議案第10号 令和６年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  健康増進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は11時15分より再開いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い
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たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○益子委員長 ただいまから社会福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１７号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第17号 那須塩原市

社会福祉施設入所等措置負担金徴収条例の制定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○平井社会福祉課長 （議案第17号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 条例の趣旨が上位法からということな

んですが、社会福祉法は昭和22年、それから老人

福祉法は昭和38年、それから知的障害者福祉法が

昭和35年、それから民法が明治29年と、そういう

時期に制定されておるものに対して、市の条例が

この時期に制定ということになって、上程の理由

は今まで規則で行っていたということだったんで

すが、この時期に上程する理由を改めて御説明お

願いします。 

○益子委員長 社会福祉課長。 

○平井社会福祉課長 今、委員のほうからの質疑の

中にもございましたが、これまでは規則で定めて

おりました。実際、規則で定めている自治体どの

ぐらいあるかというところで、あくまで県内把握

しているだけでございますが、私ども那須塩原市

のほかに６市、こちらは規則で制定しております。 

  先ほども説明でも申し上げましたが、現状、規

則で制定して運用はしてきたところなんですけれ

ども、改めて中身を確認したところ、先ほどの説

明でも申し上げましたが、減免ということが、い

わゆる債権の放棄につながってくると。実際、債

権の放棄になれば、単発で議会にそちらを上程し

て議決をいただくというような流れになっていま

す。 

  ですから、そういったものをどうしてもこうい

った措置で、減免というのは時間があまりかけら

れないというところもございますので、迅速な対

応ができるようにということを考えた中で、より

条例のほうが今後の運用がしやすいだろうという

ところから、今回、条例化というところで、制定

を上程させていただいているところです。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 はい、分かりました。 

  そこで、第３条なんですが、収納は毎月月末と

いうことになりますが、月の途中において負担金

が原因となる措置を受けた場合、翌月の末と。こ

の規定する意味と、それからどういう状況だとこ

ういうふうになるのかお伺いしたいと思います。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 現状、規則で運用はしており

ますが、現実的に減免に至ったということはござ

いません。 

  あくまで使用の支払いが市のほうにつながって

くるようなときに、事業者側さんから請求が上が

ってきます。そういった中で減免を認めるといい

ますか、承認した場合に、どうしても月途中です

と、事業者さんとのやり取りがスムーズにいかな

いというようなところがありますので、翌月調整
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ということでさせていただいております。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  堤委員。 

○堤委員 この条例、新たに制定されるということ

ですが、今までそれぞれ負担金は規則で定めてお

ったということですが、負担金そのものの市民が

負担する負担金額については、この条例をつくる

ことによって変更があるのかないのかお伺いしま

す。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 負担金の額ですが、基本的に

は法律、また政令等で定めておられますので、基

本的な金額というものは、この条令を制定するこ

とによって変わるというものではございません。

あくまでこの条例で変わってくるようなところは、

先ほど申し上げました減免というようなところに

なってまいります。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第17号 那須塩原市社会福祉施設入所等措

置負担金徴収条例の制定については、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第17号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４３号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 続きまして、議案第43号 第４期那

須塩原市障害者計画・第７期那須塩原市障害福祉

計画・第３期那須塩原市障害児福祉計画について

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○平井社会福祉課長 （議案第43号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、御提供いただいております

これ新旧対照表で質疑でもよろしいでしょうか。 

  体系図の中に⑴情報アクティビティの推進とい

うふうな新しく入ってきているわけでございます

が、その中に重点施策ということで、障害特性に

応じた情報提供及び情報を取得しやすい環境整備

ということになっておりますが、これが推進施策

ということで、これに対して具体的な取組と、そ

の目指すべき方向性とかというのが分かればお伺

いしたいと思います。 
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○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 こちらですが、特に今年度に

おいてなんですけれども、障害者サポートアプリ

というものを今作成中です。今月そちらが使える

ような形で、開始できるかなというふうに思って

おります。 

  このサポートアプリですが、これまではどうし

ても自分から見に行かないとなかなか情報が得ら

れないというところがあったかと思いますけれど

も、アプリを登録していただくことで、こちらか

ら必要な情報を配信させていただく。 

  そのアプリの登録の際には、例えばですが、障

害の種別、あとは度合いといいますか、そういっ

たものを登録していただくことによって、真に必

要な障害者への情報といいますか、そういったも

のを提供できる。そういった流れをつくることに

よって、この施策を推進していきたいなというふ

うに考えております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、そのアプリを取得する方

の割合というか、目標というのはあるんでしょう

か。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 現状で2,000人ということで

考えております。その人数に近づけられるよう、

機会あるたび、窓口にお見えになる場合もありま

すし、あとはサービス提供事業所、そういったと

ころにも登録の勧奨をお願いするとか、そういっ

たところで目標達成につなげてまいりたいと考え

ております。 

○益子委員長 ほか、何かございますか。 

  どうぞ、相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、もう一点だけ。 

  今の新旧対照表の新しい施策の24番、ライフス

テージに応じた健康づくりの推進というふうにご

ざいますが、これまでこの感覚はどうもなかった

ようなので、新たに出てきた内容だと思うんです

が、ライフステージというのをまずどのように設

定されるのかお伺いしたいと思います。 

○益子委員長 障害福祉係長。 

○薄葉障害福祉係長 お答えいたします。 

  24、ライフステージに応じた健康づくりの推進

というところですが、こちらに関しましては、乳

幼児から大人になって高齢者になるまでの健康づ

くりの推進ということで、具体的な事業を３つ掲

げております。 

  こちらにつきましては、まず子育て相談課さん

のほうで実施しております妊娠・乳幼児期の健康

づくりということで、こちら計画自体は子ども子

育て未来プランのほうに掲げているものになりま

すが、子供の健やかな成長を支援するために、妊

娠中から出産・育児に関する正しい知識の普及を

図って、安心して出産や育児に臨むことができる

ような支援をするようなものがまず１つ。 

  それから、先ほど健康増進課さんのほうでもお

話があったと思いますが、特定健康診査またはが

ん検診の実施によって、そういった障害に至らな

いように、そういう健診だったりを受けていただ

くような取組をしていただく。 

  それから、３つ目としまして、こちらは高齢福

祉課さんのほうが所管になると思いますが、フレ

イル予防、介護予防ということで、実際、高齢者

の方が自ら介護予防、フレイル予防を含みますが、

重度化しないように予防するような取組を実施し

てまいりたいということで、３つ掲げております。 

  以上です。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 
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  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員。 

○堤委員 反対討論を申し上げます。 

  第４期那須塩原市障害者計画に反対する討論で

ございますが、この障害者の問題、非常にシビア

な問題で、いろいろ取り巻く環境も多々あって、

やはりなかなか個人情報の保護とかいう観点から

も、非常に重要な分野だと考えておりますが、こ

の那須塩原市の障害者計画、令和６年度から令和

11年度までの６年間の計画ということで聞いてお

ります。 

  この第４期計画を進めるためには、障害者施策

に関わる行政、社会福祉協議会、障害者団体、そ

れから並びにサービスの提供事業者、さらに地域

活動団体、民生委員、児童委員、また市民等が連

携して、取り組む必要があると考えております。 

  市では高齢の身体障害者、あるいは中高年の精

神障害者、これが増加傾向にあると、この計画か

らも見受けられます。また、障害児も385人おら

れます。 

  障害福祉サービスを提供する事業所、これが一

番肝腎なところでございますが、この事業所にお

いては専門職が足りない、あるいは職員が不足し

ている。不足の原因は報酬単価が低いと、そうい

う要因が挙げられるかと思いますが。 

  そういう状況の中で、障害のある人が自分らし

く幸せに生きていく、そういうことが必要だと考

えますが、それにはやはり周りの人との相互理解、

あるいは相談の支援、これらの充実が求められる

というふうに考えます。それには障害者の自立、

就労、障害者の居場所、これらの居場所づくりへ

の取組が今後さらに重要となってきています。 

  増加傾向にある主に発達障害児、この発達障害

児に対応するためにも、事業所の担い手不足をい

かに解消するか、これが求められているところで

ございますが、この計画の中で基本理念、あるい

は基本目標だけではなくて、先ほど言いました障

害者の個人情報とか権利を守りながら、障害者の

自立に向けたより具体的な施策が求められるとい

うふうに考えるところです。 

  以上の観点から、まだ私はこの障害者計画、不

十分であると考えるところから、反対とさせてい

ただきます。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

いたします。 

  議案第43号 第４期那須塩原市障害者計画・第

７期那須塩原市障害福祉計画・第３期那須塩原市

障害児福祉計画については、原案のとおり可決す

べきものとすることに賛成する委員の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第43号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会（第二分科会）に切り替え、審査

を行います。 

  それでは、議案第８号 令和６年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○平井社会福祉課長 （議案第８号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 予算執行計画書の67ページ、３款１

項１目人権啓発活動費、2001事業なんですが、令

和５年度には報償金としての人権擁護委員の研

修会費というものが含まれていたかと思います

が…… 

○益子委員長 副委員長に申し上げます。 

  そちらは担当が違いますので。 

○星副委員長 すみません、失礼しました。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 68ページの行旅人援護等費用というと

ころで、行旅人死亡の取扱いが増えているので増

額という説明だったんですが、状況を説明しても

らってよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 こちら死亡取扱い件数なんで

すけれども、現実的に申し上げますと、行旅死亡

人というのはほぼない形です。「等」と入れてお

りますのが、実はお亡くなりになられた際に、親

族等がいらっしゃらない、または親族等が引き取

られない御遺体に対しまして、お亡くなりになら

れた自治体で対応するという形になっております。

近年そういった件数が増えておりまして、それに

対応するというようなところからの増額となって

おります。 

  なお、こちらですが、一度市で負担はしますけ

れども、最終的には県のほうで全額負担をいただ

ける。途中、所持金があればまずそちらを充てさ

せていただいて、足りない部分について県とはな

りますけれども、流れとしては、市単独費の支出

はないような形のシステムには、最終的にはなっ

ております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、その上に市営墓地管理

料4,000円という計上があるんですが、社会福祉

課で市営墓地を管理するこの4,000円は一体何な

んでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 先ほど申し上げた身寄りのな

い御遺体ですか、最終的には火葬にかけ、それで

はどこにというようなところになるわけなんです

が、市営墓地にそういった方、埋葬するような場

所を設けておりまして、そちらの管理費というこ

とで、形としては環境課で支払っているという。

同じ市の内部ですけれども、そういった内容にな

ります。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。 

  相馬委員、続けてどうぞ。 

○相馬委員 続きまして、その下、6001事業の戦没

者遺族援護費ということで、まず消耗品費という

ことで16万3,000円ということになってございま

すが、これ恐らく追悼式の関係なんだろうという

ふうに思うんですが、昨年10月に行われた追悼式

の祭壇の飾りつけ等の費用が実際幾らだったのか
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伺って、この予算は同額なのかどうなのか伺いた

いと思いますがいかがでしょうか。 

○益子委員長 社会福祉課長。 

○平井社会福祉課長 実際幾らかというところで、

すみません、ちょっと今資料を確認したいと思う

んですけれども、内容としては、昨年度と同額で

見積もっております。業者からも見積もりを頂い

た中で、同額でできるというような判断の下、予

算を要求させていただいております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは、当日、追悼式に使われまし

ただるま、生花台の単価自体は、今日、資料には

ないということでよろしいですか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 申し訳ございません。今、手

元にちょっと資料はございませんが、内容は確認

取れると思いますので、確認取れ次第、答弁をさ

せていただきたいと思います。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。 

  それでは、社会福祉係長。 

○戸井田社会福祉係長 昨年度の生花一式の最終的

な金額について申し上げます。 

  ごめんなさい、今年度の生花一式なんですが、

全部で15万8,400円でございます。 

  以上です。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。ございませ

んか。 

  堤委員。 

○堤委員 執行計画書69ページ、隣のページかな。

ここの民生費、社会福祉総務費の中の避難行動要

支援者支援事業費、7601事業でございますが、こ

の中でそれぞれ委託料として、避難行動要支援者

名簿システムの新サーバーの再構築ということと

避難行動要支援者名簿システムの保守ということ

で、同じ支援者名簿システム、両方計上されてお

りますが、これは切替えが終われば、次年度はシ

ステム保守だけになるというふうに考えればよろ

しいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 委員からお話いただいたとお

りでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 それから、あと85ページ、民生費、扶助

費の生活保護費、1001事業、先ほど説明の中で、

増額になった理由は生活保護者が増える見込みと

いうことで、27億円計上されているということな

んですけれども、それの根拠はどういうような内

容で増えるというふうに見込んでおられるかお聞

きします。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 増える見込みの根拠というよ

うなところでございますが、年度ごとの被保護者

数という、世帯数も含めて把握をしております。

そういった経緯の中から見ますと、今年度に入り

まして、微増ではありますけれども増えてきてい

るというようなところ、それと生活保護の扶助費

というのが、扶助内容が幾つかございます。 

  いわゆる通常生活している生活の扶助的なもの、

それと、あと医療機関にかかられたときの医療扶

助なんかも、こちら生活保護費に入っております。 

  先ほど健康増進課のところでもお話がありまし

たが、コロナ関係で受診控えがあったようなとこ

ろをコロナ後というようなところで、受診のほう

も増えてきております。医療扶助の伸びが結構ご

ざいますので、人数微増ではありますが増えてき

ているのと、医療費、そちらのほうがかかってき

ているというようなところから、見込みとして予

算を算出したところです。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 理解しました。 
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  生活保護の認可要件が特に変わるということで

はないと考えればよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 はい、特に変わるということ

ではございません。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すみません。69ページの自殺対策強

化事業費、14001事業で、委託料、自殺対策計画

策定とありますが、こちらの自殺対策計画を立て

る委託先はどのようなものなのか伺います。 

○益子委員長 社会福祉課長。 

○平井社会福祉課長 自殺対策計画の委託費という

ようなことでの御質問かと思います。 

  12月の定例会議、こちらで補正を出させていた

だいたんですが、プロポーザルを実施しまして、

実は業者のほうが確定はしております。業者のほ

う、他自治体の自殺対策計画の策定経験も豊富と

いうようなところで、プロポーザルでそういった

業者が決まり、これからアンケート調査等を進め

ていくというような状況となっております。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、例えばいろんな自治

体も関わって策定してくださっているということ

なんですが、多分、各自治体によって、地域によ

っての特性的な部分もあるのかなと思いますが、

そこは那須塩原市の状況なんかもしっかり見なが

ら、また、那須塩原市に合ったものでの対策計画

ということの策定につながっていくと考えてよろ

しいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 形としては那須塩原市の実情

に合ったということで、計画は策定したいと考え

ております。そのことから、できるだけ年度内に

アンケートというものを実施して、その回答結果

も踏まえて本市にできるだけ合った形の計画を策

定していくという流れをつくっていきたいと考え

ております。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 すみません。そのアンケートの対象

者はどのような、無作為で選んでいくのか、どこ

かに対象を決めてやるような形になるのか、どの

ような形でアンケート調査を進めていかれるのか

決まっていますか。 

○益子委員長 社会福祉課長。 

○平井社会福祉課長 アンケート調査につきまして

は、無作為で実施をしたいなというふうに考えて

おります。 

  また、そういった分野的なところを委嘱してい

ます方を策定委員のほうにも迎えて、アンケート

以外にもそういった方々からの御意見を踏まえた

中で、本市の実情に合ったものとしていきたいと

いうふうに思っております。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 68ページの一番下の段です。73001事

業、地域共生社会推進支援事業費ということで、

その他委託料の中に、相談支援包括化推進事業と

いうことで、これは恐らく昨年よりも800万近い

増額になっているんだろうと思うんですが、事業

の内容及び委託先をお願いいたします。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 事業の内容ですが、包括化推

進事業、こちらのほうですが、幾つかの事業実施

を合わせてやっていただくというような内容には

なりますけれども、基本的には重層的支援という

ところで、１つだけではなくいろんな課題を抱え

ている方が今いらっしゃいますので、そういった

方々にどういった支援をつなげていくか、また、

１つの分野だけではなく、他分野も含めて、そう
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いったところでの調整とか相談を聞いてのつなぎ

とか、そういったのを業務としてやっていただく

ということで、社会福祉協議会のほうに委託をし

てございます。 

  また、金額が増えた理由としましては、主にこ

ちら委託の中身としては人件費がほとんどなんで

すけれども、１名増を図っていただく。いわゆる

今現在は、社会福祉協議会においては２名体制に

なっておりますが、来年度から３名体制でやって

いただきたい。 

  どうしても件数も増えておりますけれども、１

件にかかる対応の時間といいますか、そういった

ものは非常に重要でございますので、そういった

ところから人数を増やして体制を強化するという

考えの下、増額で要求をさせていただいておりま

す。 

○益子委員長 ほかございますか。関連の方いらっ

しゃいますか。いないですか。 

  ほか何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 73ページの精神障害者福祉費、1001

事業なんですが、これは前年度とほぼ同額という

ことなんですけれども、コロナ禍だったときにも

言われていましたけれども、やはりちょっと精神

的な疾患の方も多くなってきたということもあり

ます。ほかの全体的に見ると、障害の自立支援だ

ったりとか、地域生活支援費だったりとか、増え

てきている中で、こういった精神的な障害福祉費

というのは同額のままという、その理由を教えて

ください。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 実際、精神障害者への給付等

については、ここの予算科目でないところで支給

をさせていただいて、そちらのほうの伸びは出て

おります。 

  ここで計上させていただいているのは、いわゆ

るそういった方々への理解を深めようというよう

なところでの講習会的な経費を上げております。

そのことから、実際、精神障害をお持ちの方が増

えてきている中でも、こちらの事業費としては変

わらないような形で、今回要求をさせていただい

ております。 

○益子委員長 ほかよろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、起立によ

り採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予
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算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  社会福祉課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時１７分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○益子委員長 ただいまから高齢福祉課の審査に入

ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３１号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第31号 那須塩原市

介護保険財政調整基金条例の一部改正についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第31号について説明。）

それでは、議案第31号 那須塩原市介護保険財政

調整基金条例の一部改正につきまして御説明申し

上げます。 

  議案書は43ページ、議案資料は105ページとな

ります。 

  介護保険財政調整基金は第１号被保険者の介護

保険料が原資となっており、将来的な保険料の激

変緩和を行うことを目的に、決算後の余剰金を積

立てしているものであります。 

  今回の条例改正は基金の充当先の拡充を行うも

のであり、現行では充当先は介護保険の保険給付

に限ると規定されているものに、地域支援事業に

係る経費を追加するものであります。改正の内容

は、議案資料の新旧対照表で御確認いただきたい

と思います。第６条の改正ということになります。 

  地域支援事業について簡単に御説明をいたしま

すと、介護保険法第115条の45に規定された高齢

者の日常生活の支援を行うためのもので、主に介

護予防や権利擁護のための各種取組を行うもので

あります。 

  今後、介護保険制度を健全に維持していくため、

元気な高齢者を増やすことが重要となっておりま

す。市といたしましても、高齢者の介護予防を一

層充実させていく必要があるものと考えます。そ

こで、各種介護保険予防事業の実施に要する経費

に対して基金を有効に活用したいと考えることか

ら、今回、条例の一部を改正するものであります。 

  説明は以上となります。よろしく御審議の上、

御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 この条例を制定することによって、

地域支援事業にも使用する。要は財政調整基金の

一部を使用することができるということになるか

と思うんですが、地域支援事業、具体的にこうい

ったものに充てる。先ほど説明はありましたけれ

ども、介護予防のためということではあったんで
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すが、具体的に今のところ考えられる、また、そ

れに対してどのように予防できるかというものは

検討されていますか。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 地域支援事業については、先

ほど申し上げたとおり介護保険法に規定された事

業ということなんですが、予算上、明確に基金を

この事業に充当するというものではなくて、介護

保険事業に係るいわゆる地域支援事業費の中に充

当していくということになりますので、基本的に

は個々の事業に対して充当するものではないとい

うことで、御理解をいただければと思います。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これまでも地域支援事業というのはず

っとやってきたんだろうと思うんですが、これま

では基金を充当せずにやってきたんですが、先ほ

どの説明だと、予算上この経費に充てるというこ

とではないという今説明だったんですが、介護保

険の目的による財政調整基金なんだろうと思うん

ですが、具体的にここに充てるということが想定

されていないんですけれども、この要件をもって

基金を充てるというお考えだということでいいん

でしょうかね。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 そうですね。委員の今のお話

のとおり、介護保険の制度自体がいわゆる全ての

事業費に対して保険料の負担分、公費の負担分と

いうところで割合が決められているものでありま

して、特に個々の事業に対して特定の財源がある

わけではないというところでございます。 

  基金に関しましては、先ほど御説明申し上げた

とおり、原資が第１号被保険者の保険料でありま

して、保険料以外のもので積み立てているものは

ないということが原則なんですね。したがいまし

て、保険料を上げずに基金を活用して、介護給付

費のほか地域支援事業費も充実をさせていくと、

そのような考えで今回条例を改正したものでござ

います。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。 

  部長。 

○増田保健福祉部長 特別会計の歳出の３款に地域

支援事業費というのがあります。そこに充当でき

るということです。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第31号 那須塩原市介護保険財政調整基金

条例の一部改正については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第31号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 



－180－ 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第32号 那須塩原市

敬老祝い金条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第32号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 敬老事業の見直しに伴って、今回、敬老

祝い金条例の一部改正ということでございますが、

この敬老事業の見直しの内容について再度お聞き

したいと思います。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 それでは、敬老事業の見直し

の内容についてという御質問だったと思うんです

が、敬老事業につきましては、現在、今御説明い

たしました祝い金、それと敬老者へ配付をしてお

ります記念品、それと各自治会等の主催団体が実

施する敬老会などに要する費用に補助を出してお

ります敬老事業補助金、こちらの３本立てで本市

の敬老事業を行っているところなんですが、まず

１つ目の敬老祝い金につきましては、先ほど御説

明申し上げたとおり、対象者あるいは金額の減額

といいますか、そういったところを行うものでご

ざいます。 

  それから、80歳以上の方に毎年2,000円分の共

通商品券を配付しておりました敬老事業記念品事

業については、こちらは令和６年度から廃止をす

るというものでございます。 

  また、敬老事業補助金、敬老会を開催する団体

への補助金、こちら対象者１人当たり2,000円と

いう金額で交付をしておりますが、こちらについ

ては現行どおり継続をするという内容になってご

ざいます。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 それでは、条例の新旧対照表の中で、例

えば88歳の方が現行３万円が、お祝い金が１万円

になるということですが、この３万円から１万円

に下がった根拠をお知らせください。 

○益子委員長 堤委員に申し上げます。 

  今、祝い金の部分の条例なんですが、その条例

以外の部分ちょっと含んでおりますので、質疑の

内容をちょっと変えて、再度、別な形から質疑を

お願いいたします。 

  堤委員、どうぞ。 

○堤委員 88歳の１万円の根拠をお聞かせください。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 こちらの金額の根拠につきま

しては、こういう理由で１万円という明確なもの

ではもちろんないんですけれども、いわゆる88歳

という年齢については、高齢者の方が節目という

部分で大きな意味を持つんであろうというところ

から、こちらも今後の高齢者の増加に伴う予算の

増大という部分を考えたときに、祝い金の廃止と

いうものも含めて検討した結果、88歳の節目につ

いてはやはりお祝いを残そうというところから、

額については近隣の状況なんかも勘案しながら、

ちょっと減額をさせていただいたというところで、

１万円という金額が多いか少ないかというのは、

ちょっと判断が難しいところではあろうかと思う

んですが、受け取った方も１万円という金額であ

れば、それなりの活用をしていただけるんではな

いかというところでの設定でございます。 



－181－ 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 あわせて、満100歳で10万円の祝い金と

いうことで、この10万円という数字の根拠を教え

てください。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 100歳の10万円についても特

に明確な根拠はないところではありますが、やは

りその近隣の状況であったりとか、また、今回の

見直しの中で、先ほどご説明申し上げたとおり、

これまで100歳以上の方には101歳、102歳、103歳

と１年ごとに５万円をお祝いさせていただいてい

たんですけれども、100歳というやはり節目とい

うところを大事にさせていただいて、以後、101

歳、102歳と長寿を迎えた方には10万円、15万、

20万という金額が贈呈されるところではあるんで

すが、財政状況等も勘案しながら、100歳に限り

10万円という金額を設定したというところでござ

います。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 近隣の状況を見てということですが、

近隣の状況を幾つか御説明してもらってもよろし

いでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 敬老祝い金の近隣

の市町の状況ということで、大田原市、80歳に

5,000円、100歳に５万円と記念品、100歳以上に

１万円、那須町、77歳に１万円、88歳に２万円、

100歳に15万円、101歳以上に３万円ということで

聞いております。 

  以上です。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、進行を副委員長

と交代いたします。 

○星副委員長 委員長。 

○益子委員長 このままこの改正を続けないで、今

までの流れで続けていくと、予算的にはどのくら

いになっていくものなのでしょうか。例えば10年

後とか20年後のスパンで。 

○星副委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 大変申し訳ございません。将

来的な推計とまではいかないんですが、今回の見

直しに伴いまして、令和５年度の予算ベースでい

きますと、年間で3,600万円ほどの予算の削減に

なるということであります。 

  失礼いたしました。敬老記念品を含めた金額で

言ってしまいました。敬老祝い金に関しましては、

1,400万円ほどでございます。 

○星副委員長 委員長。 

○益子委員長 1,400万ということなんですが、以

後、増えていくんだろうなと推測いたします。 

  そういった中で、この改正によって削減が見込

まれる額というのは、やはりその1,400万なので

しょうか。 

○星副委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 そうですね。敬老祝い金に関

しましてだけ申し上げますと、今回の見直しに伴

って削減が期待できる金額は1,400万ほどという

ことになります。 

○星副委員長 委員長。 

○益子委員長 そうしますと、削減した部分、こち

らの財源も含めて、先ほど御説明いただいたとお

り、介護予防の延伸ですとか健康事業というもの、

これらにシフトして今後の事業を展開していく。

そのことによって、高齢者の皆さんの健康づくり、

また、市民の健康に進めていくというような、そ

ういった事業を市のほうはこれから強めていきた

いというような願いでございましょうか。 

○益子委員長 課長。 
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○秋元高齢福祉課長 委員長おっしゃるとおり、今

後、高齢化率が高まっていく中で、元気な高齢者

を増やしていく、そういった施策を進めていきた

いと考えております。 

○益子委員長 はい、了解いたしました。 

○星副委員長 司会進行を委員長に戻します。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員。反対討論でよろしいですか。 

○堤委員 反対討論を申し上げます。 

  敬老祝い金条例の一部改正、それぞれ満88歳、

満100歳ということで、それぞれ金額が変更にな

ったわけですが、88歳、満100歳というのも一つ

の節目だというお話を先ほどいただきましたが、

この88歳まで生きるというのは非常に大変なこと

で、それぞれ健康を維持して88歳、100歳という

ところに達しているんだと思うんですね。 

  そういう意味では、ある意味で那須塩原市に元

気な高齢者の姿を表しているかというような節目

だと考えますので、88歳になって１万円というの

は、あまりにもちょっと高齢者に対する祝い金と

しては少ないんじゃないかというふうに考えます。 

  全体としてこの高齢者88歳、100歳という年齢

を考えると、やはりそれぞれ団塊の世代でこの日

本経済引っ張ってきた方々になろうかと思います

ので、せっかくここまでしっかり健康を維持して

きて市としてやっぱりお祝いをするというところ

であれば、それ相当の金額が私は必要かと考え、

今回の減額になる祝い金のこの条例の一部の改正

に反対をいたします。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

いたします。 

  議案第32号 那須塩原市敬老祝い金条例の一部

改正についてを原案のとおり可決すべきものとす

ることに賛成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第32号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３３号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは続きまして、議案第33号 

那須塩原市介護保険条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第33号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時４０分 

 

再開 午後 １時４２分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  この現在審査しております議案第33号について

は、今、事務局の説明によりますと、計画の問題

が絡んでおるということで、そのことが発覚いた

しましたので、この前に計画のほうを審査しては

どうかというふうなことですので、こちらを保留

といたしまして、先に議案第44号について審査し

たいと存じます。異議ございませんか、皆様。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４４号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、先に議案第44号 第９期

那須塩原市高齢者福祉計画についてを議題といた

します。 

  執行部より議案の説明を簡潔に願います。 

  高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第44号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 新規重点施策というところで、介護人

材の確保の促進という重点施策がございます。そ

うした中で、先ほどの資料の85ページ、介護人材

の確保の促進というところの概要で、県の関係機

関と連携し外国人介護人材の受入れに向けた支援

を行いますというふうになっております。これで

令和８年度115という数字になっていると思うん

ですが、まず、外国人介護人材の受入れというの

はどのようにしていくのかお伺いできればと思い

ます。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 外国人介護人材の確保をどの

ように支援していくのかという御質問であるかと

存じますが、現在、栃木県のほうで外国人介護人

材の確保についてを重点的に進めているというこ

とで今年度からアナウンスがされているところで

ございます。 

  市としましては、そういった県の事業を介護事

業所、サービス事業所のほうに周知を行ったりで

すとか、あとは介護事業者から構成される事業者

連絡協議会という組織がございまして、そういっ

たものの中で実際にその介護人材を確保している、

介護人材を雇用している施設の加入者さんのほう

に事例紹介という形で紹介をしているというふう

な取組をしているところなんですけれども、今後

もそういった人材の確保につきまして実際の事例

を紹介を再度させていただいたりですとか、県の

事業を改めて周知をさせていただく、あるいは相

談に随時つなげていくとか、そういった試みを行

っていきまして、介護人材の確保ひいては施設の

安定的な介護人材の確保のほうに努めていきたい

と考えているところでございます。 

  以上です。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、外国人介護人材のどのぐ

らい受入れるとかという目標設定とかそういった

ことはされるんでしょうか。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 実際にその介護人材の受入れ
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に関しましては、事業者様のほうで行う形になっ

てございますので、市のほうで明確に何人を確保

を目標にするという数字を設定することがなかな

か困難であるという状況でございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  そうしますと、現在、その県の関係機関ではど

のぐらい現時点で受入れをしているのかというデ

ータとかはいただいているんでしょうか。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 県のほうでは、現在、その介

護人材確保に係る伴走的な支援事業と言いまして、

実際に施設のほうから相談を受けて長いスパンで、

やはり外国人の方ですので日本語能力ですとかそ

の施設のやり方に即していただくような形で、結

構長い期間、最低でも半年以上と言われてはいた

んですけれども、そういった期間をかけて取り組

んでいるというところではありましたが、実際に

何人確保できたかという数字については、現在の

ところまだ那須地域につきましては事例がまだな

いという形でございます。 

  ただし、県の事業以外に各施設のほうでそれぞ

れ独自に進めていただいている取組の中で外国人

介護人材を確保しているというところはあると聞

いております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、この事業については先

ほど言いました2040年を見据えたものなのか、そ

れともこの３年間の計画期間内でこれを行ってい

くということなのか、もう一度説明してもらって

よろしいですか。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 まず、こちらに記載させてい

ただいております外国人介護人材の受入れにつき

ましては、第９期計画期間でこの３年間で行って

いく事業と考えてございます。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員、反対討論でよろしいですか。 

○堤委員 第９期那須塩原市高齢者福祉計画に反対

する討論でございます。 

  第９期那須塩原市高齢者福祉計画令和６年度か

ら令和８年度の３年間ということでございますが、

今、高齢者人口は増加をしております。基礎体力

の低下とかあるいは認知症への不安、それから災

害時の対応の心配とか、外出時の転倒が心配など、

市民の不安が増大している状況です。この那須塩

原市で認知症になっても安心して暮らし続けるこ

とができるまち、これを市民は望んでいるのでは

ないでしょうか。 

  市は、この高齢者福祉計画の中で、健康増進、

地域医療の充実、それから高齢者の移動支援、介

護者の負担軽減等をうたっていますが、介護人材

の不足並びに介護事業所そのものの不足などから、

この介護保険サービスが十分に受けられない現状

があると考えます。 

  この第９期計画から2040年問題を見据えた検討

を始めていくというふうにございますが、既にこ

の高齢化社会はもう既に始まっており、すぐにも
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健康な高齢者を増やしていく必要があると考えま

す。それによって高齢者自身がこの社会に貢献で

きる具体的な手立てがこの計画に盛り込むことが

必要だと考えるところでございます。 

  それによって、本計画はこれらの施策が不十分

だと考えることから反対をいたします。 

○益子委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

いたします。 

  議案第44号 第９期那須塩原市高齢者福祉計画

について、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第44号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３３号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは、先ほど改めて保留してい

た議案第33号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  改めて執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第33号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 所得段階別に介護保険料段階を12あった

ものを14に段階を新たに区分した理由をお伺いい

たします。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 こちらは国の制度が所得段階

が細分化されたのに合わせまして、国の制度に伴

って設定をしたものでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 国の制度改定に合わせてということなん

ですが、国はどういう目的でこの制度を改定した

というふうに理解しているでしょうか。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 国のほうからこの所得段階の

区分というものが示されたところでございまして、

それに応じた形での改正ということで御説明差し

上げたところでございますが、国のほうでは、実

は今回国のほうで示されたのが13段階として示さ

れました。示される前は９段階でございまして、

最大の所得段階の金額につきましてが、金額があ

まり所得段階を高く見積もっていないというか、

トップが300、失礼しました、ちょっと確認させ

ていただきますけれども、第９段階までというこ

とで所得金額があまり高い方につきましてもアッ

パーが決まっていました。 

  つまり、高い所得をもらっている方につきまし

てが本来でしたらその高い所得に応じた応分の負

担を求めているというのが現在の那須塩原市の条

例でございますけれども、そこの示しが国のほう

では定めておりませんで、国のほうでは改めてそ

の応分の負担を求めるべきだというような議論が

なされた。 

  つまり、那須塩原市とほかの自治体でもそうな

んですけれども、この国の示し以上に細分化を今

までも行っておりまして、それが国のほうで改め
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て地方自治体のやり方に合わせた形での改正が行

われたものと考えております。ですので、応分の

負担を求めるというような方向性を国としても示

したものというふうに理解をしてございます。 

  以上です。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 今、どういう経過で13段階か

ということですけれども、国のほうから令和５年

の12月22日に厚生労働省の老健局介護保険計画課

から通知が出ております。どういう経過かといい

ますと、第110回社会保険審議会介護保険部会に

おいて、第１号被保険者第１号保険料に関する見

直しの成案（標準９段階から標準13段階への見直

し）をお示しし、その内容が固まったところです

ということで、各市町村のほうに国から通知が来

ております。 

  ですので、この第110回の社会保険審議会の答

申を受けて段階を４段階増やしたものと理解して

おります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 国の区分けの方針に従ったということで

すが、これ100％従わなくても那須塩原市独自で

この区分け表は作ることができるか伺います。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 可能でございます。あくまで

国のほうとしては基準といいますか標準的な標準

例として示しているものでありまして、介護保険

法の中で、ただしということで自治体のそれぞれ

の設定をすることも可能というふうな制度になっ

てございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 従来の12段階から14段階に細分化をして

区分けを変更したということですが、12段階では

駄目だったのでしょうか。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 12段階の基準お示ししてござ

いましたけれども、その所得段階の基準となる金

額が変わってございます。 

  こちらのさっきの御説明でお使いさせていただ

きました基準表の比較を見ていただければと存じ

ます。 

  左側のところにオレンジ色で10、11という形で

記入されてございますが、こちらが400万円以上

600万円未満、あるいは600万円以上800万円未満

ということで200万円段階の区分をさせていただ

いたところなんですけれども、今回国のほうでは

320万円から420万円、420万円から520万円という

ことで100万円単位のものを示されたというとこ

ろでございます。この基準がどこに影響してくる

かといいますと、今後の国からの交付金ですとか

補助金ですとかそういったものの算定の際の人数、

そういったものに影響してくるということから、

この段階を国の示しに合わせた形で行うことが望

ましいものということで考えてございます。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

  堤委員。 

○堤委員 反対討論を行います。 

  この第33号の那須塩原市の介護保険条例の一部
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改正に反対する討論ですが、この本条例改正は令

和６年度から令和８年度までの各年度の保険料率

を区分ごとに改定するものですが、この12区分か

ら14区分へ細分化をして新たに負担区分を設ける

という条例改正でございます。区分ごとの保険税

額はほぼ据置きということでなっておりますが、

この該当の実際の保険額そのものはやはり高い税

額となっていることから、この条例の一部改正に

ついて反対をいたします。 

○益子委員長 ほかに討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

いたします。 

  議案第33号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことに賛成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第33号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会（第二分科会）に切り替え審査を

行います。 

  それでは、議案第８号 令和６年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第８号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 今の最後の説明のところ、75ページ、

元気アップデイサービスセンター管理運営費なん

ですが、しまかたがなくなって６年度はどこがあ

と残っているのか教えてください。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 元気アップデイサービスセン

ターにつきましては、令和４年度まで４か所あっ

たものが令和５年度中にしまかたを廃止いたしま

して、現在、元気アップデイサービスセンターさ

くら、はつらつ、それとしおばら３か所となって

おります。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 これはその元気アップデイサービスを

今後減らしていくというような計画になっている

んですか。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 元気アップデイサービスセン

ターにつきまして、しまかたは建物の老朽化があ

りましたので新たに建て直すというよりは現在の

施設に利用者を統合する形で整理ができましたの

で、今後減らしていくというところは考えてござ

いません。 

○益子委員長 同じところで関連の方いらっしゃい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、そのほかで何かございま

すか。 

  堤委員。 

○堤委員 73ページ、高齢者福祉費の敬老事業費、
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さっき条例の中でも御説明がありましたが、改め

て人数をお聞きしたいと思います。見込み人数で

結構ですが、88歳と100歳それぞれの人数を教え

てください。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２５分 

 

再開 午後 ２時２６分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 敬老事業につきま

して敬老祝い金、88歳583人、100歳33人。 

  以上でございます。 

○益子委員長 関連のある方いらっしゃいますか。 

  関連でよろしいですか。 

  山本委員。 

○山本委員 今の敬老事業費の祝い金のこと先ほど

も少し出ていたんですけれども、これについては

もらっていた方の意見というのは聞いたんですか。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 市民の方に改めて

照会なりそういった形で聞いたりというところは

ないんですが、今年度事業実施している中で、そ

の祝い金をもらえたことによってそのお礼であっ

たり、続けてくださいというような意見を聞くこ

ともあれば、その全く逆のこういうところにでは

なくもっと有効に使ってほしいと、私該当者だけ

れどもいらないよというような方も双方いました。

なので、統計を取ったりはしていないので具体的

な数字としては出ていませんが、両方の意見があ

るものと承知しております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そこは分かりました。 

  この予算の一番下の補助金のことなんですけれ

ども、これは今までと同じように１人当たり

2,000円を自治会に出して敬老事業をやっていた

だくということだと思うんですが、これについて

今までどおりということにした理由があれば教え

てください。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 こちらにつきまし

ては、敬老事業一部個人に対しての配布というよ

うなところなりを縮小、全体的な敬老事業として

縮小していった中で、ただ、その敬老主導といい

ますか、そういったところはもちろん重要なこと

でありますので、引き続き継続していきたいと。

そういう中で、敬老会実施団体に配布するこの敬

老運営補助金につきましては、引き続き実施して

いきたいと。また、本来市が行う事業であるとい

うことも市としては考えておりまして、それを自

治会なり団体のほうにお願いしているというとこ

ろもあって継続していきたいというようなところ

で考えております。 

○益子委員長 保健福祉部長。 

○増田保健福祉部長 私４月から保健福祉部長とな

りましたが、令和３年度事業棚卸しの結果、記念

品贈呈事業は敬老会支援事業と対象が重複してい

るため敬老会支援事業に統合することを検討とい

うようなことが記載されております。それに基づ

いて、敬老会の支援事業、こちらは継続するとい

う形を取りました。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 もちろん市内全部を調べたわけではな

いんですが、この敬老事業というのは多分自治会

に任せてやっているものについては結構たくさん

意見をいただいていました。そして自治会によっ

てやり方がいろいろで、中には2,000円を、言い
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方は変なんですが、一人一人に配って終わりみた

いなところもあったようなんですが、この事業に

ついては市のほうで自治会に対してできればこう

いうことをやっていただきたいみたいなものを伝

えているのかどうか教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 委員お話しのとおり、敬老事

業につきましては、今主催団体、自治会に限らず

コミュニティーであったりとか、あとは入所型の

介護保険施設の場合については、施設が主催団体

になったりというところで様々ではありますが、

それぞれの団体のある程度意思に任せているとい

うところはございます。 

  なので、このようなことやってくださいという

ところお願いしている具体的なものはないんです

が、やはりその事業の趣旨といたしましては、高

齢者の方の長寿をお祝いするためのそういった今

までの御苦労と感謝の気持ちを表していただく、

それと先ほど課長補佐のほうからもありましたと

おり、地域における敬老意識の醸成につながるも

のというところで、そういった趣旨でやっていた

だきたいというところをお願いしておりますが、

昨今、ここ二、三年ですか、コロナの影響で今ま

で公民館であったりとか会場に一堂に会していろ

いろ余興をやったりとか、お祝いの言葉をお伝え

したりとか、そういった事業がちょっとできなく

なったというところもあったんですが、地域にお

ける敬老意識は引き続き醸成していただくという

ためには、ある程度感謝の気持ちを表すというと

ころをとって、コロナの中であるので特例措置と

いうところではないんですが、補助金を使ってそ

れを記念品あるいは商品券などに代えて配ること

もやむを得ないというところは示したところでご

ざいます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 決算も出ていないので何ですけれども、

88歳とか100歳の方に対する現金の支給をやめて、

お年寄りの方の全体のほかの事業に回しています

よね。そういうことからすると、敬老の事業費の

中の結構なお金をこの補助金の敬老事業に出して

いるという結果になっています。 

  今、課長はこれをお金としてというかそういう

んで配ってもやむを得ないみたいな発言だったと

思うんですが、そうするとここの敬老事業の減ら

した分と変わらない分と、その辺がどうなんです

かね、整合性が取れていないような気もするんで

すけれども、どういうことをそれぞれのコミュニ

ティーなり自治会がやっているのかということは、

決算上でも出ているんだと思うので少し教えてい

ただけますか。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 御指摘のとおりでございます

が、先ほど申し上げましたとおり、運営費補助金

を商品券等に代えて配布をするというのはあくま

でコロナ禍の特例的な取扱いだったというところ

は御理解いただければと思います。 

  今後については、やはり補助金をそのままいわ

ゆる金券に換えて配っておしまいということでは

なくて、これまでどおり可能な限りそれぞれ地区

にお住まいの高齢者の方に長寿のお祝いができる

ような、今までどおりの会合形式やっていただけ

ると一番いいんですが、不可能であれば何か別な

方法こちらでも検討しながら、金券配って終わり

ということではなく、違った元の方法に戻すよう

な方向性で考えていきたいと思っております。 

○益子委員長 関連のある方いらっしゃいますか。 

  堤委員。 

○堤委員 同じ敬老祝い金のところですが、敬老事

業の見直しに伴って80歳以上の祝い金１人2,000

円が今回の予算書から全く消えているという状況
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なんですが、私どものほうに自治会とか、あと民

生委員の方から、突然これが敬老祝い金80歳以上

2,000円がなくなったというふうにいろいろ御意

見をいただいていることなんですが、今回の予算

でいきなりこれが盛り込まれたということなのか、

あるいは市民の意見あるいは自治会、民生委員の

方と敬老に関わる関連の方の意見等は把握された

でしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 委員御指摘のとおり、やはり

多くの市民の方に少なからぬ影響があるというの

はこちらでも理解をしていたところでございます

ので、いきなり誰とも相談せずにこれをやったと

いうことでは決してございません。先ほどお話の

ありました特に自治会関係の方についてはあらか

じめ、先ほど部長のほうでも説明しましたとおり、

これ市の方向性として決定したものでございます

ので、そちらについて御理解をいただくために、

各地区の自治会の役員さん等に御相談をさせてい

ただいた上で、あらかじめ方向性についての了解

を得て進めてきたものでございます。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

  部長。 

○増田保健福祉部長 また、この敬老事業の見直し

については計画の中にも記載してありますし、計

画をつくるに当たりまして、介護保険の運営協議

会、あとは地域包括支援ケア推進会議ですか、そ

ちらの委員さんにもお示しし、特段廃止に対する

苦言を呈されたというような意見はございません

でした。健康づくりとか介護予防のほうにこれか

ら高齢者が増えていく中で切り替えていきたいと

いう市の考えを示したところ、そういった御意見

はありませんでした。 

○益子委員長 関連がなければそのほかの質疑でも

結構です。 

  山本委員。 

○山本委員 同じ73ページの１つ上の段の高齢者自

立対策生活支援費なんですが、先ほど委託料の中

に入っている配食サービスが増えているという御

説明があったと思うんですけれども、そこの部分

を少し説明していただけますか。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 配食サービスの金

額が増えているというところで、一番予算上大き

な要因としましては、単価の増ということで最近

の物価高等鑑みまして単価設定をしたというとこ

ろが一番大きな要因にはなってきます。 

  以上です。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 今、課長補佐のほうから物価

高という話ありましたが、人件費も上がっている

上に、あとは原油価格なども高騰しております。

配達に要する原油代なども上がっておりますので、

そこら辺の２点を踏まえて県内14市の状況を見て

どれぐらいの単価にすべきかというようなところ

を勘案し単価を設定いたしました。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、これ配食サービスを受けたい

という人が増えているというわけではなくて、１

人というか１回配るに当たってのお金が増えてい

るという、そういう理解でよろしいですか。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 配食サービスにつ

きましては、ここ数年でも必ずしも右肩上がりと

いうことではなくて、また小波がある中で、ただ

若干の対象者の増というところは見越した形で積

算しております。 

  以上です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、ここに載っている予算書に
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載っているこの委託料の配食サービスの単価とそ

の人数どういう形で試算をしたか少しお金のほう

を教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 令和６年度の配食サービス予

算の設定に当たりましては、先ほど課長補佐のほ

うからもありましたとおり、現在の利用者に若干

の伸びをかけた上で、1,933食、１か月当たり、

失礼しました、1,993食、単価が773円と設定をい

たしまして、こちらを12か月消費税を掛けて

2,033万5,000円と金額を算出したものでございま

す。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 分かりました。 

  一月に1,993食で773円の12か月ということであ

りましたが、これは市内の高齢者だから75歳以上

の方は誰でも配食してほしいと言えば配ってもら

えるものではなかったと思うんですが、その辺の

基準を教えていただけますか。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 対象というところ

ですが、その高齢者ということで65歳以上で、独

り暮らしまたは高齢者のみの世帯、さらに傷病等

によって調理が困難という方が対象になります。 

  以上です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 それは誰がどこでそれを把握するんで

すか。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 厳密に傷病等により調理が困

難というのは基準があるわけではありませんが、

やはり客観的に見てその方が実際に病気であった

りとか、あるいは介護の認定を受けていたりとか

というところで、実質調理が困難であろうと、そ

れは民生委員さんであったりとか、地域包括支援

センターの職員等から情報をいただいた上で判断

をしております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 分かりました。そうすると、それを民

生委員さんもたくさんいらっしゃるので、地域に

よって親切心がいろいろあると思いますので、も

し自分のうちの隣の人が何かそんな感じだという

ことがあれば、普通の人が民生委員さんにこの人

はこういうサービスを受けてもいいんではないか

みたいなものは伝えて、そうするとサービスを受

けることができるという、そういうシステムです

か。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 そうですね、必ずしも民生委

員さんが申請をしなければならないというもので

はありませんので、本人が直接申請していただい

ても結構ですし、その辺情報については先ほどお

話ししたとおり、民生委員であったりとか地域包

括支援センターから収集はしますけれども、なの

で、隣の方が心配をして民生委員さんに御相談を

して、民生委員さんが、ああ、確かにこの方必要

ですよねということであれば、そういった申請の

方法も可能だと考えております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 その辺は分かりました。 

  これ扶助費的委託料って書いてあるんですが、

その773円１食当たりのものというのは、どこか

の団体に行くんですか。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 こちらについてはあくまでも

業務委託という形で出しますので、今後、令和６

年度から、今お願いをしているところが契約が切

れるというところで、新たに市内に公募をかけま

して、市内にその配食、配食だけではなくてもち

ろん配食した際に見守りをしていただく、ちょっ
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と具合が悪そうであれば報告をしていただくとい

うようなそういったことも併せてお願いすること

になるんですが、業者を募りましてプロポーザル

をして６年度開始をする予定になっております。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

  堤委員。 

○堤委員 同じ2001事業の中で、緊急通報システム

の貸出数についてお尋ねをいたします。 

○益子委員長 課長補佐兼高齢福祉係長。 

○佐藤課長補佐兼高齢福祉係長 緊急通報システム

の貸与台数予算上355台と見込んで計上しており

ます。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 これは355台今年度見込みということで

すが、これは前年と比べて増加しているというこ

とでよろしいでしょうか。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 令和４年度の実績で緊急通報

システムは利用者344人に延べ回数39回を貸し付

けております。 

○益子委員長 ほかに質疑ある方いらっしゃいます

か。よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議員間討議及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」「異議あり」と言う人あ

り〕 

○益子委員長 異議がございましたので、起立によ

り採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  審査の途中ですが、時間が経過しておりますの

で15分ほど休憩を取ります。 

  再開については午後３時より再開といたします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  ここで高齢福祉課長より発言がございます。 

  課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第８号についての説明

の一部を訂正する説明。） 

─────────────  ◇  ───────────── 



－193－ 

 

◎議案第１１号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 それでは続きまして、議案第11号 

令和６年度那須塩原市介護保険特別会計予算を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第11号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、199ページの３款２項１目

一般介護予防事業ということで、電力メーターと

ＡＩ、これは全協でしっかり説明もいただいてい

るところですけれども、委託先、今朝の新聞では

中部電力と書いてあったんですが、委託先もう一

度説明していただいてもよろしいですか。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 何だか今日の新聞に載ってい

たということで、私も先ほど情報を知りまして、

新聞報道のとおり中部電力になるんですが、こち

らについては、委員の皆様御存知のとおり、令和

３年度に東京電力パワーグリッドと実証実験を行

ったという経緯がございますが、こちらの全協で

も御説明申し上げたとおり、東京電力との実証実

験においては、東京電力が目指すもの、あるいは

市が目指すもので若干のギャップがあったりとか、

また東京電力の実証実験においては、いわゆる屋

内に、建物の中にセンサーを取りつける必要があ

るような、そういった形でのシステムの構築を目

指してるところではあるんですが、結果的に協力

してくれたモニターの方に拒否反応が大きかった

というところがありまして、その後いろいろ同じ

ようなシステムが出ていないかというところを調

査いたしましたところ、中部電力が中心になって、

三重県の東員町というところと長野県の松本市の

２か所で、令和４年度までにやはり実証実験を繰

り返したシステムがありまして、こちらが令和５

年の４月に製品としてリリースされたんですね。

そういった情報をちょっと入手をいたしまして、

いろいろ東電の実証実験を続けるべきなのか、あ

るいは新たなシステムを導入して、事業に早急に

着手するべきなのかというところをちょっと内部

で検討した結果、こちらの実証実験の結果なんか

もいろいろ情報を仕入れた結果、中部電力が開発

して製品化をしたシステムについては、建物の中

にセンサーの設置が必要ないと。また既に先行し

て実施をしている自治体の例なんかも聞き取りま

したところ、高齢者の負担感もものすごく低いと

いうことで、私どもにとっても、実際に東電との

実証実験の中で、ある程度その電力使用料とフレ

イルの相関関係というのはあるんではないかとい

うところも結果としてあったものですから、フレ

イルの早期発見には、やはり電力メーターによる

検知というのが有効であると判断したため、こち

らの中部電力開発のシステムを導入するという方

向性を決めたところであります。 

  また、こちらについては、システムがものすご

く簡易でありまして、簡易である一方で、それな

りの効果も期待できるという結果も出ているとこ

ろがあって、しかも料金が安いと、設定費が安い

というところで、令和６年度からの実施を決めた

ところでございます。 

○益子委員長 ほかにございませんか。 

  堤委員。 

○堤委員 まず、195ページですかね。ここの中の

介護認定ペーパーレスということで、備品購入費

の中で入っていますが、介護認定ペーパーレス審

査会のタブレット端末、あるいは付属品というこ
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とで、1,139万8,000円認定されていますけれども、

何台ということがまず、台数をお願いしたいと思

います。 

○益子委員長 介護認定係長。 

○君島介護認定係長 52台になります。内訳としま

しては、審査会委員総数50人、事務局分が２台と

なっております。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 52台ということですが、タブレット端末

ということなんですが、これは特にサーバーに接

続をして利用するのか、あるいはタブレット独自

で何か機能を持って解決するのか、そこら辺はい

かがでしょうか。 

○益子委員長 介護認定係長。 

○君島介護認定係長 通信形態はいろいろあると思

うんですけれども、委員皆様お使いのタブレット

端末と同じようなものを想定していただければと

思います。 

  具体的にはシステムを市が独自でサーバーを持

つものではなくて、システム会社のクラウド上で

そのシステムを利用するという利用形態を取って

おります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 今まで紙でそれぞれ認定作業をやってお

られたということが、今度はタブレットを通じて

サーバーのほうの機能使って認定作業を行うとい

うことなんですが、それだとこの認定期間が短く

なると考えればよろしいでしょうか。 

○益子委員長 介護認定係長。 

○君島介護認定係長 主な要因としましては２点ご

ざいまして、まず１点目が現在御案内のとおり、

10の合議体で年間110回程度紙の資料を用いて１

か所に集合して開催をしてございます。それの会

議の準備に当たりましては、資料の印刷とか郵送

とか様々な、もちろん人件費も含めまして、様々

なコストがかかっておりますし、郵送ということ

が特に一定の時間を要しております。これらのも

のが、申請から認定までの期間の中の一部でも、

少しでも認定期間を短縮する手段として、まず取

り入れたいと考えているものでございます。 

  ２点目につきましては、やはり市全体でＤＸの

推進ということを進めている中で、じゃ、いつま

でこの介護認定審査会を紙でやるのかというとこ

ろを考えた場合、国の交付金もありますことから、

どうせゆくゆくはデジタル化を導入するのであれ

ば、もうこのタイミングで導入したいと考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 了解いたしました。 

  続きまして、196ページ、介護サービスの費用

の中で、１項３目地域密着型介護サービス給付事

業ということで、地域密着型の介護サービス費が

これで20億1,000万計上されておりますが、実際

のこの費用を使う施設数を教えてください。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時２７分 

 

再開 午後 ３時２８分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 地域密着型サービスにつきま

しては、基本的に地域の利用者の方を対象にした

サービスをしていただくということで、基本的に

は那須塩原市民のみを利用者として事業をやって

いただくというものでありまして、サービスの種

類はちょっと多岐に渡っております。地域密着型
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の指定を受けている、あるいは通所介護事業所で

あったりとか、介護老人福祉施設、いわゆる特別

養護老人ホーム、こちらにも地域密着型等とがあ

りまして、ちょっと箇所数については手持ちに資

料がございませんので、後ほど御回答させていた

だきますが、市内にそういった事業をされている

方で地域密着型の指定を受けている事業所という

ところでお考えいただければと思います。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 いろんな種類があるというお話ですが、

じゃ、特別養護老人ホームとした限りは幾つの施

設になるか分かりますでしょうか。 

○益子委員長 保健福祉部長。 

○増田保健福祉部長 寿山荘、ブランチさきたま、

つばきハウス、那須友愛苑、あじさい苑、青葉の

杜の５か所でございます。それ以外に、認知症対

応型デイ・サービスセンターが３か所、それと小

規模多機能型居宅介護が14か所、それとグループ

ホームが17か所、それと、あと通所介護が15か所、

それと、定期巡回随時対応型訪問介護看護が２か

所。 

  以上でございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 特別養護老人ホームの関係で５施設とい

うことでお聞きしました。定員は私の知る限りで

は136人という理解をしているんですが、それで

よろしいでしょうか。 

○益子委員長 介護管理係長。 

○平城介護管理係長 お見込みのとおりです。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 そこへ入る入所希望者は、今何人ほどお

られるか分かりますでしょうか。 

○益子委員長 介護認定係長。 

○君島介護認定係長 市のホームページで公表して

いる資料ではあるんですけれども、待機者数は49

となっております。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 待機者が49名ということでよろしいです

か。ちょっとはっきり分からなかったので。 

  取りあえず了解しました。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、192ページ、歳入７款繰越

金について、前年度繰越金500万円の設定がされ

ているかと思います。令和５年度予算では5,000

万円の設定がされていたんだと思います。令和４

年度決算は５億だったということになっているん

ですが、実際に４月スタートするときの繰越金を

500万円というふうに設定をする理由と言います

か、御説明いただければと思います。 

○益子委員長 課長。 

○秋元高齢福祉課長 委員御指摘のとおり、前年度

に比較いたしますと4,500万円の減額計上という

ことになっておりますが、こちらについては、な

かなか繰越金を見込むのは難しいところも、決算

が終わらないというところもありまして、難しい

ところではあるんですが、先ほど介護給付費の歳

出の際に御説明申し上げたとおり、極力余剰金を

出さないように、介護保険特別会計の採算の中で、

今まではどうしても安全策を取って、意外と介護

給付は伸びるんではないかというところから、伸

び率をちょっと多めにかけていた結果、余剰金が

出て、結果的にその基金の積み増しが年々増えて

いったという実情がありましたので、今回そうい

った給付金を余計に見込むことが、いわゆる介護

保険料の上昇につながってしまうというところか

ら、極力シビアにと言いますか、俗っぽい言い方

ですが、シビアにギリギリの線で何とか介護給付

費をギリギリの予算で抑えられないかというとこ

ろを見込んだ結果、歳入歳出のバランスの中から、
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繰越金についてはこういった500万の設定という

ところを当初させていただいたという経過がござ

います。 

○益子委員長 部長。 

○増田保健福祉部長 先ほど介護保険料のところで、

係長からも説明あったように、３年間の保険給付

費を244億と見込んでおります。また、地域支援

事業費を17億と見込んでおります。３年間の給付

を見込んでそれを３分の１してやっていくんです

が、高齢者は今2040年にかけて増えていきます。

ということは、最初の年の繰越金は増えます。と

いうような形で最後の年に高齢者が増えていくん

ですけれども、これまで繰越金が大きかったため

に、積立金に17億近くのお金が貯まっています。

これを有効活用して2040年の高齢化のピークに向

けて取り崩していくために、これ以上余剰を生み

出さないように、私たち公務員は前例踏襲で安全

圏を見てしまいますんで、歳入を多く見込んでし

まいますけれども、ギリギリの額で見込むように

というような指示を出しましたので、こういう形

になっております。 

○益子委員長 ほかにございませんか。 

  堤委員。どうぞ。 

○堤委員 これが所管の項目になるかどうかちょっ

と分かりません。191ページの基金繰入金という

のが一番下段にございますけれども、この中の介

護保険財政調整基金繰入金3,000万円ほどですか。

これもそれぞれ介護保険料への緩和処置の一環だ

と考えてよろしいでしょうか。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 こちらも、基本的には介護保

険料上昇を抑えるための予算ということになりま

すが、先ほど御説明したとおり、令和６年度につ

きましては、保険料の基準額5,400円に据え置く

というところで、歳入予算については保険料納付

を保険料の納入収入率というんですか、そういっ

たものをやはり収税課のほうのいわゆる見込みの

データからいただきまして、歳入総額が幾らぐら

いになるよというところを設定した中で、歳出総

額と調整するわけなんですが、それに当たって基

金からの繰入金が3,000万ほど必要になるという

ところで計算をして、見込んで計上したものでご

ざいます。 

○益子委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第11号 令和６年度那須塩原市介護保険特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、起立によ

り採決をいたします。 

  議案第11号 令和６年度那須塩原市介護保険特
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別会計予算を原案のとおり可決すべきものとする

ことに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第11号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  高齢福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○益子委員長 ただいまから国保年金課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  国保年金課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○藤川国保年金課長 （議案第８号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 歳入について伺います。 

  先ほど、17ページです、低所得者が減っている

と見込んでという説明があったんですが、那須塩

原市は低所得者は減っているんですか。どういう

ふうなところで、低所得者が減っているというふ

うに定義しているのか教えてください。 

○益子委員長 国保年金課長。 

○藤川国保年金課長 先ほど17ページの説明の基盤

安定のところだと思うんですが、低所得者が減っ

ているとは申し上げてなくて、人数や保険税の軽

減額等の推移を見込んでの数字でございます。 

○益子委員長 その他ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予
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算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議がございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、起立によ

り採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第８号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは続きまして、議案第９号 

令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○藤川国保年金課長 （議案第９号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 この予算の組み方についてなんですが、

一般会計から特別会計へ繰り出します。さっき言

った事業については、もう一回特別会計から一般

会計のほうに繰出金として繰り出します。最初の

一般会計からの繰出金をその部分を差し引いて繰

り出してもいいんではないか。そうすると一般会

計の繰出金が減るんで、そういうことにはならな

いということなんですね。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○関根課長補佐兼管理係長 お答えさせていただき

ます。 

  国保特会への繰出しについては、国のほうで繰

出基準というものをまとめていまして、繰出基準

を簡単に御説明しますと、人件費、事務経費、そ

ういったものは一般会計が持つんだよという基準

が明確に定められていますので、その繰出基準に

基づいた繰出しを行っていることを明らかにする

ために、繰出しは繰出しで必要と。 

  それから、今のお話と裏返しの話になるんです

が、もう一つ通常じゃない形の、今度は逆繰出し

みたいなことになりますので、それはそれで、や

はり一緒くたにしないで、別箇に繰出しをして、

何に充てるのか明確化するものというふうに理解

してございます。 

○益子委員長 保健福祉部長。 

○増田保健福祉部長 国保会計から一般会計への繰

出しにつきましては、先ほど課長の説明にもあり

ましたように、デジタル健康ポイント事業の受講

者のうち、国保該当者の分を繰り出すということ

なんです。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第９号 令和６年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございますので、起立により

採決いたします。 

  議案第９号 令和６年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算を原案のとおり可決すべきものと

することに賛成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第９号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○益子委員長 続きまして、議案第10号 令和６年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○藤川国保年金課長 （議案第10号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 184ページ、ここの２款１項１目後期高

齢者医療広域連合納付金1001事業、16億2,033万

8,000円というこの予算額ですが、これは前年よ

り増えているということでございましょうか。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時１６分 

 

再開 午後 ４時１６分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  国保年金係長。 

○小出国保年金係長 失礼しました。こちら広域連

合納付金のほうの増加につきまして、こちら広域

で保険料の増加の見込みと広域連合からの指示に

なります保険基盤安定負担金、こちらのほうが増

加するための納付金の増となります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 基本的にそれは、後期高齢者医療保険の

対象者が増えたということで理解すればよろしい

でしょうか。 

○益子委員長 国保年金係長。 

○小出国保年金係長 被保険者数の増加によるもの

と考えております。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 183ページの一般管理費の中で、郵送

料を簡易書留にしたということだったんですが、

かなり金額が上がっているんですが、何か理由が

あるんですか。 

○益子委員長 国保年金係長。 

○小出国保年金係長 こちら郵送料の増加につきま

して、国からの通知の指示により、今回保険証の

８月の一斉更新の際に、マイナンバーカードの保

険証利用登録をしている方々につきまして、全員

対象ですが、保険証と合わせてマイナンバーの下

４桁を合わせて印字し、お知らせすることにより、
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今現状の保険証の利用登録されている番号のほう

と確認をできるようにするようなことで、国のほ

うの指示で、今回やらせていただいております。

マイナンバーを一部でも記載するため、このよう

な形で簡易書留という指示がありましたので、郵

送料の増となっております。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和６年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、起立によ

り採決いたします。 

  議案第10号 令和６年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算を原案のとおり可決すべきもの

とすることに賛成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○益子委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものに決しました。 

  国保年金課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は４時25分といたします。 

 

休憩 午後 ４時２０分 

 

再開 午後 ４時２５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○益子委員長 本日の審査事項は全て終了となりま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 事務局から何かございますか。 

  事務局。 

○石田書記 （事務連絡。） 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○益子委員長 それでは、以上をもちまして本日の

委員会を散会といたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時２５分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和６年３月７日（木曜日）午前９時５８分時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 益 子 丈 弘 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 堤   正 明 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 相 馬   剛 委 員 眞 壁 俊 郎 

委 員 山 本 はるひ 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

子ども未来 
部 長 

田 代 正 行 
子育て支援 
課 長 

押久保   昭 

子育て支援 
課 長 補 佐 

亀 田 祐 子 
子ども福祉 
係 長 

髙 野 桃 子 

総合支援係長 織 田 暢 子 
子育て相談 
課 長 

菊 地 直 路 

子育て相談 
課 長 補 佐 

瀧   靖 子 
児童家庭担当 
Ｇ Ｌ 

戸 室 百合子 

発達支援・ 
ひとり親担当 
Ｇ Ｌ 

相 馬 広 幸 

発達支援・ 
ひとり親担当 
主 査 
（係長級） 

佐 藤 俊 子 

母子保健担当 
主幹兼ＧＬ 

金 山 富美恵 
母子保健担当 
主 査 
（係長級） 

尾 坂 紀 子 

母子保健担当 
主 査 
（係長級） 

大 田 早 苗 保 育 課 長 佐 藤 和 穂 

保育課長補佐 
兼管理係長 

吉 冨 真樹子 企 画 係 長 鍋 島 弘 史 

管 理 係 
副 主 幹 

阿 見 久美子 給 付 係 長 田 中   薫 

 

出席議会事務局職員 

書 記 石 田 篤 志   
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

   〔子育て相談課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○益子委員長 皆さんおはようございます。 

  散会前に引き続き、福祉教育常任委員会を再開

いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

  それでは、本日の次第により審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○益子委員長 これより、子ども未来部の審査を行

います。 

  初めに、子ども未来部長から御挨拶をお願いい

たします。 

  部長。 

○田代子ども未来部長 （挨拶。） 

○益子委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○益子委員長 ただいまから、子育て支援課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  子育て支援課については、福祉教育常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○押久保子育て支援課長 （議案第８号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  山本委員。 

○山本委員 77ページ、ファミリーサポートセンタ

ーは、西那須野にあったのが厚崎に移ってきて、

また今度、西那須野に移るということなんですか、

その経緯、理由というか、教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 当初、できればというこ

とだったんですが、健康長寿センター、そちらの

ほうでどうにかできないかということを当初は模

索をしておったところなんです。ただ、ちょっと

いろいろございまして、そちらで開所することが

できずに、厚崎公民館、こちら、たまたまお許し

が出たというところがあるんですけれども、そも

そもやはり行政財産である厚崎公民館というのは、

あくまでも社会教育施設というところで、やっぱ

り最終的にいつまでもそこにということは、当初

からも考えてはいなかったところなんです。それ

で、たまたま今年度、子育て相談課が設置したと

いうところで、健康長寿センターに空きスペース

ができたというところで、それを機に、本来の目

的である福祉向上のための施設でございますので、

そちらをどうにか使わせていただくことができな

いかということをちょっと今年度中に協議させて

いただいて、そちらのほうに来年度からと。 

  実際に移転を予定する時期は、やはり年度当初

というのは忙しいので、７月の頃を予定しており

ます。 

○益子委員長 山本委員。 
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○山本委員 過ぎてしまったことではあるんですが、

西那須野に最初に事務所があったときも、こっち

が都合悪い、あっちが都合悪いといってお金かけ

たんです、あそこ。そのときも私、福祉教育で見

に行って、ちょっといろいろびっくりしたんです

が、それで、それだけのことをいろいろやったに

もかかわらず、何で厚崎に移ったのかなというの

はふしぎだったんですが、去年はというか、その

ときはここではなかったので、聞かないまま来ち

ゃったんですが、そしてまた今、長寿センターに

移ると聞いて、一体何なんだろうというふうに思

ったものですから、結局移転すると、そのたびに

中に入れるものが違ったりとかしてお金かかるわ

けですよ。 

  長寿センターは、そうするともう、よほどじゃ

ない限りそこをもう事務所としてファミサポやっ

ていくというふうな考え方でいいんですか。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 委員おっしゃるとおり、

もう今後の移転等は考えてございません。よほど

のことがない限り。 

○山本委員 了解しました。 

○益子委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 課長のほうから、度々出生者数、減少

しているということを聞いて、減額しているとい

うことがありましたけれども、この出生者の推移

というか、どのぐらいか教えていただければ。 

○益子委員長 部長。 

○田代子ども未来部長 出生者につきましては、大

まかに言いますと、平成の二十五、六年ぐらいま

では大体毎年1,000人ぐらい生まれていたんです。

そこから結構減り始めまして、令和元年756人、

令和２年730人、令和３年687人、令和４年670人、

昨年が618人ということで、毎年ずっと減って、

10年前から比べると４割近く減っているというの

が実情ではございます。 

○益子委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 分かりました。この人数に合わせて予

算的なものは。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 当然のことながら出生数

というのは、この子供、子ども医療費、それから

ひとり親、そちらには大きく関わりがあります。 

  ただ、そうとばかり言えない、先ほどちらっと

お話ししましたけれども、特に子ども医療助成費

のほうに関しては高校生、正確に言うと１医療機

関ごとに2,000円までの自己負担というのを求め

ていたんです。一月。それを撤廃したというとこ

ろで、要するに受診をしやすいような環境になっ

たというところで、当然件数も増えてくるだろう

と。件数が変わらないにしても、扶助費の負担額

というのは増えていきますので、そういったこと

も勘案しまして、単純ではないですけれども、た

だ、大きく出生数というのは、やはりその辺は頭

の中に入れながらの試算というふうなことで計上

させていただいております。 

○益子委員長 その他いかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 今、その医療費の話が出たんですけれ

ども、つまり高校卒業するまでは、子供にとって

は全く無料になったという、そういうことになっ

たということでいいんですか。 

○益子委員長 子育て支援課長。 

○押久保子育て支援課長 あくまでも保険診療分に

限ります。 

  例えば、歯科医師、歯医者さんで保険診療適用

されないものもあります。あと通常の医療機関に

おいても適用されないものがたまにあります。そ

ういったものは当然のことながら丸々自己負担を
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お願いする形になるんですが、あくまでも保険証

で、今ですと３割負担、それでかかれるのにつき

ましては、一旦３割を負担してもらう。特に高校

生の場合です。で、手続によって自己負担をして

いただいた部分を償還払いという形で戻させてい

ただくということで、実質、その保険診療分につ

いては自己負担無料といいますか、自己負担は発

生しない形になります。最終的に。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、払うけれども戻るという、そ

ういうことでいいんですよね。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 あと補足ですけれども、

中学生まではもう現物給付になっています。窓口

払いは発生しません。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 76ページの児童福祉総務費なんですが、

本会議で質疑が出て、ヤングケアラーについての

説明があったんですが、これヤングケアラーの講

演会というのは、その対象者はどんな感じ、どう

いうふうに対象者を考えて。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 まず、年度ごとに、来年

度からスタートする形で、まず１年度内で小中学

校３校を回り順というような形で講演会を実施さ

せていただくと。あとは当然、教職員さん、学校

現場で、要するにヤングケアラーの一番重要なこ

とが早期発見といったようなことになっています

ので、教職員向けの研修、それと我々一般の市職

員を考えてございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 この間、小中の子供さんに対して３回

というふうに言ったんで、つまり今だと学校単位

で、１年目は３校、その次また３校といって、子

供さんに、それは話して分かっていただくという

ことで。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 やはりヤングケアラーと

して、一番は中学生かなというふうには思ってい

るところではあります。だから、メインで中学生

向けにというふうには、個人的にはちょっと考え

たいなというふうには思っていますが、ただ、予

備軍としてやはり小学生というところがあります

ので。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 その説明のときに３万円掛ける５回で、

それに交通費というふうになっていたんですが、

つまり子供に対しても、先生に対しても、市役所

の職員に対しても、同じ講師の方がお話をすると

いう理解でよろしいですか。 

○益子委員長 課長補佐。 

○亀田子育て支援課長補佐 誰が話すか講師につき

ましては、今ケアラー協議会の方に御協力をいた

だくことになっておりまして、その中でも話し合

って、元ヤングケアラーの方、経験者の方がいい

か、支援に当たっている方がいいのかというとこ

ろで、全く同じ方ではなくて違う視点からでもい

いのではないかということで、いろいろ意見をい

ただいているので今後検討していくところです。 

  ただ、元ヤングケアラーだった方が、あと今支

援実際携わっている方を中心に決定していこうか

なとは思っています。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 ヤングケアラーの講習会って何度か受

けたことあるんですが、話をされる方によってす

ごく違うんです。実際のところ。それが自分の聞

いている方の心に響くか、実際こういうのがヤン

グケアラーというんだよみたいなものって本当に

話される方によって違うので、毎回３万円と交通
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費を払うんであれば、ぜひ選考は市のほうでちゃ

んとやっていただきたいと、せっかくやるんだか

ら期待をしていますのでと思います。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  堤委員。 

○堤委員 78ページの子ども・子育て夢基金積立金

8,822万1,000円と、これは令和６年度の積立てと

いう格好なんですか。去年はいかが、どれぐらい、

去年と比べてどういうふうに。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  子育て支援課長。 

○押久保子育て支援課長 大変失礼しました。 

  今年度、積立額は5,849万8,511円ということで、

来年度は約3,000万円ほど増額となります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 結局、残高はそうするとトータルで見込

みは、令和６年度残というのはどれぐらいになり

ますか。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 残で約１億6,000万とな

ります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 これ、子ども・子育て夢基金の積立てと

いうのは、ふるさと納税の目的のほうから入って

くるという格好でよろしいんですか。 

○益子委員長 答弁求めます。 

  課長。 

○押久保子育て支援課長 ふるさと納税で、ふるさ

と寄附区分、こちらで未来ある子供の笑顔のため

に子ども・子育て夢基金というメニューがござい

まして、そちらで協力をいただいている方々から

の寄附金がというふうなことになります。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 残高が令和６年度で1.6億を見込むとい

うことなんですが、今後この夢基金の使い方は、

主なものはどんなものを想定されているんでしょ

うか。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 一応、令和６年度のほうの

夢基金のほうの歳出というところでは、庁内事業

というところで、庁内の事業で主な4,000万円、

そちらに15事業のほうに充てる予定でして、庁外

事業ということで子ども食堂を中心に555万5,000

円を充当する予定となっております。 

○益子委員長 よろしいですか。玉野委員。 

○玉野委員 同じところなんですけれども、夢基金

の推移、どういうことに推移、上がってきている

と思うんですけれども、と同時に部長が話された

ように子供が減っている。逆になっていますね。

推移が上がっていて、それからこの基金に対して

応募してくれるという地域は、じゃアバウトで分

かるんですか。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 大変申し訳ございません。

その辺のデータ、ちょっと持ち合わせておりませ

ん。申し訳ないです。 

○益子委員長 玉野委員。 

○玉野委員 特に田舎というか地方の孤立と都会の

孤立、やっぱり都会からのそういう応援というか、

ないかなと推察して聞いてみたんですけれども。

この基金は大体、ここ二、三年のやつは分かりま

すか。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 こちらの夢基金のほうが始
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まりましたのが令和３年度からというところで、

令和３年度のふるさと寄附金のほうが2,165万

4,000円、令和４年度に入ってきたのが5,865万

2,000円、今年度が5,848万8,000円で、来年度、

今年１年分の入ってきたものが8,812万8,500円と

なっております。 

○益子委員長 ほか、いかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 78ページ、同じところの一番上の子育

てコミュニティ広場のことなんですけれども、１

つは使用料と賃借料の中で、テナント料と駐車場

と書いてある、これを分けて教えてください。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 こちらの賃借料のほか、テ

ナントの使用料が月額７万4,620円、共益費が１

万8,655円、駐車場が4,000円、こちらが税抜きで

すので、それぞれに消費税額がかかりまして、一

月当たり合わせると10万7,002円にという形にな

っております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 その下の遊具を買い換えるということ

なんですが、80万円というふうになっているんで

すが、80万円で何を買うんですか。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 一応、今予定しております

のが、あちらの広場で中型の遊具、子供が立って

遊べるような、資料あるんですが、中型遊具がち

ょっと不足しているところがございますので、こ

ちらに一応現時点ではボーネルンド、木製の、穴

に入れたりとか、そういったものを想定しており

ます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 ボーネルンドと聞いて、ああと思った

んですが、あそこ、いいものたくさんありますの

で、ぜひ本当に子供が使えるものを選んでいただ

きたいと思うのと、それからもう一つはこのコミ

ュニティ広場、結構お金かけているんですよね。

で、実際に来ている子供たちとか、親御さんも来

ているんですが、かけるお金と使っている人たち

の、どうやってそれを測るかは難しいんですが、

その辺のバランスというのはどのように考えてい

るのか教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 単純に集う場だけではな

くて、保育コンシェルジュさんもいるということ

で、育児に対する悩み相談なんかも、そちらで受

けてもらうことができるようにしているというと

ころがあるものですから、単純に入場者数とかと

いうふうなところだけでどうかなというところは、

正直なところ思っているところではあるんです。 

  やはり、特に誰にも相談できない悩みなんかも、

その場で、そこに行けば相談ができるというふう

なことも対応できるようにというふうな場として

設けているもの、そういった側面もあります。 

  あと入場者数とか何とか、その辺は。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 入場者数なんですけれども、

今年度12月末日までで、４月から12月で一応１万

1,443人の入場者数となっております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 ９か月ということですね。９か月で１

万人ということは、一月1,000人ぐらい来ている

という、トータルで、子供も大人もということな

んですが、ここで相談をしているというのは多い

んですか。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 毎日というところではない

ですが、相談しに来るという相談件数としては月

に５件ぐらいかなというところなんです。すみま

せん、詳しい数字はちょっと持ち合わせてはいな
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いんですけれども、来たついでにちょっとした相

談をお母様のほうから聞いて、それに対して子育

てコンシェルジュのほうが分かる範囲でお答えし

ているというところなんですが、難しいようであ

れば相談機関のほうを案内するという形になりま

す。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 ここは一度来た方は何度も来るという

ようなことは多いんでしょうか。 

○益子委員長 子ども福祉係長。 

○髙野子ども福祉係長 すみません、そちらもちょ

っと新規の利用者と計何回も来ているかというと

ころは、分けて数字のほうはちょっと持っていな

いんですけれども、やはり何回も来ていただいて

いる方が多いかなというふうなところで、全体で

は感じております。 

○益子委員長 その他いかがですか。 

  室井委員。 

○室井委員 ちょっとヤングケアラーの件について

伺いたいんですが、以前私の記憶だと、中学校２

年生、それから小学校５年生のときに何かヤング

ケアラーの調査をしているという、ちょっと私の

イメージというか記憶があるんですが、これは間

違っていますか。毎年行っていたりするもんです

か。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 実は今年度、対象者の中

学校、義務教育学校がございますので、中学校２

年生相当と小学生で５年生相当。先ほどの第３期

の子ども・子育て未来プラン、こちらを策定する

に当たりまして、生活実態調査というものを今年

度かけさせていただいております。このプラン、

計画を更新する際に、広く政策に反映させるため

の実態を把握する、あとはもう一つ、ニーズ調査

というものもございまして、そちらも今日送らせ

ていただく予定となっているんですけれども、就

学前の保護者の方ですとか、そういった方を対象

に、あくまでも計画を策定するためにというとこ

ろで、先ほど委員、毎年というようなお話あった

かと思うんですが、毎年はやってございません。 

○益子委員長 部長。 

○田代子ども未来部長 補足いたしますと、プラン

が５年に１回ですので、５年に１回ということで

令和元年にやったのかな、前回は。コロナがあっ

たもんですから、ちょっと１年延期になりまして

今年やっているということで、その実態調査につ

きましても、全てヤングケアラーの調査ではござ

いませんで、ヤングケアラーに関するのは一、二

項目ぐらい入れているということであります。 

○益子委員長 室井委員。 

○室井委員 多分こんな情勢ですので、日に日にそ

ういったものも変わるのが早いスパンになってき

ているのかなというのと、一度そういう形でヤン

グケアラーになってしまうと、もうずっとそれが

続くのが、多分小学校５年生から中学校２年生み

たいなところになっちゃうと、その間にかなり悩

む方がいらっしゃるのかなと思ったので、何か学

校の先生等々はまめに見ていただいているとは思

うんですが、何かそれに対応していくようなお考

えがあるか、お伺いできますか。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 そこで、全ての市内の小

中学生にというふうなところで来年度はちょっと

できないんですけれども、先ほど話したように中

学校単位での講演会と、あとはやはり児童生徒さ

んを預かる教職員の方向けの研修会と、繰り返し

お話をさせていただくようになってしまうんです

が、やはりヤングケアラーって早期発見、こうい

ったものが非常に重要なので、そういったことに

少しでも資することができるようにというふうな
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ところで、新規で来年度からやらせていただきた

いということで、今回予算計上させてもらってお

ります。 

○益子委員長 部長。 

○田代子ども未来部長 あと補足いたしますと、ヤ

ングケアラーに対する新しいサービスといたしま

して、子育て支援課ではないんですけれども、ヤ

ングケアラーの方というのは本来親が行うべき家

事なんかを子供たちが行っていることによって、

勉強ができなかったり、部活に行けなかったり、

友達と遊べませんので、そういった負担を軽減す

るために家事支援サービスというものを来年度、

今の若干やっていることはやっているんですけれ

ども、新しい事業を構築しまして、そういった家

庭に支援員さんが出向いて、お掃除をやったりと

か洗濯をやったりとか、あとお料理をつくったり

とか、そういったサービスを予定しているところ

であります。 

○室井委員 分かりました。 

○益子委員長 ほかいかがですか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 いいですか。 

  83ページの遺児手当費、扶助費ということで遺

児手当というふうになっているんですが、これの

扶助の要件と、それから168万6,000円の算出の根

拠をお願いいたします。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  子育て支援課長。 

○押久保子育て支援課長 来年度の予算につきまし

ては、現在継続して給付している児童分として

474人おります。これはあくまで想定ですが、新

規、来年度に新たにというふうなところで88人と

いうような積算してございまして、月額１人

3,000円というところで168万6,000円、こちらを

計上しております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは、そうすると両親ともいらっし

ゃらないということなんでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 両親に限らず、どちらか

一方がというふうな場合も該当いたします。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、その下にあるひとり親家

庭の扶助費、児童扶養手当と合算して支払われる

ものだということでよろしいんですか。ひとり親

の場合は。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 児童扶養手当の場合は所

得要件ございますので、その場合に一部支給停止

になったり、場合によっては全部停止になったり

というふうなことがございますので、必ずしも一

致するというようなことではないんですが、かな

り該当してくる可能性は、リンクしてくる可能性

がございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 もう一点、歳入の資料を添付していた

だいていて、一番最後のページになるんですが、

こちらでまず児童手当負担金ということで国が45

分の37、県が同じものなんだろうと思うんですが、

45分の４ということは、これが45分の41ですから、

市が45分の４という、そういう考え方をすればい

いということですか。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長。 

○押久保子育て支援課長 本当に細かい数字で、２

分の１とか３分の１とかという数字じゃないんで、

国のほうで45分の37、それと県で45分の４という

ことですから、45分の41ということで、残った45

分の４、それが純粋に市が負担する分ということ

になります。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  もう一つ、一番最後の⑦番というのは産後ケア

利用者負担軽減支援補助金で、宿泊型6,250円と

デイ・サービス型3,750円というのは、どういう

場合にどういう要件で支払われるんでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 こちらは、相談課さんの

歳入分になってきちゃって、こちらの資料が子ど

も未来部分をちょっとひとまとめにしたものにな

ってございまして、１つの例えば交付金であった

としても、その中が細分化されていまして、この

分が何、どこの課、どこの課というふうなことに

なっているもんですから、そういうこと分かりづ

らくて大変申し訳ないんですが。 

○相馬委員 では、大丈夫です。 

○益子委員長 そのほか、いかがですか。 

  副委員長。 

○星副委員長 ちょっとヤングケアラーの話に戻っ

ちゃうんですけれども。先ほど家事支援の話があ

ったんですが、これって時間制になっているんで

すか。１回30分とか１時間とか。 

○益子委員長 部長。 

○田代子ども未来部長 こちらの案件につきまして

は、子育て相談課のほうで範疇になっていますの

で、次のほうで御質問していただければと思いま

す。申し訳ありません。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 分かりました。 

  あと別のところなんですが、77ページのつどい

の広場運営費なんですけれども、これ去年に比べ

ますと、900万ぐらいでしょうか。 

〔「これも相談課」と言う人あり〕 

○星副委員長 これも相談課。分かりました。 

  じゃ、子育て応援券は。こちらね。 

  子育て応援券に関しては、利用方法に関してい

ろいろやっぱり問合せ、もう少し使い勝手がいい

ほうがいいんじゃないかというのはあると思うん

ですけれども、これはまだ見直しはなく、もう去

年と同じ利用の仕方でということでの金額の予算

ということで。 

○益子委員長 子育て支援課長。 

○押久保子育て支援課長 まず予算的なものは、ど

うしても出生数がこちらの場合減ってきていると

いうところで、減らしているものが大きいです。 

  実際こちら、本当に中身のほう、サービスの範

囲ですとか、あとは協力していただける事業所さ

んを増やすですとか、そういったことを本当のと

ころをやらなきゃいけないところなんですけれど

も、正直ちょっとその部分は、今年度できており

ませんでした。なので今後、本当にその辺は考え

ていかなきゃなというふうなところでは考えてお

ります。 

  ただ、金額的に減っているものというものは、

やっぱり一番大きいのは出生数が減ってきている

というところが大きいです。 

○益子委員長 副委員長。 
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○星副委員長 他のサービス内容に関しては今後検

討ということですね。分かりました。 

  それとあと、89ページも子育て相談課になるか

もしれない、母子手帳アプリに関しては子育て相

談ね。分かりました。 

○益子委員長 ほかございませんか。 

  堤委員。 

○堤委員 子育て支援課、子育て相談課ということ

で、このすみ分けについてちょっとお聞きしたい。 

  まず、この90ページの例えば6001事業で、出

産・子育て応援交付金交付事業というのがあるん

ですが、これも子育て相談課になるという格好な

ので、結局この名称だけでいくと、例えば子育て

応援券は子育て支援課のほうだと。今回のこの90

ページの子育て応援交付金は子育て相談課という

ことで、なかなかちょっと分かりづらいところが

あるんですけれども、何かそういう予算上のすみ

分けをどういうふうに考えていけばいいですか。 

○益子委員長 子ども未来部長。 

○田代子ども未来部長 予算上のすみ分けというこ

となんですが、子育て支援課と子育て相談課とい

うことであるんですが、子育て相談課につきまし

ては、大きく言いますと、妊娠出産、あと発達支

援、ひとり親、あと虐待に関わるようなものがそ

ちらの予算ということで、今、委員御指摘の出

産・子育て交付金につきましては、出産したとき

と、あと妊娠届があったときに生まれるものなん

で、出産と妊娠に関わっているんで相談課という

すみ分けになって、こちらはそれ以外のものとい

うような、もう少し詳しく説明すればいいんでし

ょうけれども、分かりづらいんで、そんなような

イメージですみ分けしていただければと思います。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 以前は何か備考欄があって、この項目は

子育て支援課です、この項目は子育て相談課だと

いう、何かちょっと書類上一目で分かればいいな

というふうに思うんですけれども。 

○益子委員長 それは質疑ではなくて要望というこ

とでよろしいですか。 

○堤委員 はい。 

○益子委員長 田代部長。 

○田代子ども未来部長 そのすみ分けがついている

のが決算書なんですよね。決算書は括弧、子育て

相談課、子育て支援課というふうに書いてありま

すので、確かに言われてみれば紛らわしいところ

もございますんで、ちょっと要望として財政課の

ほうに伝えておきたいと思いますんで。 

○益子委員長 それでは、ほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議ないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 
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〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、挙手によ

り採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算、原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○益子委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  子育て支援課の所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て相談課の審査 

○益子委員長 ただいまから子育て相談課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  子育て相談課については、福祉教育常任委員会

に対する付託案件がございませんので、予算常任

委員会（第二分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○菊地子育て相談課長 （議案第８号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○星副委員長 81ページの３款２項４目、一番上の

段です。児童福祉相談システム、これは様々な相

談に関して一元管理ができるものということだっ

たんですが、これのもう少し詳細を。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 こちらの相談システムなん

ですけれども、現在、３つの担当で相談支援業務

をしております。今現在も相談支援を行った際に

相談記録でありますとか、注意公表、それぞれで、

もちろんデータで発生しているところなんですが、

今現在そちらのほうがそれぞれ別個のもので運用

というか、ワードであったり、別々のものでやっ

ておりまして、我々の業務、各担当ともにつなが

りが結構多く、我々が支援する最初の家庭という

ものがいろんな問題が複合的に絡み合ってきてい

るという背景がだんだん増えてきている、深刻化

しているというところがございますので、そうい

った相談支援に関するデータというところを各担

当がより効率的に把握できる。それから、相談業

務を行った際の相談記録であったり、各種帳票で

あったり、そういったものをより効率的に管理運

用するためにシステムを導入するということにな

りまして、これによりまして、より事務の効率化

が図られるというのと、各担当が常にそういった

今の経過であるとか、そういったところを把握で
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きるというところ。 

  あとは国などに各種報告を要するもののデータ

などの修正なども、そういったことを、このシス

テムにより簡易にできるようになるということで、

事務の効率化というところが目的であり、それに

よりまして、評価、職員の時間外勤務というとこ

ろも多くなってございますので、そういったとこ

ろも少しでも削減を図って、実際の相談支援のほ

うにより注力できるようにということで、このシ

ステムを今回導入したいということになっており

ます。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうすると、各担当課というのは、

子育て支援課、子育て相談課と、あと。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 担当課と言ったんですが、

各担当です。課内の各３つの担当、担当制という

ことで、要するに各係なんですけれども。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうすると、例えば今、複合的な家

庭的な問題があるおうちが増えてきているという

ところでは、子育てだけではなくて、例えば福祉

業務関係と絡んでいる家庭もあると思うんですよ。

だから、要は社会福祉課だったりとか障害福祉と、

そこをまたつながるということではないというこ

とですね。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 今回のシステムは、あくま

でも課内のそういった状況のために導入するもの

ということになっております。 

  副委員長おっしゃられた各課との連携とか、情

報共有については、また別の社会福祉課のほうで

そういったシステムがございまして、こちらのほ

うでは、うちの相談課にも端末が用意しているも

のがありますので、必要に応じてはそちらのほう

で、横の情報共有だったり連携というのは図ると。

今回については、あくまでもメンバー課内の業務

をより効率化させたいということで入れるもので

す。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 今のところの児童福祉相談システムの構

築導入、保守ということになっていますが、導入

のめどといいますか、令和６年度にどれぐらいの

ところで出しているんですか。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 ６年度に入りましたら、

早々に業者選定のほうを進めたいと思っておりま

して、今想定しているスケジュールで言いますと、

６月中には契約を結び、それから導入の準備をし

ていくと。今までの相談記録のデータなども新た

にこのシステムに入れていくというような作業も

ずっと続けていきまして、本稼働、実際にそのシ

ステムをやって稼働するという想定としては、令

和７年の２月から本稼働ということで、今現在の

スケジュールとしては想定しています。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 これも課内で３担当で共有するというこ

とですので、課をまたがるということはないかと

思うんですけれども、課内といえども、いろんな

職員さんのレベルがあるかと思いますけれども、

このシステムちょっと複雑さがあるのかないのか

という問題と、あと研修なんかを必要とするかど

うかを。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 目的としては、より効率的

に、より簡易にできるような形のシステム、今ま

でのように複雑にとか、時間のかかるものをより

簡略にさせたいということになっておりますので、

複雑な操作が必要とか、そういったものではない

というところで御承知ください。あとは必要によ
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って、導入業者さんからの研修といいますか説明

とかというところは、適宜やっていけばいいとは

思っています。 

○益子委員長 ほか、いかがですか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 80ページの一番下です。こども家庭セ

ンター事業費、2001事業費の児童家庭相談スーパ

ーバイザー謝礼と、まずこのスーパーバイザーと

いう方がどういう方なのかと、その47万円の事業

内容をお伺いいたします。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 この児童家庭相談スーパー

バイザーというものが、我々のほうで支援を必要

とする家庭の援助方針等を検討する際に、そうい

ったときに適時助言、アドバイスをいただく方と

いうことで、現在来ていただいている方が元児童

相談所の所長をされていた方が、今現在来ていた

だいているところです。こちらの方が、今回予算

計上させていただいているものとしては１回当た

り１万3,050円なんですけれども、掛ける36回と

いうことで、月でいうと３回程度来ていただいて、

入ってきたところです。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、相談をされるのは市民の

方なんですか。それとも、職員の方なんですか。 

○益子委員長 子育て相談課長。 

○菊地子育て相談課長 相談を受けるのは、我々職

員が受けるという形、我々職員がどういった支援

を必要とするか、どういう援助をしていけばいい

かということを決定していく際に助言をいただく

というものです。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  それから、89ページに飛びまして、妊産婦乳幼

児保健費の中で、扶助費委託料で、先ほど産後ケ

アと１か月健診を拡充を図ったために予算が増え

ましたという説明だったような気がするんですが、

これまでと来年度とどういうふうに違うのか、説

明してもらってよろしいですか。 

○益子委員長 母子保健担当主幹兼グループリーダ

ー。 

○金山母子保健担当主幹兼ＧＬ まず最初に産後ケ

アについて御説明をさせていただいていいでしょ

うか。 

  産後ケアは、実施内容としまして３つの方法が

ありまして、宿泊型、お泊りをして支援を受ける

方と、デイ・サービス、日中その施設に行ってサ

ービスを受ける、その２つしかないんですけれど

も、来年度からは居宅訪問型という形で、こちら

から助産師が訪問をして支援をしていくというも

のを１つ増やしております。 

  ですので、選択肢として１つ増やしたという形

で、あともう一つ、対象者が今までは産後ケアの

支援が必要になった方、何らかの心のケアであっ

たり負担の大きな部分があったときには、支援が

必要な人に産後ケアを実施していましたけれども、

来年度からはユニバーサルサービス、誰もが必要

だ、使いたいという方は皆さん受けられるような

制度に変更しています。ですから、委託料のほう

が増えているという形になっております。 

  あと１か月健診のお話だったと思うんですけれ

ども、現状、赤ちゃん、お子さんを出産した病院

で、保護者の自費で１か月健診を受けております。

国のほうで切れ目のない支援という形で、妊娠期

から出産後にかけて支援をしていくという中での

乳幼児健康診査の評価という形で、１か月健診を

費用の一部負担という形で今まで自己負担してい

た部分を、経済的な補助という形で支援を入れて

いったほうがいいですよという形で、国のほうか

ら、そういう制度化を拡充していきなさいという
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形になっておりますので、本市もその流れに乗り

まして、１か月健診の費用を助成する形で、委託

料のほうに計上させていただいております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。先ほどの、そうすると

産後ケアの歳入の資料、違うところでさっき質疑

をしてしまったところなんですが、一番最後のペ

ージの⑦番、宿泊型が先ほど言いましたように

6,250円、これは歳入ですから、国かどこかから

補助が入るということですか。 

○益子委員長 母子保健担当主幹兼グループリーダ

ー。 

○金山母子保健担当主幹兼ＧＬ こちらに関しまし

ては、利用者の負担金のほうの軽減制度というの

が国にありまして、利用者全てに関して2,500円

ですので、国が1,250円で、市が1,250円で、また

県が1,250円というものを上限で自己負担額の補

助を入れてくださいというものがありまして、そ

れを令和６年度から活用するという意味で、ここ

に記載されているとおり非課税世帯の方は、ここ

６万6,250円という形になるんですね。５泊、要

するに平均５泊しているという形になります、計

上しておりますので、１人当たり５泊すると、国

の補助だけが２分の１で、市が２分の１という金

額になります。そこに国と県を合わせて3,750円

の自己負担の上限というものを助成していますの

で、その助成が入りますと、宿泊型をとってお話

をすると、１日２万5,000円で、１泊すると５万

円という費用がかかってくるんです。そこの通常

課税世帯の方は２割自己負担になりますので、５

万円掛ける２割で１万円の自己負担が出てくると

いう形になるので、そこに先ほど言いました

3,750円を入れますと6,250円。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 6,250円というのは、そうすると利用

者からの歳入ということですね。 

○益子委員長 母子保健担当主幹兼グループリーダ

ー。 

○金山母子保健担当主幹兼ＧＬ 6,250円は個人の

自己負担であって、それ以外の部分を市と県と国

で持つという形になります。ですので、県は

1,250円上限ですけれども、市と県は残り分を半

分するという形ですので、ここに掲げて、金額的

に５泊利用した方が130人ぐらい使用されるかな

という形で、この金額を計上させていただいてお

ります。 

○益子委員長 ほか、いかがですか。 

  堤委員。 

○堤委員 先ほど相馬委員のほうと少し関連で、80

ページの児童福祉相談スーパーバイザーというこ

とで、スーパーバイザーという言葉が、コンピュ

ーターの世界では、非常に強い権限を持つような

名前なんですね。これがなぜつけられたかという

ことなんですが、このそれぞれの今度の児童福祉

相談システムを導入するに当たっての多分いろん

なアドバイスだとは思うんですが、そういう点で、

このスーパーバイザーの方の単なる助言に限るの

か、あるいは何かまとめる権限があるのか、何か

そういうところを。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 あくまでも行っていただく

のは助言でありまして、権限をもって何かをする

というものではございません。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 名前の由来は。どのように考えているの

ですか。 

○益子委員長 児童家庭担当グループリーダー。 

○戸室児童家庭担当ＧＬ 国の説明資料では、こう

いったスーパーバイザーという言葉で説明されて

いたもので、その同様に使っております。 



－216－ 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 この謝礼が今回計上されていますが、こ

れは１回限りということなのか、あるいはこうい

う助言を来年度も引き続いてやっていく考えはあ

るんでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 基本的には、こちら継続し

ていきたいというふうに考えています。 

○益子委員長 そのほかいかがですか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほどの89ページの助成整備の中の１

か月児健診のことで、ちょっと分からなかったん

ですが、１か月たった子供は、今までは産んだ病

院でとおっしゃっていたんですが、これは産んだ

病院じゃなくて、例えば出産してここのまちに帰

ってくれば、ここで受けることができてというこ

とでよろしいんですか。 

○益子委員長 母子保健担当主幹兼グループリーダ

ー。 

○金山母子保健担当主幹兼ＧＬ １か月健診は基本、

出産か分娩をした病院で主に小児科の先生が診察

をしていますので、市内で産んだ方は市内の出産

した病院で１か月健診をしていただく。また里帰

りした先の病院で産んだ方は、里帰りした病院で

受けていただくという形になっておりますという

ことで、自己負担で受けていただくという。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 それが自己負担でなくなるということ、

どこで受けようが、産んだところでなくてもオー

ケーですということになるということなんですね。 

○益子委員長 母子保健担当主幹兼グループリーダ

ー。 

○金山母子保健担当主幹兼ＧＬ 出産分娩という扱

いの病院が、大きく３か所になっておりますので、

そちらと委託契約をさせていただいて、そこで自

己負担になりますが、若干ちょっと高めの設定の

ところは自己負担もあるけれども、あとは里帰り

先で受けた場合には、受けたものを後から償還払

いでお返しするという形になります。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 続けて、82ページ、83ページの女性相

談支援費のことなんですけれども、ここの83ペー

ジのほうに、補助金としてＤＶ被害者支援団体に

30万円というのがあるんです。この30万円はもう

長らく何十年も変わっていないお金なんです。こ

のＤＶ被害者支援団体に今現在、那須塩原市の人

がどのくらい関わってもらっていて、利用してい

るのか教えてください。 

○益子委員長 発達支援・ひとり親担当グループリ

ーダー。 

○相馬発達支援・ひとり親担当ＧＬ 女性相談支援

費の補助金につきましては、平成29年増額しまし

て、30万円に増額したものになっております。 

  利用の頻度としては、一時シェルターの運営費

ですとか、あとは相談対応費ということで、運営

をしていただいている部分になります。利用人数

なんですけれども、ＤＶ被害者を支援するという

立場もございますので、直近のデータというのは、

なかなか秘匿性がありますので、こちらとしても

把握していないというのは正直なところですが、

過去のデータを見ますと、シェルター件数、年一、

二回は市内で利用されている方がいらっしゃると

いうところで、数値のほうは把握しているという

状況です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 本当に一、二回なんですか。 

○益子委員長 発達支援・ひとり親担当グループリ

ーダー。 

○相馬発達支援・ひとり親担当ＧＬ 一、二回とい

うか１世帯、２世帯というところで。 
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  そのほかにもシェルターといたしまして、県の

ほうに一時保護所がありますので、そちらのほう

利用するか、補助金支払っている団体に支払う場

合には、直接利用されるという方がおられますの

で、ほとんどの相談者の方は、市に相談があって

一時保護所を通してということが多いので、基本

的には２世帯程度が並行して続いているというふ

うに把握しています。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 かつて、この民間団体なんですが、非

常に多かったんですね。那須塩原市、あるいは黒

磯のときとか、なんですけれども、そうすると、

先ほど秘匿義務があるというふうにおっしゃった

んですが、ＤＶの関係の方は減っているというふ

うに見ていいんでしょうか。ちょっとびっくりし

たんですけれども。 

○益子委員長 発達支援・ひとり親担当グループリ

ーダー。 

○相馬発達支援・ひとり親担当ＧＬ ＤＶ被害なん

ですけれども、こちらで相談受けている感じです

と、身体的暴力というものにつきましては、やは

り当時10年前と比べますと大分減っているという

状況になります。一時保護が必要な場合というの

は大体生命に危険がある場合が多いので、身体的

暴力自体は、相談件数とか警察扱い件数も減少傾

向にあると捉えておりますが、やはり今多いのは、

モラハラですとか経済的なＤＶというところが主

になっておりますので、もちろん生命が必要な場

合にはシェルターという形で保護するんですけれ

ども、シェルターに保護するケースというのは減

ってきているような状態ですが、ＤＶ相談自体は

その内容自体がどんどん変わっていまして、1人

につき長い相談支援をするという方が多いのが現

状でございます。 

○益子委員長 ほかいかがですか。 

  副委員長。 

○星副委員長 77ページのつどいの広場の運営費な

んですが、去年とほぼ変わらずの予算計上だと思

うんですけれども、子供さんの数が減ってきてい

るというのも先ほどの指定管理費であったんです

が、つどいの広場の運営に関しましては、子供利

用者さんはそのまま変わらず、皆さん利用者数は

変わらないままということなんですか。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 こちらのサロンとか、そう

いったところを利用される方自体は減ってはいな

いと認識していて、あとコロナ禍のときには、ど

うしても実際利用が制限されたという部分はあり

ましたけれども、それが今度は５類に移行したこ

とによりまして、こういったスペース、サロンと

かを利用するニーズというのはまた再び上がって

きているところで、実際利用されている方もいら

っしゃるのが実際のところです。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 81ページの児童虐待防止対策費4001

事業なんですが、これの報奨金のところでの謝礼

で、虐待者の行動変容講座の講師ということがあ

りますが、これの講座についてお聞きしたいです。

これって令和５年度にも事業をやっていると思う

んですが、行動変容の講座ということで誰に対し

ての講座なのか。あと、どういった方が来て講師

をしてくださっているのか。 

○益子委員長 児童家庭担当グループリーダー。 

○戸室児童家庭担当ＧＬ こちらの虐待者の行動変

容の講座のことなんですけれども、今年度講師を

お願いしているのは、さくら市にあります養徳園

さんのちゅうりっぷというところに勤務している

方でして、ちゅりっぷさんとはショートステイで

もお付合いがあるところです。そこの方にペアレ

ントトレーニングという、宇都宮のほうではそう



－218－ 

いった講座を開催されているところがあるんです

けれども、ここの那須塩原の方にその宇都宮の講

座に参加してみてはというのは、ちょっと距離の

問題があって、なかなか参加が難しいということ

で、こちらにちゅうりっぷの職員の方に来ていた

だいて、似たようなペアレントトレーニング、具

体的には子供の行動、困ったときにどういう声か

けをしたらいいでしょうかとか、そういったこと

を個別に対応するということを今年度から始めま

した。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 個別に対応ということは、講習会で

たくさんの人を集めて講演会をやるではなくて、

子育てについて御相談、来た方に対して、この親

は例えば、これ虐待者なので虐待している親に対

して、この人はペアトレ必要だなと思ったときに、

この養徳園さんのちゅうりっぷの先生にアドバイ

スをいただきながら支援をしているというふうな

イメージでいいんですか。 

○益子委員長 児童家庭担当グループリーダー。 

○戸室児童家庭担当ＧＬ そうですね。この方にペ

アレントトレーニングが必要だというのは、こち

らの職員で見立てまして、そこへちゅうりっぷの

先生におつなぎして、この方はこういう虐待のこ

とがあって、こういう支援が必要なんですという

ことを事前情報お伝えしまして、また実施前にも

保護者と面談をしていただいて、それから、こう

いったメニューをしていきましょうという提案も

向こうからいただいている。で、今のところ、グ

ループでは実施しておりません。グループでも実

施するプログラムもあるんですけれども、まだ始

まったばかりですので、今のところ個別に実施し

ております。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 では、何回かやっているという。要

は、それを受けたことによって、やはり親御さん

もだんだん変わってきたなみたいな部分というの

は、まだやり始めたばっかりなんで、そこは難し

いのかなと思うんですけれども。どうなんでしょ

う。 

○益子委員長 児童家庭担当グループリーダー。 

○戸室児童家庭担当ＧＬ 今年度に関しては、今の

ところ実施者は１件となっておりまして、まだ変

化、認識は大分、理解は深まったかなと思うんで

すけれども、効果のところはちょっとこれからと

いう状況です。 

○益子委員長 ほかいかがですか。よろしいですか。 

  山本委員。 

○山本委員 77ページの、先ほどつどいの広場の話

が出たんですが、これの委託料の積算根拠を細か

く教えてください。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４７分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長。 

○菊地子育て相談課長 ２か所実施しておりまして、

黒磯地区のほうが令和６年度予算の740万で、西

那須野地区のもう一箇所のほうが665万3,350円、

委託料ということで。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 それは、そういう形で渡していて、つ

まり同じところだと思うんですけれども、つまり

1,405万4,000円を渡して、何を使うかということ

に対してはお任せという形なんですか。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 月ごとに報告書をいただい



－219－ 

ておりまして、何にどういった経費でどういった

ことで使ったかというような報告と、あと利用の

例えば人数であるとか、そういったものを報告い

ただいて、それに基づいて月ごとにお支払いをし

ているというものになります。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 去年から少し増えているくらいで、あ

んまり変わらない、今年からということなんです

が、つまり来年も同じような形で出していきたい

ということでよろしいということですよね。 

  あとは、その他で聞きます。 

○益子委員長 ほかはございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、挙手によ

り採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○益子委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  子育て相談課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 零時０６分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○益子委員長 ただいまから保育課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  保育課については、福祉教育常任委員会に対す

る付託案件がございませんので、予算常任委員会

（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○益子委員長 それでは、議案第８号 令和６年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 
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  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○佐藤保育課長 （議案第８号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○星副委員長 79ページの保育園管理運営費、2001

事業の使用料及び賃貸料の中の使用料で、保育支

援システムが去年から導入されていますけれども、

こちらのほうの導入された効果的な部分、事務手

続だったりとか、保護者も多分、子供の退園だっ

たりとか、そういったことでシステム化されてい

ると思うんですけれども、どのような声があるの

か。実際に事務効率が上がっているのかどうか。 

○益子委員長 企画係長。 

○鍋島企画係長 効果の部分なんですけれども、こ

れから具体的にはアンケート等をとりまして、保

護者の皆様からお声をいただきたいと思っており

ます。 

  ただ、園長先生とか保育園の先生とお話しする

限り、いつでも連絡できるようになったですとか、

あるいは登校の打刻をすると保護者のアプリのほ

うに通知が行ったりですとか、それを家族でも共

有できるような形になっておりまして、ちゃんと

お迎え行ったのかなとか、送ったのかなとか、そ

ういったことがシステム的に把握できるようにな

っておりまして、そういった面でも、安全面でも

効果あるのかなというようなお声もいただいてお

ります。 

  事務的な面につきましては、まだまだこれから

慣れていくという部分もあるので、一概に何分効

率的になったとかというところに関してはあれな

んですけれども、どんどん慣れていけば、よりう

まく使えていくにつれて、効果が出てくるものか

なというふうに担当としては考えているところで

ございます。 

○益子委員長 ほかはいかがですか。 

  堤委員。 

○堤委員 79ページの保育園管理運営費のところで

すが、先ほど、ひがしなす保育園は民営化された

ということで聞いていますけれども、大貫保育園

は廃止、廃園だけですか。大貫保育園は。 

○益子委員長 課長。 

○佐藤保育課長 大貫保育園は廃止ということでご

ざいます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 いろいろ保育園、まだ残っているとは思

うんですが、今後廃園される保育園の予定とか、

あるいは民営化の予定とか、そういうのが分かれ

ば教えていただきたい。 

○益子委員長 課長。 

○佐藤保育課長 具体的には、まだどの園というこ

とではないんですけれども、やはり今現在、少子

化の状況とか、そういったものを勘案しながら、

来年度、保育園整備計画を見直すタイミングでご

ざいますので、そういった中で、先ほど言った民

営化、廃止、具体化していきたいと考えておりま

す。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 大貫保育園は廃園になっても多少、西保

育園が非常に近い距離感にあって、そこへ登園さ

れる方は結構まだ行けるかと思うんですけれども、

今後の民営化廃園等の計画の中で、今の現状の保

護者の方もどういうふうに変わっていくかという

のも十分考慮に入れていただければと思います。

要望です。 

○益子委員長 意見としてお伺いします。 

  ほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところの賃借料の中に、旧いなむ
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ら保育園放射能除去土保管用地とあるんですが、

これはどこかにまだ置きっ放しになっているもの

なんですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐藤保育課長 実は旧いなむらの一画をまだ除去

土が埋まっているというか、あります。そのため

に賃借で借りているという形になります。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 まずいんじゃないんですか。何かそれ

を持っていくとか、そういうことはできない、こ

れは置いておくんですか、あの場所に。 

○益子委員長 企画係長。 

○鍋島企画係長 その除去土につきましては、敷地

外に持ち出せないという形でなっているというこ

とに定まっておるというとのことで、引き続き借

りてそこに置いておくしかないというような形で、

所管局のほうと調整した中で、そういった形にな

っておりますので。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 旧いなむら保育園の場所分かるんです

けれども、これちなみに、いかほど出している。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○吉冨保育課長補佐兼管理係長 こちらの保管場所

として年間８万4,000円をお支払いをさせていた

だいています。 

○山本委員 分かりました。 

○益子委員長 ほか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 80ページの民間保育施設施設運営支援

事業ということで、先ほど業務効率化推進事業が

560万の減というふうな御説明だったんですが、

まず今年度新規事業でやっているんだと思うんで

すが、事業の内容と、それから減になる理由をも

う一度御説明いただいていいですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐藤保育課長 こちらの事業につきましては、ま

ず事業の補助の目的につきましては、民間の施設

におきまして保育支援システム導入費ということ

での補助事業になります。 

  今年度におきましては、アンケートというか事

前に確認をした市内の保育施設に、そういった支

援システムの導入があるかないか確認をさせてい

ただいたところ、10園でまだ整備がされていない

というところで、今年度におきましては10園分の

予算を計上させていただいて、今回の３月補正の

ほうでまた補正減という形なんですけれども、実

際には今年度は３施設の補助の申出がありまして

対応する形になるんですけれども、新年度におき

ましては、先ほどの10園から今度３園を引いて、

今年度と同じ３園分という形で予算を計上させて

いただいているものでございます。 

○相馬委員 分かりました。 

○益子委員長 ほかいかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 最後の150ページのところの幼稚園支

援費の中で、先ほど特別支援サポート事業で、園

児が減っているということなんですが、特別支援

サポートって障害のある子供のことだと思うんで

すが、今どのくらいの方がいらっしゃって、来年

はそれがどのくらい減ると見込んでいるのか、教

えてください。 

○益子委員長 課長。 

○佐藤保育課長 今年度におきましては73名ほどと

いうことで予算を計上させていただいております。 

  ただ、来年度におきましては、どうしても流動

的な部分はあるんですけれども、８名減というと

ころで65名分の予算を計上させていただいており

ます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、つまり2,525万5,000円というの



－222－ 

は、その特別に支援が要る子供への、保育士さん

の分としてのお金だと考えてよろしいんですか。 

○益子委員長 給付係長。 

○田中給付係長 計上の仕方としましては、園児に

対して単価が年間39万2,000円を掛けているもの

になるんですけれども、基本的に園児に対して園

がいろいろ支援するものに関して、市が補助する

イメージとなっております。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この39万2,000円を何に

使うかというのは、それぞれの園にお任せしてい

て、これが人件費になっているとは限らないとい

うことですか。 

○益子委員長 給付係長。 

○田中給付係長 そこまでは確認はしていません。

基本的に園の先生、対象が幼稚園児になるので、

そのような対応をしております。 

○山本委員 了解です。 

○益子委員長 そのほかいらっしゃいませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議あり」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がございましたので、挙手によ

り採決をいたします。 

  議案第８号 令和６年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○益子委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第８号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  保育課の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時３０分 

 

再開 午後 零時３５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○益子委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 すみません、先ほどは大変失礼いたし

ました。 
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  前から思っていたんですけれども、福祉教育っ

て、教育委員会も西那須野にあって、子ども未来

部も西那須野にあります。で、審査をするに当た

って、前、コロナのときでしたか、自分のところ

の所管ではやらなかったんですが、西那須野で委

員会やったところがあるんですね。 

  それで、こうやって来ていただいていて、確か

に待ってもらうということは大変なことですし、

教育委員会と子ども未来部については、西那須野

へ行って審査をするということは考えられないで

しょうか。そのほうがお互い、自分で言えば遠く

なるんですけれども、でも持ってくるものはいろ

いろなんですが、そういうことは駄目なんでしょ

うか。 

○益子委員長 その件に関しましても、最後皆様の

ほうから御意見を伺った中で、出なければ私のほ

うからちょっとと思っていたところなんですが、

今回の委員会におきましても、例えば審査のやり

方ですとか、私が至らない点で、なかなか所管外

のこと、まとまらない部分とかございました。 

  併せて山本委員にも大変皆様に含めまして御迷

惑をおかけした先ほどの審査なんですが、そうい

ったやり方も含めまして、今後、事務局と含めて、

よりやりやすい方向、そして各委員の皆様からも

出たとおり、今回議案の資料についても、なかな

か分かりづらい点ございましたので、星副委員長

と併せて正副委員長、また併せて正副議運長、ま

た議会の議長、副議長にも向けて、そういった場

にありました、そういったものも含めて協議させ

て、今後よりよいものの委員会の開催に向けて詰

めてまいりたいと思っています。 

  そういったところでお話しさせていただきます

ので、前向きに捉えていきたいと思っていますん

で、よろしくお願いします。 

○山本委員 よろしくお願いします。 

○益子委員長 ほか、皆様のほうから何かございま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、事務局からございますか。 

  事務局。 

○石田書記 （事務連絡。） 

○益子委員長 それでは、次第３、その他を終結い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○益子委員長 以上で、委員会の審査事項は全て終

結いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようにお願

い申し上げます。 

  これをもちまして福祉教育常任委員会を閉会い

たします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時４０分 
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